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１ 地域密着型介護老人福祉施設の定義及び基本方針 

⑴ 定義（介護保険法（以下法）第８条第22項） 

◯ 地域密着型地域密着型介護老人福祉施設＜法第 8条第 22項＞ 

「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第 20条の５に規定する特別養護老人ホーム（入

所定員が 29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。）であって、当該特別養護老人ホ

ームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設

をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所

する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 

 
 
⑵ 基本方針（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（厚生労
働省令第34号（以下厚労省令34）第130条） 

 

指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域

密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活へ

の復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他

の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立っ

て指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを

重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業

者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

 

○ 指定地域密着型介護老人福祉施設の形態 

⑴ 単独の小規模の介護老人福祉施設 

⑵ 本体施設のあるサテライト型居住施設 

⑶ 居宅サービス事業所（通所介護事業所、短期入所生活介護事業所等）や地域密着型サー

ビス事業所（地域密着型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等）と併設され

た小規模の介護老人福祉施設これらの形態を組み合わせると、本体施設＋指定地域密着型

介護老人福祉施設（サテライト型居住施設）＋併設事業所といった事業形態も可能である。 

 
 

Ⅰ 指定・運営基準の概要 
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２ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の人員基準 

指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該福祉施設の職務に従事する者でなければなら

ない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合の

指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員又は

指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指

定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護

職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

 

⑴ 医師（厚労省令34 第131条第１・４・12・17項） 

 
  

 

〇 サテライト型居住施設とは 

本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介

護老人福祉施設をいう。また、本体施設とは、サテライト型居住施設と同じ法人により設置さ

れ、当該施設に対する支援機能を有する指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所をいう。 

また、サテライト型居住施設を設置する場合、各都道府県が介護保険事業支援計画において

定める必要利用定員総数（指定地域密着型介護老人福祉施設である本体施設にあっては、各市

町村が介護保険事業計画において定める必要利用定員総数）の範囲内であれば、本体施設の定

員を減らす必要はない。ただし、各都道府県では、同計画の中で、介護老人福祉施設を始めと

する介護保険施設の個室・ユニット化の整備目標を定めていることを踏まえ、サテライト型居

住施設の仕組みを活用しながら、本体施設を改修するなど、ユニット型施設の整備割合が高ま

っていくようにする取組が求められる。 

 

入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

ア サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療

養全体の管理に責任を持つ場合であって、本体施設の入所者又は入院患者及びサテライト型居住施

設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設される場合にお

いては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができる。 

ウ 医師の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、

当該サテライト型居住施設に医師を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の

入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければなら

ない。 
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⑵ 生活相談員（厚労省令34 第131第１・５・８・13項） 

 

⑶ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（厚労省令34 第131第１・２・６・７項） 

 

１以上 

ア 生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換

算方法で１以上とする。 

イ サテライト型居住施設の生活相談員については、次に掲げる本体施設の場合には、当該職員によ

り当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かな

いことができる。 

④ 介護老人保健施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士又は介護支援専門員 

ウ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定

地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設

される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者

の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 
 

〇 生活相談員について 

⑴ 生活相談員については、原則として常勤の者であること。ただし、１人を超えて配置され

ている生活相談員が、時間帯を明確に区分したうえで当該指定地域密着型介護老人福祉施設

を運営する法人内の他の職務に従事する場合にあっては、この限りでない。 

⑵ 生活相談員の資格については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第５条第

２項によること。サテライト型居住施設（本体施設が指定介護老人福祉施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の場合に限る。）の生活相談員については、常勤

換算方法で１以上の基準を満たしていれば非常勤の者であっても差し支えないものとする。

また、本体施設（指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人保

健施設に限る。）の生活相談員又は支援相談員によるサービス提供が、本体施設及びサテラ

イト型居住施設の入所者に適切に行われると認められるときは、サテライト型居住施設の生

活相談員を置かないことができる。 
 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１

以上とすること。 

イ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。 

ウ 看護職員の数は、１以上とすること。 

① 介護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。 

② 看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設に

あっては、常勤換算方法で１以上とする。 

○ サテライト型居住施設の看護職員について 

常勤換算方法で１以上の基準を満たしていれば非常勤の者であっても差し支えないものと

する。 
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⑷ 栄養士又は管理栄養士（厚労省令34 第131第１・８・17項） 

 

⑸ 機能訓練指導員（厚労省令34 第131第１・８・９・10・13項） 

１以上 

ア サテライト型居住施設の機能訓練指導員については、次に掲げる本体施設の場合には、当該職員に

より当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置か

ないことができる。 

① 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 

 栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員 

イ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練

を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 

１以上とすること。 

ア 他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないと

きは、栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 

イ サテライト型居住施設の栄養士若しくは管理栄養士については、次に掲げる本体施設の場合には、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の

処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

① 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 栄養士若しくは管理栄養士、機

能訓練指導員又は介護支援専門員 

② 介護老人保健施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士又は介護支援専門員 

③ 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床数百以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門員

（指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

④ 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員 

ウ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定

地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設

される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者

の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。  

○ 第 131条第１項ただし書について 

基準省令第 131条第１項ただし書に規定する「他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士

との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待する

ことができる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設

や病院等の栄養士又は管理栄養士との兼務や地域の栄養指導員との連携を図ることにより、適

切な栄養管理が行われている場合であること。 

また、サテライト型居住施設の栄養士又は管理栄養士については、本体施設（指定介護老人

福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は病床数 100

以上の病院に限る。）の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供が、本体施設の入所者又は

入院患者及びサテライト型居住施設の入居者に適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 
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⑹ 介護支援専門員（厚労省令34 第131第１・８・11・15・17項） 

 

ウ 機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。 

エ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定

地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設

される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者

の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

○ 「訓練を行う能力を有すると認められる者」 

基準第 131 条第９項の「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者と

する。ただし、入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導につ

いては、当該施設の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えないこと。 

また、サテライト型居住施設の機能訓練指導員については、本体施設（指定介護老人福祉施

設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は介護 老人保健施設に限る。）の機能訓練指導員又は

理学療法士若しくは作業療法士によるサービス提供が、本体施設及びサテライト型居住施設の

入所者に適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

１以上 

ア サテライト型居住施設の介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

一 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 栄養士若しくは管理栄養士、機

能訓練指導員又は介護支援専門員 

二 介護老人保健施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士又は介護支援専門員 

三 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床数 100 以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門

員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

四 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員 

イ 専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合

は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。 

ウ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支

援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇

が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 
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★ 人員基準の緩和 

指定地域密着型介護老人福祉施設に左欄の事業所等が併設される場合については、処遇等が適切に

行われる場合に限り、それぞれ次のとおり人員基準の緩和を認めている。 

 

併設事業所等 置かないことができる人員 

指定短期入所生活介護事業所 

指定介護予防短期入所生活介護事業所 

・ 医師 

・ 生活相談員 

・ 栄養士 

・ 機能訓練指導員 

指定通所介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 

指定介護予防通所介護事業所 

・ 生活相談員 

・ 機能訓練指導員 

指定認知症対応型通所介護事業所 

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 

・ 生活相談員 

・ 機能訓練指導員 

指定小規模多機能型居宅介護事業所 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所と併設する指定

地域密着型介護老人福祉施設 

・ 介護支援専門員 

  

エ 介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施

設であって、当該サテライト型居住施設に介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密

着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎と

して算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、１以上（入所者の数が

100又はその端数を増すごとに１を標準とする。）とする。 

○ 介護支援専門員について 

入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事

することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護

支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上

も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入すること

ができるものとすること。 

なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められないものである。ただし、

増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。 

また、サテライト型居住施設の介護支援専門員については、本体施設（指定介護老人福祉施

設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に限る。）の介護支

援専門員によるサービス提供が、本体施設の入所者又は入院患者及びサテライト型居住施設の

入所者に適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 
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★ 入所定員 

⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 

⑵ 指定地域密着型介護老人福祉施設には、居宅サービス事業所や他の地域密着型サービス事業所を

併設することができるが、指定短期入所生活介護事業所等を併設する場合は、施設全体が地域密着

型サービスの趣旨に反して過大なものとならないよう、併設する指定短期入所生活介護事業所等の

入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上限とする。なお、指定地域密着

型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定小規模多機能型

居宅介護事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。 

⑶ 平成18年４月１日に現に併設する指定短期入所生活介護事業所等の定員が指定地域密着型介護

老人福祉施設の定員を超えているもの（建築中のものを含む。）については、第131条第14項の規定

は適用しない。この場合において、平成18年４月１日に現に基本設計が終了している事業所又はこ

れに準ずると認められるものについても、同日に現に「建築中のもの」として取り扱って差し支え

ない。なお、「これに準ずると認められるもの」とは、平成18年４月１日に現に指定短期入所生活

介護事業所等の事業者が確定しており、かつ、当該事業者が当該事業の用に供する用地を確保して

いるものであって、平成18年度中に確実の建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に至ってい

ると市町村長が認めるものをいうものとする。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【18.2.24全国介護保険担当課長ブロック会議資料】 

(問 104) 本体施設とサテライト型居住施設との距離には制限があるのか 

(答) 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内と

しなければならない。ここでいう「密接な連携を確保できる範囲内」とは、通常の交通手殴を利用

して、おおむね 20分以内で移動できることを目安とする。 

(問 105) サテライト型居住施設を設置するには、本体施設の定員を減らす必要があるのか。 

(答) 各都道府県が介護保険事業支援計画において定める必要利用定員総数の範囲内であれば、本体

施設の定員を減らす必要はない。 

ただし、各都道府県では、同計画の中で、介護老人福祉施設を始めとする介護保険三施設の個室

ユニット化の整備目標を定めていることを踏まえ、サテライト型居住施設の仕組みを活用しなが

ら、本体施設を改修するなど、ユニット型施設の整備割合が高まっていくようにする取組が求めら

れる。 

(問 106) 地域密着型介護老人福祉施設には、短期入所生活介護事業所等の居宅サービス事業所や小規

模多機能型居宅介護事業所を何か所も併設することができるか。 

(答) 地域密着型介護老人福祉施設には、居宅サービス事業所や他の地域密着型サービス事業所を併

設することができるが、短期入所生活介護事業所を併設する場合は、施設全体が地域密着型サービ

スの趣旨に反して過大なものとならないよう、併設する短期入所生活介護事業所の定員は、当該地

域密着型介護老人福祉施設の定員を上限とする。 

通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。 

(問 109) サテライト型居住施設の本体施設である介護老人福祉施設の人員墓準において、本体施設の

入所者数とサテライト型居住施設の入所者数の合計数を基礎として算出するとは、具体的に

はどのように行うのか。 

(答) サテライト型居住施設には、医師、介護支援専門員、調理員又は事務員その他の職員を置かない

ことができる場合があるが、その場合には、本体施設の入所者とサテライト型居住施設の入所者の

合計数を基礎として本体施設の当該人員を算出しなければならないことを示したものである。 

例えば、本体施設の入所者数を 80名、サテライト型居住施設の入所者数を 29名とすると、サテ

ライト型居住施設に介護支援専門員を置かない場合に、合計数である 109 名を基礎として人員を

算出するため、本体施設に２名の介護支援専門員が必要となる。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【27.4．1事務連絡 介護保険最新情報 vol.454】 

(問 130) 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではな
い職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの
直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。  

(答) 特別養護老人ホームに従事する職員についての専従要件は、他の職業との兼業を禁止する趣旨
のものではないため、特別養護老人ホームに従事する時間帯以外の時間帯であることを勤務表等
で明確にした上で、それらの活動に従事することは可能である。 

(問 131) 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他
の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき
時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を
配置する必要があると考えてよいか。 

(答) 貴見のとおりである。 
(問 132)  職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方

法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。 
(答)  貴見のとおりである。 
(問 133) 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直

接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内
の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるも
のであると考えてよいか。 
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内に

ある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。  
(答)  貴見のとおりである。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【3.3.26事務連絡 介護保険最新情報 vol.952 令和 3年度介護報酬改定に関
する Q&A】 

(問 87) 今回の基準省令改正により、 
・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること 
・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場
合に、管理者・介護職員が兼務すること 

・ 本体施設が（地域密着型）特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員
を置かないこと 

・ 地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型を除く）において、栄養士を置かないこと 
・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を１ユニットの定員が 15人
を超えない範囲で整備すること 
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 

(答) 今回の基準省令改正に伴い、併設施設の職員の兼務等を認める場合にあっても、以下の点に十分
留意いただきたい。 

－ 食事、入浴、排せつ等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立し、
尊厳ある日常生活を営むことができるよう、十分な数の職員が確保され、ケアの質が担保されている
こと 

－ 職員の休憩時間の確保や有給休暇の取得など労務管理が適切になされるために十分な数の職員を
確保し、シフトを組むことによって、一人の職員に過度な負担がかからないよう配慮されていること 

(問 110) サテライト型居住施設に配置する栄養士又は管理栄養士について、本体施設の栄養士又は管
理栄養士によるサービス提供が、サテライト型居住施設の入居者に対して適切に行われてい
ると認められる場合でも、本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との
連携を図り、適切な栄養管理が行われていなければ、置かなければならないのか。 

(答) 指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設を含む。）においては、他の社会福祉
施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより、当該指定地域密着型介護老人福祉施
設入居者に対する適切な栄養管理が行われている場合、栄養士又は管理栄養士を置かないことが
できる。 
また、サテライト型居住施設においては、本体施設の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供

が、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者に対して適切に行われると認められるときは、
本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携は不要であり、置かないこ
とが可能である。 



9 

 

３ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備基準 

⑴ 設備及び備品等（厚労省令34 第132条） 

 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 居室 

イ 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

（厚木市指定地域密着型サービス事業者及び厚木市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指

定等に関する条例（以下「条例」という。）第４条第３項） 

ロ 入所者１人当たりの床面積は、10・65平方メートル以上とすること。 

ハ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

二 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

三 浴室  要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

四 洗面設備 

イ 居室のある階ごとに設けること。 

ロ 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

五 便所 

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとする

こと。 

六 医務室  

医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入所者を

診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けるこ

と。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテ

ライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医

療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 

七 食堂及び機能訓練室 

イ それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに入所定員を

乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食

事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とするこ

とができる。 

ロ 必要な備品を備えること。 

 

○ 面積又は数の定めのない設備について 

便所等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮

し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。 

 

八 廊下幅 

１・５メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、１・８メートル以上とすること。なお、

廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認

められるときは、これによらないことができる。 

 

○ 廊下幅について 

指定地域密着型介護老人福祉施設にあっては入所者や従業者が少数であることから、廊下幅

の一律の規制を緩和したものである。ここでいう「廊下の一部の幅を拡張すること等により、

入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるとき」とは、アルコーブを設け

ることなどにより、入所者、従業者等がすれ違う際にも支障が生じない場合を想定している。

また、「これによらないことができる。」とは、建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内で

ある必要がある。 
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九 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

○ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備について 
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定され

た設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 

 
２ 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでな
ければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

○ 療養病床転換による基準緩和の経過措置について 

療養病床転換による設備に関する基準については、以下の基準の緩和を行うこととするので

留意すること。 

① 病院の療養病床転換による食堂及び機能訓練室に関する基準の緩和 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病

床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を令和３年３月 31日までの間に転換し、指定地域密着

型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂の面積は、入所

者１人当たり１平方メートル以上を有し、機能訓練室の面積は、40 平方メートル以上であれ

ばよいこととする。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又

は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができ

るものとする。また、当該転換を行って開設する指定地域密着型介護老人福祉施設がサテラ

イト型居住施設の場合にあっては、機能訓練室は、本体施設における機能訓練室を利 用すれ

ば足りることとする。（附則第 14条） 

② 診療所の療養病床転換による食堂及び機能訓練室に関する基準の緩和 

一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を令和３年３月 31日までの

間に転換し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換

に係る食堂及び機能訓練室については、次の基準のいずれかに適合するものであればよいこ

ととする。（附則第 15条） 

一 食堂及び機能訓練室の面積は、それぞれ必要な広さを有するものとし、合計して入所者

１人当たり３平方メートル以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合

において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、

同一の場所とすることができる。 

二 食堂の面積は、入所者１人当たり１平方メートル以上を有し、機能訓練室の面積は、40

平方メートル以上を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当

該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所

とすることができる。また、当該転換を行って開設する指定地域密着型介護老人福祉施設

がサテライト型居住施設の場合にあっては、機能訓練室は、本体施設における機能訓練室

を利用すれば足りることとする。 

③ 病院及び診療所の療養病床転換による廊下幅に関する基準の緩和 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病

床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般

病床若しくは療養病床を平成 36 年３月 31 日までの間に転換し、指定地域密着型介護老人福

祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る廊下の幅については、内法による

測定で、１.２メートル以上であればよいこととする。ただし、中廊下の幅は、内法による測

定で、１.６メートル以上であればよいこととする。なお、廊下の幅は、壁から測定した幅で

よいこととする。 
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４ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の運営基準 

⑴ 内容及び手続の説明及び同意（厚労省令34 第３条の７ (第157条により準用）) 

１ 地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供の

開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第 148 条に規定する重要事項

に関する規程の従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者

の同意を得なければならない。 
 

 
２ 地域密着型介護老人福祉施設は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、

前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該地域密

着型介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 地域密着型介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲

覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受け

ない旨の申出をする場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。第217条第１項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調

製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによ

り文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第一号の「電子情報処理組織」とは、地域密着型介護老人福祉施設の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

５ 地域密着型介護老人福祉施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。 

一 第２項各号に規定する方法のうち地域密着型介護老人福祉施設が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た地域密着型介護老人福祉施設は、当該利用申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場

合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方

法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定によ

る承諾をした場合は、この限りでない。   

○ 「その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」とは 

事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、

実施した)評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択するために

必要な事項になります。 

わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設か

らサービス提供を受けることについて文書により同意を得てください。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【H14.3.28 事務連絡 運営基準等に係る Q&A】 

(問Ⅷ2)  利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出が

あった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。 

(答) 今般の運営基準改正は「電磁的方法により提供することができる」旨を規定したものであり、利

用申込者又は家族からの申出があった場合における電磁的方法による提供を義務づけるものでは

ない。したがって、事業者・施設は、当該申出に応じなくても運営基準違反とはならない。 

 

(問Ⅷ3)  重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得

ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。また、書面による承諾が必要か。 

(答) 事業者・施設は、重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合には、①あらかじめ、②利用

する電磁的方法の内容（電子メール、ウェブ等）及びファイルへの記録の方式を明示し、③書面又

は電磁的方法による承諾を得なければならないものである。 

 

(問Ⅷ4)  重認められる電磁的方法が運営基準に列挙されているが、具体的にはどのような方法を指

すのか。 

(答) 使用することが認められる電磁的方法は、次のとおりである。（以下、重要事項説明書の交付を

行う事業者・施設又は承諾書等の交付を行う利用申込者もしくは家族をＡとし、これらの書面の交

付を受ける者をＢとする。） 

① Ａの使用に係る電子計算機とＢの使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

（電子メール等を利用する方法を想定しているもの） 

② Ａの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項等を電

気通信回線を通じてＢの閲覧に供し、Ｂの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該

事項等を記録する方法（ウェブ（ホームページ）等を利用する方法を想定しているもの） 

③ 磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭその他これらに準ずる方法により一定の事項等を確実に記録し

ておくことができる物をもって調製するファイルに書面記載すべき事項等を記録したものを交

付する方法なお、①～③の電磁的方法は、それぞれＢがファイルへの記録を出力することによる

書面を作成する（印刷する）ことができるものでなければならない。 

 

⑵ 提供拒否の禁止（厚労省令34 第３条の８ (第157条により準用）) 

地域密着型介護老人福祉施設は、正当な理由なく地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供を拒んではならない。 
 
 

○ 提供を拒むことができる「正当な理由がある場合」とは 

① 当該施設の現員からは利用申込に応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該施設の実施地域外（市外）である場合 

③ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 
⑶ サービス提供困難時の対応（厚労省令34 第133条） 

 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に

対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保

健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。  
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⑷ 受給資格等の確認（厚労省令 34 第３条の 10 (第 157条により準用）) 

１ 地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を

求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の

有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 地域密着型介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に、法第 78 条の３第２項の規定によ

り認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。  

○ 厚木市の被保険者であることを必ず確認 

地域密着型通所介護は「地域密着型サービス」であるため、厚木市の被保険者のみ利用可能で

す。本市以外の被保険者のまま利用した場合、保険給付は受けられず、全額利用者負担になりま

すので、必ず被保険者証で確認を行ってください。(住所地特例等を除く。) 

⑸ 要介護認定の申請に係る援助（厚労省令 34 第３条の 11 (第 157条により準用）) 

１ 地域密着型介護老人福祉施設は、入所の際に、要介護認定を受けていない利用申込者に

ついては、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならない。 

２ 地域密着型介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期間が終了する日の 30 日前までに行われるよう、必要な援助を

行わなければならない。  

○ 要介護認定の申請が行われていれば認定の効力が申請時に遡る 

要介護認定の申請が行われていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、保険給付

を受けることができます。そのため、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場

合には、要介護認定の申請が行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合には当

該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行ってくださ

い。 

⑹ 入退所（厚労省令 34 第 134条） 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必

要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を提供するものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数

を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努

めなければならない。 

 
 

○ 入所を待っている申込者について 

入所を待っている申込者がいる場合には、入所して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護を受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努めなければならな

い。また、その際の勘案事項として、指定地域密着型介護老人福祉施設が常時の介護を要する者

のうち居宅においてこれを受けることが困難な者を対象としていることにかんがみ、介護の必

要の程度及び家族の状況等を挙げている。なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透

明性及び公平性が求められることに留意すべきものである。 

 



14 

 

 
⑺ サービスの提供の記録（厚労省令34 第135条） 

⑻ 利用料等の受領（厚労省令34 第136条） 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額（介護保険法施行法（平

成９年法律第 124号。以下「施行法」という。）第 13条第３項に規定する要介護旧措置入所者にあ

っては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護に要した費用の額とする。）とする。次項並びに第 161条第１項及び第２項において同じ。）

から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して

得た額の支払を受けるものとする。 

 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居宅介護

支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

○ 居宅における生活への復帰が見込まれる場合 

入所者の家族等に対し、居宅における生活への復帰が見込まれる場合には、居宅での生活へ

移行する必要性があること、できるだけ面会に来ることが望ましいこと等の説明を行うととも

に、入所者に対して適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が提供されるよう

にするため、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、家族の状況等の把握に努めなければならな

い。また、質の高い指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に資することや入

所者の生活の継続性を重視するという観点から、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努

めなければならない 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、そ

の者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならな

い。 

５ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協

議しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅に

おいて日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その

者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わ

なければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援

助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険

施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければな

らない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供し

た際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

○ 記録の保存 
サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内容、入所者の心身の状況その他必要な事

項を記録しなければならないこととしたものである。なお、条例第４条第２項に基づき、当該記
録は、５年間保存しなければならない。 

 



15 

 

 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

 

○ 利用者間の公平及び利用者の保護 

利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、

法定代理受領サービスである指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る費用の額

の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならない。なお、そも

そも介護保険給付の対象となる指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスと

明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えな

い。 

イ 利用者に、当該事業が指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業とは別事業

であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解

を得ること。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業所の運営規程とは別に定められていること。 

ハ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業の会計と区分していること。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支

払を受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用（法第 51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所

者に支給された場合は、同条第２項第一号に規定する食費の基準費用額（特定要介護旧措置入所

者（施行法第 13条第５項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。）にあっては、

同項第一号に規定する食費の特定基準費用額。第 161 条第３項第一号において同じ。）（法第 51

条の３第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型

介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第２項第一号に規定する食費の負担限度額（特定要

介護旧措置入所者にあっては、施行法第 13条第５項第一号に規定する食費の特定負担限度額。第

161条第３項第一号において同じ。））を限度とする。） 

二 居住に要する費用（法第 51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支

給された場合は、同条第２項第二号に規定する居住費の基準費用額（特定要介護旧措置入所者に

あっては、施行法第 13条第５項第二号に規定する居住費の特定基準費用額。第 161条第３項第二

号において同じ。）（法第 51条の３第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者

に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第２項第二号に規定す

る居住費の負担限度額（特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第 13条第５項第二号に規定

する居住費の特定負担限度額。第 161条第３項第二号において同じ。））を限度とする。） 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 

○ 指定地域密着型介護老人福祉施設による入所者及び入居者(以下「入所者等」という。)が選定

する特別な居室の提供に係る基準 

⑴ 特別な居室の定員が、１人又は２人であること。 

⑵ 当該指定介護老人福祉施設又は当該指定地域密着型介護老人福祉施設の特別な居室の定員の

合計数を施行規則第 131 条の八又は第 134 条の規定に基づき都道府県知事又は市町村長に提出

した運営規程(⑹において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た

数が、おおむね 100分の 50を超えないこと。 
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四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 
 

⑶ 特別な居室の入所者等１人当たりの床面積が、10・65平方メートル以上であること。 

⑷ 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要と

なる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。 

⑸ 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われ

るものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。 

⑹ 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。 

⑺ 特別な居室の提供に当たっては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関

する指針(平成 17 年厚生労働省告示第 419 号。以下「指針」という。)第二号イに規定する居

住、滞在及び宿泊に係る利用料の追加的費用であることを利用者又はその家族に対し、明確に

説明した上で契約を締結すること。 

⑻ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対し居宅における外泊を認め

た場合は、特別な居室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受ける

ことはできないものとする。 

○ 利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準 

１ 特別な食事の内容等について 

⑴ 利用者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要

する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、指針第二号ロ
＊に規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさ

わしいものであること。 

⑵ 指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養

介護事業所、指定介護予防短期入所療養介護事業所、指定介護老人福祉施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院(以下「事

業所等」という。)において、次に掲げる配慮がなされていること。 

(ⅰ) 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による利用者等ごとの医学的及び栄養学的

な管理が行われていること。 

(ⅱ) 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。 

(ⅲ) 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。 

２ 特別な食事に係る利用料の額について 

特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から指針

第二号ロ＊に規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。 

３ その他 

⑴ 特別な食事の提供は、予め利用者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、利用者等

の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるようにすることとし、

利用者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。 

⑵ 利用者等又はその家族への情報提供に資するために、事業所等の見やすい場所に次に掲げ

る事項について掲示するものとすること。 

(ⅰ) 事業所等において毎日、又は予め定められた日に、予め希望した利用者等に対して、利

用者等が選定する特別な食事の提供を行えること。 

(ⅱ) 特別な食事の内容及び料金 

⑶ 特別な食事を提供する場合は、当該利用者等の身体状況にかんがみ支障がないことについ

て、医師の確認を得る必要があること。 

⑷ 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、指針第二号ロに規定する食事に係る利用料の

追加的費用であることを利用者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結する

こと。 
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五 理美容代 

六 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提

供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入

所者に負担させることが適当と認められるもの 
 

 
４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによ

るものとする。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した

文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第

四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

＊ 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針 

二 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料 

ロ 食事の提供に係る利用料 

食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とする

こと。 

○ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用について 

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが

適当と認められるものについては、前２項の利用料のほかに入所者から支払を受けること

ができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまい

な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

 

⑼ 保険給付の請求のための証明書の交付（厚労省令34 第３条の20 (第157条により準用）) 

１ 地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ

ービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 
⑽ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針（厚労省令 34 第 137条） 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切

に行わなければなりません。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫

然かつ画一的なものとなりませんよう配慮して行われなければなりません。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項

について、理解しやすいように説明を行わなければなりません。 
 

〇 処遇上必要な事項 

処遇上必要な事項とは、地域密着型施設サービス計画の目標及び内容並びに行事及び日課等

も含むものである。 
 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に

当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはなりません。 
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５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。 
 

 

 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければなりません。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 
 

 

〇 身体的拘束等について 

当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、

その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならないこととしたものである。なお、条例第４条第２項に基づき、当該記録は、５年間保存

しなければならない。 

〇 緊急やむを得ない理由について 

緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことに

ついて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的

な内容について記録しておくことが必要である。 

〇 身体的拘束等適正化検討委員会について 

「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束等適正化検討委

員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職

種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成

する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策を

担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、同一施設内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務について

は、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内

の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職

務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するた

めの担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深い

と認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支

えない。身体的拘束等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。ま

た、身体的拘束等適正化検討委員会には、第３者や専門家を活用することが望ましく、その方策

として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 

指定地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、

身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのもの

であり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 
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７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとと

もに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生

原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

○ 身体的拘束等の適正化のための指針について 

指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次

のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

○ 従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修について 

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体

的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用

時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内

での研修で差し支えない。 

⑾ 地域密着型施設サービス計画の作成（厚労省令34 第138条） 

 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援

専門員」という。）は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を

支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着

型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える

問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべ

き課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」とい

う。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計

画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なけ

ればならない 
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５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、

入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生

活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時

期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成し

なければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集し

て行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家

族（以下この項において「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該入所者等の同意を得なければならない。）をいう。以下この章において同じ。）の開

催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者

から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその

家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 
 

 
８ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施

設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 

 
９ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計

画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて地域

密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。 
 
10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に

当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のな

い限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

一 定期的に入所者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

 
 

○ 地域密着型施設サービス計画原案の説明及び同意 

地域密着型施設サービス計画は、入所者の希望を尊重して作成されなければならない。この

ため、計画担当介護支援専門員に、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、これに

位置付けるサービスの内容を説明した上で文書によって入所者の同意を得ることを義務づけ

ることにより、サービスの内容への入所者の意向の反映の機会を保障しようとするものであ

る。なお、当該説明及び同意を要する地域密着型施設サービス計画の原案とは、いわゆる施設

サービス計画書の第１表及び第２表に相当するものを指すものである。また、地域密着型施設

サービス計画の原案について、入所者に対して説明し、同意を得ることを義務づけているが、

必要に応じて入所者の家族に対しても説明を行い同意を得ることが望ましいことに留意され

たい。 

また、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成を行ってください。 

〇 地域密着型施設サービス計画の交付 

地域密着型施設サービス計画を作成した際には、遅滞なく入所者に交付しなければならな

い。なお、条例第４条第２項に基づき、当該記録は、５年間保存しなければならない。 

○ モニタリングの実施 

地域密着型施設サービス計画の作成後のモニタリングについては、定期的に入所者と面接して行う

必要がある。また、モニタリングの結果についても定期的に記録することが必要である。「定期的に」

の頻度については、入所者の心身の状況等に応じて適切に判断するものとする。また、特段の事情と

は、入所者の事情により、入所者に面接することができない場合を主として指すものであり、計画担当

介護支援専門員に起因する事情は含まれない。なお、当該特段の事情がある場合については、その具体

的な内容を記録しておくことが必要である。 
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11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対

する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるものとする。 

一 入所者が法第 28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

二 入所者が法第 29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 
 
12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について

準用する。 

⑿ 介護（厚労省令 34 第 139条） 

１ 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適

切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、

又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発

生を予防するための体制を整備しなければならない。 
 

 
６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、

整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 
 

 
８ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

〇 発生を予防するための体制整備 

「指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。」とは、施設において褥瘡の予防の

ための体制を整備するとともに、介護職員等が褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的なケア

において配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定している。     

例えば、次のようなことが考えられる。 

イ 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者等）に対し、褥瘡予防

のための計画の作成、実践並びに評価をする。 

ロ 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ましい。）を決め

ておく。なお、同一施設内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務

については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の

各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担

当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するた

めの担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

ハ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置する。 

ニ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。 

ホ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。また、施設外の専門

家による相談、指導を積極的に活用することが望ましい。 

〇 介護職員 

常時１人以上の介護職員を従事させればよいこととしたものであり、非常勤の介護職員でも

差し支えない。 
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⒀ 食事（厚労省令 34 第 140条） 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好
し こ う

を考慮した食事を、

適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援

しなければならない。 

 
 

○ 食事の提供等について 

⑴ 食事の提供について 

入所者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の入所者の栄養状態に応じた栄養管理を行

うとともに、摂食・嚥下機能その他の入所者の身体の状況や、食形態、嗜好等にも配慮した適

切な栄養量及び内容とすること。また、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食

堂で行われるよう努めなければならない。 

⑵ 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにして

おくこと。また、病弱者に対する献立については、必要に応じ、医師の指導を受ける。 

⑶ 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすることが望ましいが、早くても

午後５時以降とする。  

⑷ 食事の提供に関する業務の委託について 

食事の提供に関する業務は指定地域密着型介護老人福祉施設自らが行うことが望ましい

が、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理につい

て施設自らが行う等、当該施設の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と

契約内容により、食事サービスの質が確保される場合には、当該施設の最終的責任の下で第

３者に委託することができる。 

⑸ 居室関係部門と食事関係部門との連携について 

食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を当該入所者の

食事に的確に反映させるために、居室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられている

ことが必要である。 

⑹ 栄養食事相談 

入所者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要がある。 

⑺ 食事内容の検討について 

食事内容については、当該施設の医師又は栄養士若しくは管理栄養士を含む会議において

検討が加えられなければならない。 

 

⒁ 相談及び援助（厚労省令34 第31条(第141条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を

行わなければならない。 

 

  



23 

 

⒂ 社会生活上の便宜の提供等（厚労省令34 第31条(第142条） 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエ

ーション行事を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手

続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わ

って行わなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家

族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

⒃ 機能訓練（厚労省令34 第143条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むの

に必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 

⒄ 栄養管理（厚労省令34 第143の２条）         令和６年４月１日から義務化  

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を

営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

 
 

○ 栄養管理の手順について 

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対する栄養管理について、管理栄養士が、入所

者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配

置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設

や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

① 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護

支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配

慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、地域密着型施設

サービス計画との整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型施

設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えるこ

とができるものとすること。 

② 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期

的に記録すること。 

③ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直

すこと。 

④ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、別途通知（※「リハビリテーション・個

別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）において示しているので、参

考とされたい。 

 

※ 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」 

介護保険最新情報 令和６年３月15日 Vol.1217 参照 
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⒅ 口腔衛生の管理（厚労省令34 第143の３条）     令和６年４月１日から義務化 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生

の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

○ 口腔衛生の管理について 

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、令和３年度より口

腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に

応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めている。 

① 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員

に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

② ①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係

る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管

理体制に係る計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合はその記載を

もって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。 

イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術

的助言及び指導又は⑵の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又

は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

⒆ 健康管理（厚労省令34 第144条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要

に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。  

⒇ 入所者の入院期間中の取扱い（厚労省令34 第145条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその

家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合

を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしな

ければならない。 

 
 

○ 入院期間中の取扱いについて 

① 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、入所者の入院先の病院

又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断すること。 

② 「必要に応じて適切な便宜を供与」とは、入所者及びその家族の同意の上での入退院の手

続きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものである。 

③ 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に満床であることをもって

やむを得ない事情として該当するものではなく、例えば、入所者の退院が予定より早まるな

どの理由により、ベッドの確保が間に合わない場合等を指すものである。施設側の都合は、

基本的には該当しないことに留意すること。なお、前記の例示の場合であっても、再入所が

可能なベッドの確保が出来るまでの間、短期入所生活介護の利用を検討するなどにより、入

所者の生活に支障を来さないよう努める必要がある。 

④ 入所者の入院期間中のベッドは、短期入所生活介護事業等に利用しても差し支えないが、入

所者が退院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は計画的なものでなければならない。 
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(21) 利用者に関する市町村への通知（厚労省令34 第３条の26 (第157条により準用）) 

１ 地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けて

いる利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市

町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用に関する指示に

従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。  

 

 
 

○ 利用者に関する市町村への通知 

偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失

等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村が、

法第22条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行

うことができることに鑑み、指定認知症対応型共同生活介護事業者が、その利用者に関し、保険

給付の適正化の観点から市町村に通知してください。 

○ 利用者に関する市町村への通知の記録の保存期間は５年間 

条例第４条第２項の規定に基づき、５年間保存してください。 

 

(22) 緊急時等の対応（厚労省令34 第145の２条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供

を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第131条

第１項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携

方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

また、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見

直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

 
 

○ 緊急時等の対応について 

入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、配置医師及び協力医療機関の協力を得

て、あらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応又は方針を定めなければならない

ことを義務付けるものである。対応方針に定める規定としては、例えば、緊急時の注意事項や病

状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師や協力医療機関との連携方法、診察を

依頼するタイミング等があげられる。 

また、当該対応方針については、１年に１回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見

直しを行い、必要に応じて変更すること。見直しの検討に当たっては、施設内の急変対応の事例

について関係者で振り返りを行うことなどが望ましい。なお、基準省令第28条第２項において、

１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応の確認をするこ

ととされており、この確認について、当該対応方針の見直しとあわせて行うことも考えられる。 
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(23) 管理者による管理（厚労省令34 第146条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に

従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障が

ない場合は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者と

しての職務を除く。）に従事することができる。  

 
 

○ 管理者について 

指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることが

できるものとする。 

① 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者としての職務に従事する場合 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に

従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事す

る時間帯も、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者へのサービス提供の場面等で生

じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じ

ないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この

場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で

あると個別に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該

指定地域密着型介護老人福祉施設に駆け付けることができない体制となっている場合など

は、一般的には管理業務に支障があると考えられる。） 

③ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設がサテライト型居住施設である場合であって、当該

サテライト型居住施設の本体施設の管理者又は従業者としての職務（本体施設が病院又は診

療所の場合は、管理者としての職務を除く。）に従事する場合 

 

(24) 管理者の責務（厚労省令34 第28条(第157条により準用)） 

ア 地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、当該地域密着型介護老人福祉施設の従業者の管理及び

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行うものとする。 

イ 地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、当該地域密着型介護老人福祉施設の従業者に第７章第

４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  

 
 

○ 管理者の責務について 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務は、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者

本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適

切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、基準の第２章の２第４節

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 
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(25) 計画担当介護支援専門員の責務（厚労省令34 第147条） 

計画担当介護支援専門員は、第138条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者

の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営む

ことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

三 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができる

と認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環

境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。 

四 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者

に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携す

ること。 

五 第137条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。 

六 第157条において準用する第３条の36第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 

七 第155条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこ

と。 

○ 計画担当介護支援専門員の責務について 

計画担当介護支援専門員は、基準第138条の業務のほか、指定地域密着型介護老人福祉施設が行う

業務のうち、基準第134条第３項から第７項まで、第137条第５項、第155条第３項及び第157条におい

て準用する第３条の36第２項に規定される業務を行うものとする。 

 

(26) 運営規程（厚労省令34 第148条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

一 施設の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 入所定員 

四 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費

用の額 

五 施設の利用に当たっての留意事項 

六 緊急時等における対応方法 

七 非常災害対策 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

九 その他施設の運営に関する重要事項 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第９条において、３年間の経過措

置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。 
 

 

○ 運営規程の留意事項について 

指定地域密着型介護老人福祉施設の適正な運営及び入所者に対する適切な指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保するため、同条第１号から第９号までに掲げる事

項を内容とする規程を定めることを指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに義務づけたもので

あるが、特に次の点に留意するものとする。 
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① 入所定員（第３号） 

入所定員は、指定地域密着型介護老人福祉施設の事業の専用の居室のベッド数（和室利用

の場合は、当該居室の利用人員数）と同数とすること。 

② 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額(第４

号) 

「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容」は、年間行事・レクリエーショ

ン及び日課等を含めたサービスの内容を指すものであること。また、「その他の費用の額」

は、基準第136条第３項により支払を受けることが認められている費用の額を指すものである

こと。 

③ 施設の利用に当たっての留意事項（第５号） 

入所者が指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を受ける際の、入所者側

が留意すべき事項（入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等）を指すものであるこ

と。 

④ 非常災害対策（第７号） 

七の非常災害に関する具体的計画を指すものであること。 

⑤ その他施設の運営に関する重要事項（第９号） 
 
当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【3.4.21事務連絡介護保険最新情報vol.968】 

 

【運営規程の記載例】 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【ユニット型】 

特別養護老人ホーム○○○ 運営規程 

 

（施設の目的） 

第１条 この運営規程において、介護保険法の規定に基づき、社会福祉法人○○○（以下「事業者」とい

う。）が設置する特別養護老人ホーム○○○（以下「施設」という。）の適正な運営を確保するために人

員及び管理運営に関する事項を定め、入所が必要な要介護者（以下「入居者」という。）に対し、適正

な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（以下「地域密着型施設サービス」という。）を提

供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業者は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、そ

の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したも

のとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活

を営むことを支援するものとする。 

(問１) 令和３年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所等に義務づ

けられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱うのか。 

(答)・ 介護保険法施行規則に基づき運営規程については、変更がある場合は都道府県知事又は市町村

長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所等に対し義務づけられたもののう

ち、経過措置が定められているものについては、当該期間においては、都道府県知事等に届け出

ることまで求めるものではないこと。 

・ 一方、これらの取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましいも

のであることに留意すること。 
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２ 事業者は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス

事業者、介護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるも

のとする。 

３ 事業者は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に

対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。  

４ 事業者は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の２第１項に規定

する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

 

（施設の名称及び所在地） 

第３条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 ⑴ 施設の名称  特別養護老人ホーム○○○ 

 ⑵ 施設の所在地 厚木市中町○○丁目○番○号 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 施設に勤務する職員（以下、「職員」という。）の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 ⑴ 管理者 １人 

職員の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規

定される指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）の事業

の実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。 

 ⑵ 医師 １人 

入居者の健康管理及び療養上の指導を行うとともに、施設の衛生管理等の指導を行う。 

 ⑶ 生活相談員 １人以上 

入居者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう施設内のサービ

ス調整、他の介護保険施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携を行

う。 

 ⑷ 看護職員 １人以上 

    医師の診療補助及び医師の指示による入居者の看護、施設の衛生管理等の業務を行う。 

 ⑸ 介護職員 10人以上 （ユニットごとに常勤のユニットリーダーを１人） 

入居者の入浴、排せつ、食事等の介護など入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう支援を行う。 

 ⑹ 機能訓練指導員 １人以上 

入居者が心身の状況等に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止する

ための訓練を行う。 

 ⑺ 栄養士１人以上 

入居者の栄養や心身の状況及び嗜好を考慮した献立及び栄養指導を行うとともに、栄養管理関係書

類の整備及び食品衛生法の定めるところによる衛生管理等を行う。 

 ⑻ 介護支援専門員 １人以上 

入居者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を分析し、適切

な地域密着型施設サービスが提供されるよう地域密着型施設サービス計画の作成、計画の実施状況の

把握及び評価を行うとともに、必要に応じて計画の変更を行う。 

２ 前項に定める者のほか、施設の運営上必要な職員を置くものとする。 

 

（入居定員、ユニットの数及びユニットごとの入居定員） 

第５条 施設の入居定員、ユニットの数及びユニットごとの入居定員は次のとおりとする。なお、居室は

ユニット型個室とする。 

 ⑴ 入居定員 ２９人 

 ⑵ ユニットの数 ３ユニット 

 ⑶ ユニットごとの入居定員 ９人（１ユニット）または10人（２ユニット） 

２ 事業者は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、

虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 
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（地域密着型施設サービスの内容） 

第６条 地域密着型施設サービスの内容は、入浴、排せつ、食事等の介護、食事の提供、相談及び援助、

社会生活上の便宜の提供、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話とし、サー

ビス提供に当たっては、次の点に留意するものとする。 

⑴ 地域密着型施設サービスは、入居者がその有する能力に応じて自らの生活様式及び生活習慣に沿っ

て自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入

居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものと

する。 

⑵ 地域密着型施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むこと

ができるよう配慮して行うものとする。 

⑶ 地域密着型施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行うものとする。 

⑷ 地域密着型施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護

状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行うも

のとする。 

⑸ 職員は、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を

行うものとする。 

⑹ 事業者は、食事の提供に当たっては、地産地消の観点に基づき、地域で生産された食材を使用し、

及び地域の特色ある食事又は伝統的な食事を提供するよう努めるものとする。 

⑺ 事業者は、自らその提供する地域密着型施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るもの

とする。 

 

（地域密着型施設サービス計画の作成） 

第７条 施設の介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入居者の日常生活

全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密

着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めるものとする。 

２ 地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入居者及びその家族に面接するなど適切な方法に

より、入居者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入居者が現に抱える

問題点を明らかにし、入居者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課

題を把握するものとする。 

３ 施設の介護支援専門員は、入居者の希望及び入居者についてのアセスメントの結果に基づき、入居者

の家族の希望を勘案して、入居者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の

解決すべき課題、地域密着型施設サービスの目標及びその達成時期等を記載した、地域密着型施設サー

ビス計画の原案を作成し、サービス担当者会議の開催その他専門的な見地から意見を求めた上で、入居

者及びその家族に対して説明し、文書により同意を得るものとする。また、地域密着型施設サービス計

画を作成した際には、当該計画を入居者に交付するものとする。 

４ 施設の介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実

施状況の把握を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとし、サービス計画

の変更に当たっては、第１項から第３項の規定を準用するものとする。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第８条 地域密着型施設サービスの利用料は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（平成１８年３月１４日厚告第１２６号）」に定められる基準の額とし、事業者が法定代理受領

サービスを提供した際には、入居者から本人負担分の支払いを受けるものとする。 

２ 事業者は、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができる。

ただし、食費、居住費については、入居者が市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けて

いる場合は、認定証に記載された負担限度額とする。 

⑴ 食事の提供に要する費用  １日当たり ○○○○円 

⑵ 居住に要する費用  ユニット型個室 １日当たり ○○○○円 

⑶ 入居者の希望による特別な食事の提供に要する費用 実費 

⑷ 理美容代  実費 

⑸ 地域密着型施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの
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に係る費用であって、入居者に負担させることが適当と認められるもの 

ア 入居者の希望により提供する日常生活に必要な身の回り品の費用 実費 

イ 入居者の希望により提供する日常生活に必要な教養娯楽に係る費用 実費 

ウ インフルエンザ予防接種に係る費用 実費 

エ 預かり金の出納管理にかかる費用 １月につき ○○円 

オ 外部のクリーニング店に取り継ぐ場合の私物の洗濯代 実費 

３ 前第１項及び第２項の費用の徴収に際しては、あらかじめ入居者又は家族に対して当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。ただし、前項第１号から第３号の費用につい

ての説明及び同意は、文書により行うものとし、当該各号の額を変更するときは、あらかじめ、その変

更について入居者又はその家族に対して、文書により説明し、同意を得るものとする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第９条 入居者は、次の事項に留意しなければならない。 

⑴ 入居者は、施設内において政治活動、宗教活動を行ってはならない。 

⑵ 入居者は、施設に危険物を持ち込んではならない。 

⑶ 入居者は、この運営規程の定めるところにより、指導及び調査等に従わなければならない。 

⑷ 入居者が外出、外泊をしようとするときは、あらかじめ外出、外泊届を提出し、管理者又は責任者

の承認を得なければならない。 

⑸ 入居者は、指定された居室を勝手に変更してはならない。 

⑹ 入居者の所持金その他貴重品については、自己管理を原則とする。ただし、入居者の心身の状況等

により、入居者又はその家族からの申出により、管理者が責任をもって管理することができる。 

２ 前項第６号の規定により、管理者が、入居者の所持金その他貴重品を保管することとなった場合、管

理者は、善良な注意義務をもって保管するものとする。 

 

（緊急時等の対応） 

第10条 職員は、地域密着型施設サービスの提供中に入居者の病状の急変、その他の緊急事態等が生じた

ときには、あらかじめ施設の医師との連携方法その他緊急時等における対応方法を定めておくこととす

る。 

 

（非常災害対策） 

第11条 事業者は、地域消防署等関係諸機関と協議を行い、想定される非常災害の態様ごとに、その程度

及び規模に応じ、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。 

２ 管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を地域消防署の協

力を得た上で、年○回以上実施する等入居者の安全に対して万全を期するものとする。 

３ 事業者は、医療機関、他の社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における連携及び協力関係を構築

するよう努めるものとする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第12条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。 

⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図る

ものとする。 

⑵ 虐待の防止のための指針を整備するものとする。 

⑶ 虐待の防止のための従業者に対する研修を定期的に行うものとする。 

⑷ 前３項に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。 

２ 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に

協力するよう努める。 

 

（衛生管理等） 

第13条 事業者は、入居者の使用する食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。 
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２ 事業者は、施設内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講ずるものとする。 

⑴ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果を職員に周知徹底する。 

⑵ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

⑶ 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修を定期的に開催する。 

⑷ 感染症又は食中毒の発生が疑われる際に速やかな対応を行うための体制の整備、地域の医療機関と

の連携、有症者等の状況及び有症者等に講じた措置等の記録、必要に応じて市及び保健所の指示を求

めるなどにより、まん延の防止に万全を期する。 

⑸ 職員の健康管理を徹底し、職員や来訪者等の健康状態によって入居者との接触を制限する等の措置

を講ずるとともに、入居者及び職員に対して手洗いやうがいを励行する等衛生教育の徹底を図る。 

 

（秘密の保持） 

第14条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。この秘密保持義務は、入居者との契約終了後も同様とする。 

２ 事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を

漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 事業者は、居宅介護支援事業者等に入居者及びその家族の個人情報等の秘密事項を提供する場合は、

あらかじめ文書により、同意を得るものとする。 

 

（苦情への対応等） 

第15条 事業者は、地域密着型施設サービスに関する入居者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとし、その概要を入居

者及び家族に文書により説明するものとする。 

２ 事業者は、苦情を受け付けた場合には、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると

の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行うものとする。 

３ 事業者は、入居者又は家族からの苦情に対して市及び国民健康保険団体連合会が実施する調査に協力

するとともに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。 

４ 事業者は、苦情を申し立てた入居者に対していかなる差別的な扱いを行わない。 

 

（地域との連携） 

第16条 事業者は、提供する地域密着型施設サービスを地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確

保を目的として、運営推進会議を設置する。 

２ 運営推進会議の構成員は、入居者、入居者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は施設が所在する

地域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者等とし、おおむね２月に１回以上開催するものとする。 

３ 事業者は、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議における評価を受けるとともに運営

推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けるものとする。またその内容について記録を作成し、

当該記録を公表するものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第17条 事業者は、地域密着型施設サービスの提供による事故の発生又は再発を防止するため、次の措置

を講ずるものとする。 

⑴ 事故発生防止のための指針の策定 

⑵ 事故又は事故に至る危険性がある事態が発生した場合に、発生の事実及びその分析を通じた改善策

を職員に周知徹底する体制の整備 

⑶ 事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修の定期的開催 

２ 事業者は、事故が発生した場合には、速やかに市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講ずるものとする。 

３ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。 

４ 事業者は、地域密着型施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行う

ものとする。 



33 

 

 

（身体的拘束等の禁止） 

第18条 事業者は、サービス提供に当たり、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行わないものとする。 

２ 事業者は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 

（職員の研修） 

第19条 事業者は職員の資質向上を図るための研究又は研修の機会を設け、適切かつ効率的に地域密着型

施設サービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備し次のとおり研修を実施するものとする。 

 ⑴ 採用時研修 採用後○月以内 

 ⑵ 継続研修 年○回以上 

 

（記録の整備） 

第20条 施設は、入居者に対する地域密着型施設サービスの提供に関する次の記録を整備し、その完結の

日から５年間保存するものとする。 

 ⑴ 地域密着型施設サービス計画 

 ⑵ 提供した具体的サービス内容等の記録 

 ⑶ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 ⑷ 市への通知に係る記録 

 ⑸ 苦情の内容等の記録 

 ⑹ 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録 

 ⑺ 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録 

２ 事業者は、従業者、設備、及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

 

附則 

 この運営規程は、令和○年○月○日から施行する。 
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(27) 勤務体制の確保等（厚労省令34 第149条） 

ア 事業者は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供すること

ができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

 

 
イ 事業者は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務

については、この限りでない。 
 

 
ウ 事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その

際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければな

らない。 
 

エ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

○ 勤務表について 

原則として月ごとに勤務表（介護職員の勤務体制を２以上で行っている場合は、その勤務体

制ごとの勤務表）を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護職員及び看護

職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

○ 事業所ごとの従業者の勤務の体制の記録の保存期間は５年間 

事業所ごとの従業者の勤務の体制の記録は条例第４条第２項の規定により、５年間保存して

ください。 

○ 第三者への委託等も可能 

施設は原則として、当該施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、

第３者への委託等を行うことが可能です。 

○ 認知症介護基礎研修の受講義務 

ウの前段は、当該施設の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該施設内の研

修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 

また、後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有

さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけるこ

ととしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての

理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するもので

あること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎

的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項において規定されてい

る看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、

生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二

級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神

保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とされます。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。

施設事業者は、令和６年３月31日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての施設従業者に対し認知

症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。また、新卒採用、中途採用

を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当

該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するま

でに認知症介護基礎研修を受講させてください。 
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○ 職場におけるハラスメント 
エは、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場に

おけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられてい
ることを踏まえ、規定された。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望まし
い取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に
限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意します。 
イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615号）及び事業主
が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置
等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）
において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 
ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方
針を明確化し、従業者に周知・啓発します。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあら

かじめ定め、労働者に周知します。 
なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第24号）
附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及
び職業生活の充実等に関する法律第30条の２第１項の規定により、中小企業（資本金が３億円
以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、
それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を
講じるよう努めてください。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタ
ルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための
取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。
介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められて
いることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引
き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、
以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 
加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相

談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主
が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、
介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R7.4.18「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.14）vol.1376】 

○ 認知症介護基礎研修の義務づけについて 
(問１) 認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。 
(答) 令和６年３月31をもって経過措置期間は終了している。なお、新卒採用、中途採用を問わず、新

たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従業者に関する義務付けについては、採用後１年間の
猶予期間を設けている。 

 
(問２) 認知症介護基礎研修の教材について、母国語が日本語以外の者を対象としたものはあるか。 
(答) 日本語以外の教材については、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語、タガロ

グ語、ネパール語の教材を整備している。また、日本語能力試験の N4 レベルを基準とした教材も
併せて整備している。 

 
（参考）認知症介護基礎研修eラーニングシステム（認知症介護研究・研修仙台センターホームページ）  

https://kiso-elearning.jp/ 
※ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）問163 は削除する。 
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(28) 定員の遵守（厚労省令34 第150条） 

ア 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。   

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.3.22 介護制度改革 information vol.78 平成 18年 4月改定関係 Q＆A(vol.1)】 

 

(29) 業務継続計画の策定等（厚労省令34 第３条の30の２(第157条により準用)） 
令和６年４月１日から義務化 

ア 地域密着型介護老人福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければなりません。 

イ 地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。 

ウ 地域密着型介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 
 

務継続計画の内容 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指

定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定する

とともに、当該業務継続計画に従い、地域密着型介護老人福祉施設は、必要な研修及び訓練（シミ

ュレーション）を実施しなければならない。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施につ

いては、基準第３条の30の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が

連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参

加できるようにすることが望ましい。 

⑵ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護

施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自

然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって

異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の

業務継続計画を一体的に策定することを妨げません。さらに、感染症に係る業務継続計画、感染

症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する

具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に

策定することとして差し支えありません。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

 

(問41) 通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこ

の限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。  

(答)  従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度、定員遵守規定にかかわらず、

定員超過しても減算の対象にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところである

が、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじめ、規定する趣旨であ

る。したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都度、各自治体に

おいて、適切に判断されたい。 
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ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

⑶ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平

常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、新

規採用時には別に研修を実施すること。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染

症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実

施することも差し支えありません。 

⑷ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケ

アの演習等を定期的（年２回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練

については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施すること

も差し支えありません。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に

組み合わせながら実施することが適切です。 

(30) 衛生管理等（厚労省令34 第151条） 

ア 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理

を適正に行わなければなりません。 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は

食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければなりません。 

⑴ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおお

むね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ります。 

⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備します。 

⑶ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施します。令和６年４月１日から義務化 

⑷ 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処

等に関する手順に沿った対応を行います。 
 

○ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該施設における感染対策委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、

医師、看護職員、介護職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員）により構成します。構成メン

バーの責務及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要です。

感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上、定期的に開

催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要があります。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立して設置・運営するこ
とが必要であるが、基準第155条第１項第３号に規定する事故発生の防止のための委員会につ
いては、関係する職種、取り扱う事項等が感染対策委員会と相互に関係が深いと認められるこ
とから、これと一体的に設置・運営することも差し支えありません。感染対策担当者は看護師
であることが望ましい。また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用するこ
とが望ましい。 

○ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 
当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時

の対策及び発生時の対応を規定します。 
平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理

等）、日常のケアにかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排泄物
（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め）、手
洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、
感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関との連携、医療
処置、行政への報告等が想定されます。また、発生時における施設内の連絡体制や前記の関係
機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。 
なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照してください。 

○ 保健所との連携等 
食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指

導を求めるとともに、常に密接な連携を図ってください。 
特に新型コロナウイルス感染症対策、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、

レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、通知等
が発出されているので、これに基づいて必要な措置を講じてください。 
また、空調設備等により施設内の適温の確保に努めましょう。 

○ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 
介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研

修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設に
おける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします 
職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを

作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修
を実施することが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受け
て行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要があります。 
また、研修の実施内容についても記録することが必要です。研修の実施は、厚生労働省「介

護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、施設内で
の研修で差し支えありません 

○ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 
平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレ

ーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時
において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内
の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとします。 
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

○ その他 
施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要です、そ

の結果感染症や既往であっても、一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当
しないものである。こうした者が入所する場合には、感染対策担当者は、介護職員その他の従
業者に対し、当該感染症に関する知識、対応等について周知することが必要です。 
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(31)  協力医療機関等（厚労省令34 第152条） 

ア 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各

号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限

る。）を定めておかなければ（＊定めておくよう努めなければ）ならない。ただし、複数の医療機

関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

＊令和９年３月31日までの間 

一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保

していること。 

二 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体

制を、常時確保していること。 

三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原

則として受け入れる体制を確保していること。               
  

 
イ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が

急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。 
 

 

ウ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 

○ 協力医療機関との連携 

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体制

を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めな

ければなりません。その際、例えばアの一及び二の要件を満たす医療機関とアの三の要件を満

たす医療機関を別に定めるなど、複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととして

も差し支えありません。 

連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未

満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関（以下、在

宅療養支援病院等）と連携を行うことが想定されます。なお、令和６年度診療報酬改定におい

て新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の

対象として想定される医療機関には含まれないため留意すること。 

また、アの三の要件については、必ずしも当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者が

入院するための専用の病床を確保する場合でなくとも差し支えなく、一般的に当該地域で在宅

療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。 

なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和６年改正省令附則第

６条において、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月31日までの間は、努力義務とさ

れているが、経過措置期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。 

○ 協力医療機関との連携に係る届け出 

協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に１回以上、協力医療機関と

入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの

内容等を指定権者に届け出ることを義務づけたものです。届出については、別紙３（P.48）に

よるものとします。 

協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに指定権者に届け出るこ

と。アの規定の経過措置期間において、アの一、二及び三の要件を満たす協力医療機関を確保

できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出を行うこと。 
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エ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合におい

ては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればなりません。 
 

 
オ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当

該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福

祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければなりません。 
 

 
カ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけれ

ばなりません。  

○ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

エは、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者における新興感染症の発生時等に、感染者

の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症法第６条第17項に規定

する第二種協定指定医療機関である病院又は診療所との新興感染症発生時等における対応を

取り決めるよう努めることとしたものです。 

取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生の公表後４か月程度から

６カ月程度経過後）において、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者が新興感染症に感染

した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、第

二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるもの

ではありません。 

○ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合 

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、イで定められた入所者の急変時等

における対応の確認と合わせ、当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等における対応に

ついて協議を行うことを義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新興

感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、協力医療機関のように

日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましい。 

○ 医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ（第５項） 

「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再

入所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円

滑に再入所できるよう努めなければならないということです。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R7.9.5「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.16）vol.1418】 

○ 協力医療機関について 

(問) 介護老人保健施設は、基準省令において、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなければならないこととされている。この点、協力医療機関の要件とし

て、「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保

していること。」、「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を

原則として受け入れる体制を確保していること。」が規定されているが、それぞれ、入所者に対し

て常に往診を行う体制が整っていない場合、入所者が入院を要する場合に備えて、常に空床を確保

していない場合においても要件を満たすものとして差し支えないか。 
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(答) 貴見のとおり。介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生

省令第40号）第30条第１項第２号に規定する「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること」の要件については、介護老人保健施設から

の診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要がある

ことを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。 

また、同項第３号に規定する「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設

の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所

者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護

老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で

在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。 

これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関についても同様（※）である。なお、協力医療

機関を定めておくことは、令和９年４月１日より義務化（令和９年３月31日まで努力義務）される

が、期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。 
 

※ 前段の「診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること」の要件

の考え方については、令和６年度介護報酬改定で協力医療機関を定めることを努力義務とした

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び

軽費老人ホームについても同様である 

 

(32) 秘密保持等（厚労省令34 第153条） 

ア 施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては
ならない。 

イ 施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設の従業者であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければなりません。 
 

 
ウ 施設は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用

者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければな

りません。 

 
 

○ 必要な措置とは 

具体的には、事業所の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべ

き旨を、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護従業者やその他の従業者との雇用時等に

取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講じてください。 

○ サービス提供開始時に、個人情報を用いる場合の同意を利用者及び家族から得ること 
サービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべ

き課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、地域密
着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要が
あります。 
この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで

足ります。 
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(33)  掲示（厚労省令34 第３条の32(第157条により準用)） 

ア 施設は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護従

業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この

条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければなりません。 

イ 施設は、アに規定する重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、アの規定による掲示に代えることができます。 

ウ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護従業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければなりません。  
 

 

 
 

○ 重要事項等の掲示 

施設は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供す

るサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関

の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を次の点に留意した上で、事業所の見やすい場所に掲示する必要があります。また、ウは、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護従業者は、原則として、重要事項を当該事業者の

ウェブサイトに掲載しなければならないことを規定したものですが、ウェブサイトとは、法人

のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいいます。 

⑴ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族に対して見やすい場所のことです。 

⑵ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲載する趣旨であ

り、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではありません。 

⑶ 介護保険法施行規則第140条の44各号に掲げる基準に該当する地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護従業者については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではな

いことから、ウ(基準省令第３条の32第３項)の規定によるウェブサイトへの掲載は行うこと

が望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、ア(同条第１項)の規定に

よる掲示は行う必要があるが、これをイ(同条第２項)や基準省令第183条第１項の規定によ

る措置に代えることができます。 

○ ファイル等による掲示も可 

重要事項を記載したファイル等を介護サービス利用申込者、利用者又はその家族等が自由に

閲覧可能な形で施設内に備え付けることも可能です。 

 

(34) 広告（厚労省令34 第３条の34(第157条により準用)） 

ア 事業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設について広告をする場合におい

ては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 
(35) 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止（厚労省令34 第154条） 

ア 施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介

護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

イ 施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設から

の退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。  
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(36) 事故発生の防止及び発生時の対応（厚労省令34 第155条） 

ア 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める

措置を講じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため

の指針を整備すること。 

 
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、そ

の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。 

 
三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 
 

○ 事故発生の防止のための指針の項目 

指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「事故発生の防止のための指針」には、次のよ

うな項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった

場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いも

の （以下「介護事故等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改

善のための方策に関する基本方針 

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

へ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

○ 従業者に対する周知徹底 

施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設

全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的

としたものではないことに留意することが必要です。具体的には、次のようなことを想定して

います。 

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、イの様式に従い、介護事故等について報告すること。 

ハ 三の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析す

ること。 

ニ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、

結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

○ 事故発生の防止検討委員会 

施設における「事故発生の防止のための検討委員会」（以下「事故防止検討委員会」という。）

は、介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例

えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成し、

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすることが必要です。 

事故防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

 



44 

 

 
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 
イ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。 
 

 
ウ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 
 

 
エ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが

必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を

設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。事故防止検討委

員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。 

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用すること

が望ましい。 

○ 従業者に対する研修 

介護職員その他の従業者に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、事故発生防

止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づき、

安全管理の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該施設が

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、

新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要です。また、研修の実施内容

についても記録することが必要です。研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えあり

ません。 

○ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

施設における事故発生を防止するための体制として、一から四までに掲げる措置を適切に実

施するため、専任の担当者を置くことが必要です。当該担当者としては、事故防止検討委員会

の安全対策担当者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一施設内での複数担当(※)

の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がな

ければ差し支えありません。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入

居者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障が

ないと考えられる者を選任してください。 
(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師
が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待
の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

○ 事故が発生したら 
当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じてください。 
また、本市に対しても「事故報告書」の提出が必要です。 
なお、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発防止のための具体的な対策を講じてく

ださい。 

○ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、条例第４条第２項の規定に基づ

き、５年間保存してください。 

○ 損害賠償への対応 
指定地域密着型介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなけ

ればならないので、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【H27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報 vol.454「平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A
（平成 27年４月 1日）」の送付について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業者における事故発生時の報告取扱いについて 
 

介護保険法に基づきサービスを提供している事業所は、各指定基準で事故発生時には市町村に報告しな

ければならないこととなっております。そのため、厚木市における事故発生時の報告取扱いについて次の

とおり定めます。 

 

１ 対 象 

厚木市内に所在する介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者（以下、「各事業者」という。）

が行う介護保険適用サービスとする。 

 

２ 報告の範囲 

各事業者は、次の⑴から⑷までの場合、関係市町村（厚木市及び被保険者の属する市町村）へ報告を

行うこととする。 

⑴ サービス提供中による、利用者のケガ又は死亡事故の発生。 

ア 「サービス提供中による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。 

在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サー

ビス提供中」に含まれるものとする。 

イ ケガの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とするが、それ以外でも家族

等に連絡しておいた方がよいと判断されるものについても報告すること。 

ウ 事業者側の過失の有無は問わない。（利用者の自己過失によるケガであっても、「イ」に該当する

場合は報告すること） 

エ 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性があるとき（トラ

ブルになる可能性があるとき）は報告すること。 

オ 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者は速やかに、連絡

もしくは報告書を再提出すること。 

⑵ 食中毒及び感染症、結核の発生 

注 食中毒・感染症・結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合は報告す

ること。なお、これらについて、関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。 

⑶ 職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

注 利用者の処遇に影響があるものについては報告すること。 

    （例：利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故、誤薬、与薬もれなど） 

⑷ その他、報告が必要と認められる事故の発生 

例えば、事業者と利用者との間でトラブルになる可能性があるときなど。 

(問64) 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供す

る事業所については、平成27年４月１日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかっ

た場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。  

(答)  （通所介護、療養通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護共通）届出及び事故

報告については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省

令第37号）を見直し規定したものであるため、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合

には、指定通所介護事業所の運営基準違反となる。 
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３ 報告の様式及び手順 

⑴ 報告の様式については、別添の「介護保険事業者 事故報告書」とする。 

⑵ 事故後、各事業者は速やかに、FAX又はメールで報告すること。 

  （第１報） 

ア 電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、厚木市の受付者の名前を確認すること。また、

FAXの場合は、市へ到着したかどうかの確認を行うこと。 

イ FAXで報告する場合は、確認ができている項目について記入し報告する。 

 なお、誤送信の可能性もあるため、対象者情報など個人情報に該当する部分は、黒く塗りつぶすな

どしてから送信すること。 

 また、この場合はFAXが到着したか否かを電話で確認する際に、個人情報部分を口頭で補うこと。 

ウ 第１報は少なくとも別紙様式内の１から６の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速

やかに、遅くとも５日以内を目安に報告すること。 

⑶ 事故処理の経過及び未確認事項が確認できた場合においても、報告様式により、メール、ＦＡＸ又

は郵送で適宜追加記入して報告すること。（追加報告） 

⑷ 事故処理の区切りがついたところで、報告様式により第１報以降の経過をすべて記載して報告する

こと。（最終報告） 

 

４ 報告先 

各事業者は、「２ 報告の範囲」で定める事故が発生した場合、「３ 報告の様式及び手順」により、

次の両者に報告すること。 

⑴ 被保険者の属する保険者（関係市町村） 

⑵ 事業所・施設が所在する保険者（厚木市） 

       

〒２４３－８５１１ 

      厚木市中町３－１７－１７   介護福祉課 

      電話 （０４６）２２５－２３９０（直通） 

      FAX  （０４６）２２４－４５９９ 

      メールアドレス  2230@city.atsugi.kanagawa.jp 

  注 報告には利用者の個人情報が含まれるため、取扱いについては十分注意すること。
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事故報告書様式 

 事故報告書 （事業者→厚木市）） 

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること 

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること  

 

☐ 第1報           ☐ 第        報     ☐ 最終報告      提出日 ： 西暦        年    月    日 

  

1
事
故
状
況 

事故状況の程度 ☐                  
受診(外来･往診)、 

自施設で応急処置         

☐   入院             ☐    死亡            ☐   その他

（                      ） 

死亡に至った場合 

死亡年月日 
西暦  年  月  日  

２ 

事 

業 

所 

の 

概 

要 

法人名 
  

事業所（施設）名 
  

事業所番号 
  

サービス種別 
  

所在地 

  

３ 

対 

象 

者 

氏名・年齢・性別 氏名 
  

年齢 
  

性別 ☐ 男性      ☐ 女性 

サービス提供開始日 西暦  年  月  日 保険者  

住所 ☐ 事業所所在地と同じ      ☐ その他 （                                           ） 

身体状況 

要介護度 

 ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐     ☐      ☐  

要支援1   要支援2   要介護1   要介護2   要介護3   要介護4   要介護5   自立  

認知症高齢者 

日常生活自立度 

☐          ☐         ☐          ☐          ☐         ☐           ☐  

Ⅰ        Ⅱa       Ⅱb        Ⅲa       Ⅲb        Ⅳ         M 

４ 

事 

故 

の 

概 

要 

発生日時 西暦  年  月  日  時  分頃（24時間表記）  

発生場所 

☐ 居室（個室）            ☐ 居室（多床室）     ☐ トイレ         ☐ 廊下 
 

☐ 食堂等共用部           ☐ 浴室・脱衣室      ☐ 機能訓練室       ☐ 施設敷地内の建物外 
 

☐ 敷地外              ☐ その他（                    ） 

事故の種別 

☐ 転倒               ☐ 誤薬、与薬もれ等                  □ （自由記載３）                     

☐ 転落                 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）           ☐ 不明 

☐ 誤嚥・窒息            □ （自由記載１）                               ☐ その他（                 ） 

☐ 異食                             □ （自由記載２）                                

発生時状況、事故内容 

の詳細 

 

その他 

特記すべき事項 

  

５ 

事 

故 

発 

生 

時 

の 

対 

応 

発生時の対応 

  

受診方法 ☐ 施設内の医師(配置医含む)が対応 ☐ 
受診 

(外来･往診) 
☐救急搬送       ☐その他（              ） 

受診先 医療機関名  連絡先（電話番号）  

診断名 
  

診断内容 
☐ 切傷・擦過傷          ☐ 打撲・捻挫・脱臼           ☐ 骨折(部位：                         ) 

☐ その他（                                                                  ） 

検査、処置等の概要 
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６ 

事 

故 

発 

生 

後 

の 

状 

況 

利用者の状況   

家族等への報告 

報告した家族等の 

続柄 
☐ 配偶者          ☐ 子、子の配偶者        ☐ その他（                   ） 

報告年月日 西暦   年   月   日   

連絡した関係機関 

(連絡した場合のみ) 

☐ 他の自治体 ☐ 警察   ☐ その他 

自治体（             ）   警察署名（             ）   名称（                ） 

本人、家族、関係先等 

への追加対応予定 
 

（独自項目追加欄） 

 

 

 

 

 

７ 事故の原因分析 

（本人要因、職員要因、環境要因の分析） 

（できるだけ具体的に記載すること） 

  

８ 再発防止策 

（手順変更、環境変更、その他の対応、 

再発防止策の評価時期および結果等） 

（できるだけ具体的に記載すること） 

  

９ その他 

特記すべき事項 
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（別紙３） 
協力医療機関に関する届出書 

令和   年   月   日 
各指定権者 
各許可権者   殿 

届 
 

出 
 

者 

フリガナ 
名  称 

 

 

事務所・施設の所在地 

（郵便番号    －    ） 
 

(ビルの名称等) 

連 絡 先 電話番号  FAX番号  

事業所番号  

事業所・施設種別 

□ 1 (介護予防)特定施設入居者生活介護     □ 2 地域密着型特定施設入居者生活介護 
□ 3 (介護予防)認知症対応型共同生活介護    □ 4 介護老人福祉施設 
□ 5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 □ 6 介護老人保健施設 
□ 7 介護医療院                □ 8 養護老人ホーム 
□ 9 軽費老人ホーム 

代表者の職・氏名 職名  氏名  

代表者の住所 
（郵便番号    －    ） 
 

 

協
力
医
療
機
関 

①施設基準（※１）第１号（※２） 
 の規定を満たす協力医療機関 

医療機関名 医療機関コード 

        
入所者等が急変した場合等 
の対応の確認を行った日 令和  年  月  日 

協力医療機関の 
担当者名  

②施設基準（※１）第２号（※３） 
 の規定を満たす協力医療機関 

医療機関名 医療機関コード 

        
入所者等が急変した場合等 
の対応の確認を行った日 令和  年  月  日 

協力医療機関の 
担当者名  

（事業所・施設種別４～８のみ） 

③施設基準（※１）第３号（※４） 
 の規定を満たす協力病院 

医療機関名 医療機関コード 

        
入所者等が急変した場合等 
の対応の確認を行った日 令和  年  月  日 

協力医療機関の 
担当者名  

上記以外の協力医療機関 

医療機関名 医療機関コード 

        

医療機関名 医療機関コード 

        

医療機関名 医療機関コード 

        

施
設
基
準
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
３
号
の
規
定
を
満
た
す 

協
力
医
療
機
関
を
定
め
て
い
な
い
場
合(

※
５) 

第1号から第3号の規定(※5)にあたり 
過去１年間に協議を行った医療機関数 

 

協議をした医療機関との対応の 
取り決めが困難であった理由 

 

(過去１年間に協議を行っていない場合) 
医療機関と協議を行わなかった理由 

 

届出後１年以内に協議を行う 
予定の医療機関 

医療機関名（複数可） 

 

※在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟を持つ医療機関(200床未満)、在宅療養後方支援病院等を想定 

協議を行う予定時期 令和    年    月 

(協議を行う予定の医療機関がない場合) 
基準を満たす協力医療機関を定める 
ための今後の具体的な計画（※6） 

 

関係書類 別添のとおり 
 
備考 1 各協力医療機関との協力内容が分かる書類（協定書等）を添付してください。 

2 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームについては「施設基準
（※1）第 3号の規定を満たす協力病院」の欄の記載は不要です。 

3 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。 
（※1） 各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準は裏面を参照。 
（※2） 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。 
（※3） 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 
（※4） 入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 
（※5） 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームは第１号及び第２号 
（※6） 「3か月以内に地域の在宅療養支援病院等をリストアップし協議先を検討する」など具体的な計画を記載 
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（各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準） 

特定施設入居者生活介護          ：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第191条第２項 

地域密着型特定施設入居者生活介護     ：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第２項 

認知症対応型共同生活介護         ：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第２項 

介護老人福祉施設             ：指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第１項 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護  ：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第152条第１項 

介護老人保健施設             ：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第１項 

介護医療院                ：介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

(37) 苦情処理（厚労省令34 第３条の36(第157条により準用)） 

ア 施設は、提供した指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者又はその家族
からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の
必要な措置を講じなければならない。 

 

 
イ 施設は、アの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

 
ウ 施設は、提供した指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関し、法第 23 条の規定に
より市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問
若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力する
とともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な
改善を行わなければならない。 

エ 施設は、市町村からの求めがあった場合には、ウの改善の内容を当該市町村に報告しなければ
ならない。 

オ 施設は、提供した指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者又はその家族
からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第 176 条第 1 項第 3 号の調査に協力すると
ともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

カ 施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、オの改善の内容を当該国民健
康保険団体連合会に報告しなければならない。 

○ 必要な措置とは 
具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するた

めに講ずる措置の概要について 明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を
説明する文書に苦情に対する対応の内容についても併せて記載するとともに、事業所に掲示
し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取
扱いは、「（33）掲示」に準ずるものとする。 

○ 苦情の内容等の記録の保存期間は５年間 
利用者及びその家族からの苦情に対し、施設が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（施設が提供したサービスとは関係ないものを除く。）の受付日、その内容等を記
録に残してください。 
また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の

内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行うことが必要です。 
なお、条例第４条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、５年間保存してください。 

(38) 非常災害対策（厚労省令34 第32条(第157条により準用)） 

ア 施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を
整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を
行わなければならない。 

イ 同条第２項は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者が前項に規定する避難、
救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとし
たものであり、そのためには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日
頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに
努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を
仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

○ 非常災害に関する具体的計画 
消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む）及び風水。 害、地

震等の災害に対処するための計画をいう。 

○ 地域住民の参加 
地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接

な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要で
す。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効
性のあるものにしてください。 
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(39) 地域との連携等（厚労省令34 第34条(第157条により準用)） 

ア 施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、利用者、利用

者の家族、地域住民の代表者、地域密着型介護老人福祉施設が所在する市町村の職員又は当該施

設が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護について知見を有する者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下「運営推進会議」という。）を設

置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評

価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

イ 地域密着型介護老人福祉施設は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成する

とともに、当該記録を公表しなければならない。 

 
ウ 地域密着型介護老人福祉施設は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 
 

 
エ 施設は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その

他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 
 
 

○ 運営推進会議とは 
運営推進会議は、施設が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供してい

るサービス内容等を明らかにすることにより、施設による利用者の「抱え込み」を防止し、
地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置す
べきものです。 
この運営推進会議は、施設の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込

まれることが必要となります。また、地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人
クラブの代表等が考えられます。 
なお、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設と他の地域密着型サービス施

設を併設している場合においては、１つの運営推進会議において、両施設の評価等を行うこ
とで差し支えありません。 

○ 運営推進会議の合同開催 
運営推進会議の効率化や、施設間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件

を満たす場合においては、複数の施設の運営推進会議を合同で開催して差し支えありません。 
① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護する
こと。 

② 同一の日常生活圏域内に所在する施設であること。ただし、施設間のネットワーク形成
の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する施設
であっても差し支えないこと。 

○ 記録の保存 
運営推進会議における報告等の記録は、条例第４条第２項の規定に基づき、５年間保存し

なければなりません。 

○ 地域との交流 
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業が地域に開かれた事業として行わ

れるよう、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努
めてください。 

○ 市町村との連携 
介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めてくだ

さい。なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人
クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれます。 
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(40) 虐待の防止（厚労省令34 第３条の38の２(第157条により準用)）令和６年４月１日から義務化 

ア 地域密着型介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置

を講じなければならない。 
 

 

 

 
一 当該地域密着型介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業者に周知徹底を図ること。 
 
 

○ 虐待の未然防止 

指定地域密着型介護老人福祉施設は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけ

ながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研

修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防

止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していること

も重要です。 

○ 虐待等の早期発見 

指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ず

る事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待

等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。 

また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出につい

て、適切な対応をしてください。 

○ 虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定地域密着型介

護老人福祉施設は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査

等に協力するよう努めることとします。 

○ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はそ

の再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成

する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要

です。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであるこ

とが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、

個別の状況に応じて慎重に対応することが重要です。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携により行うことも差し支えありません。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守してください。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討します。その際、そこで

得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底

を図る必要があります。 
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 
ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法
に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 



54 

 

二 当該地域密着型介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 
 

 
三 当該地域密着型介護老人福祉施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。  
 

 
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
 
 

○ 虐待の防止のための指針 

指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような

項目を盛り込むこととします。 

イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

○ 虐待の防止のための従業者に対する研修 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定地域密着型介護老人福祉施設

における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとします。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が指針

に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規

採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要です。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、施設内での研

修で差し支えありません。 

○ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

指定地域密着型介護老人福祉施設における虐待を防止するための体制として、一から三まで

に掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、

虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内で

の複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職

務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事してお

り、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上

で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するた

めの担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

 

(41) 会計の区分（厚労省令34 第３条の39(第157条により準用)） 

 

ア 地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型介護老人福祉施設ごとに経理を区分するとともに、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければ

ならない。 
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(42) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検
討するための委員会の設置（厚労省令34 第86条の２(第157条により準用)） 

 

(43) 記録の整備（厚労省令34 第156条） 

 

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資す

る取組の促進を図るため、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所における利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

なお、本条の適用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けて

おり、令和９年３月31日までの間は、努力義務とされている。 
 

○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会 

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い

職種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討するこ

と。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであるこ

と。 

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員

会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度

を決めることが望ましい。 

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業

における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい。 

また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止

のための委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えな

い。本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたところ

であるが、他方、従来から生産向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称

の生産性向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限り

においては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。 

 

ア 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなけれ

ばならない。 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、利用者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

⑴ 地域密着型施設サービス計画 

⑵ 第135条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第137条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第157条において準用する第３条の26の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 第157条において準用する第３条の36第２項の規定によるに規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 第155条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

⑺ 第157条において準用する第34条第２項の規定による報告、評価、要望、助言等の記録 
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(44)  電磁的記録等（厚労省令34 第183条） 

 

○ 書類の保存期間 
 

【完結の日から５年間】 

・ 事業所ごとの従業者の勤務の体制の記録 

・ 請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し 

・ サービス提供の記録 

・ 地域密着型施設サービス計画 

・ 運営推進会議の記録 

・ 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録 

・ 利用者に関する市町村への通知に関する記録 

・ 苦情の内容等の記録 

【その他の書類】 

上記に記載されていないその他の書類については、基準上、保存義務はありません。 

その他の書類の取扱いについては、運営法人において書類の保存方法等を定めてください。 

【「完結の日」とは】 

その利用者のサービス提供の終了日(契約解除日、死亡日など)を指します。 

運営推進会議の記録については、記録を公表した日を指します。 

 

ア 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第３

条の10第１項（第18条、第37条、第37条の３、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条、第

157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。）、第95条第１項、第116条第１項及び第

135条第１項（第169条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）につい

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。 
 

○ 電磁的記録について 

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者等（以下「事

業者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規

定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録によ

り行うことができます。 

⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気

ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の

使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

⑶ その他、基準第183条第１項及び予防基準第90条第１項において電磁的記録により行うことが

できるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 



57 

 

 

  

⑷ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑸ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等

の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファ

イルにより保存する方法 

⑹ その他、基準第183条第１項及び予防基準第90条第１項において電磁的記録により行うこと

ができるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 
イ 指定地域密着型サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類する行為（以

下この項において「交付等」という。）のうち、この省令において書面で行うことが規定されている

又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることが

できる。 
 

○ 電磁的方法について 

利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負

担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等

（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者

等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができます。 

⑴ 電磁的方法による交付は、基準第３条の７第２項から第６項まで及び予防基準第11条第

２項から第６項までの規定に準じた方法によること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場

合等 が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務

省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書

面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、

「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にする

こと。 

⑷ その他、基準第183条第２項及び予防基準第90条第２項において電磁的方法によることが

できるとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、基準若しくは

予防基準又はこの通知（基準について）の規定により電磁的方法の定めがあるものについて

は、当該定めに従うこと。 

また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

⑴ 基本方針（厚労省令34 第159条） 

  

⑵ 設備（厚労省令 34 第 160条） 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者１人１人の意思及び人格を尊重し、地域密

着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅にお

ける生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相

互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、

市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 ユニット 

イ 居室 

⑴ 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一

体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね 10人以下とし、

15人を超えないものとする。 

⑶ 一の居室の床面積等は、10・65 平方メートル以上とすること。ただし、􆌎ただし書の場合

にあっては、21・３平方メートル以上とすること。 

⑷ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 
 

○ 居室等について 

イ ユニットケアには個室が不可欠なことから、居室の定員は１人とする。ただし、夫婦で居

室を利用する場合などサービスの提供上必要と認められる場合は、２人部屋とすることがで

きる。 

ロ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一

体的に設けなければならない。この 場合、「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的

に設け」られる居室とは、次の３つをいう。 

ａ 当該共同生活室に隣接している居室 

ｂ 当該共同生活室に隣接してはいないが、イの居室と隣接している居室 

ｃ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室（他の共同生活室のイ及

びロに該当する居室を除く。） 

ハ ユニットの入居定員 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものであることから、一のユニット

の入居定員は、おおむね 10人以下とすることを原則とする。 

ただし、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営む

ことを支援するのに支障がないと認められる場合には、入居定員が 15 人までのユニットも

認める。 

ニ 居室の床面積等（経過措置） 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設では、居宅に近い居住環境の下で、居宅にお

ける生活に近い日常の生活の中でケアを行うため、入居者は長年使い慣れた箪笥などの家具

を持ち込むことを想定しており、居室は次のいずれかに分類される。 
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ａ ユニット型個室 

床面積は、10.65平方メートル以上（居室内に洗面設備が設けられているときはその面

積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。）とすること。また、

入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人部屋とするときは 21.3平方メー

トル以上とすること。 

ｂ ユニット型個室的多床室 

令和３年４月１日に現に存するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（基本的

な設備が完成しているものを含み、令和３年４月１日以降に増築され、又は全面的に改

築された部分を除く。）において、ユニットに属さない居室を改修してユニットが造られ

ている場合であり、床面積が、10.65平方メートル以上（居室内に洗面設備が設けられて

いるときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。）で

あるもの。この場合にあっては、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプライバシーが

十分に確保されていれば、天井と壁との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。 

壁については、家具等のように可動のもので室内を区分しただけのものは認められず、

可動でないものであって、プライバシーの確保のために適切な素材であることが必要で

ある。居室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要であることから、多床室を

仕切って窓のない居室を設けたとしても個室的多床室としては認められない。 

また、居室への入口が、複数の居室で共同であったり、カーテンなどで仕切られている

に過ぎないような場合には、十分なプライバシーが確保されているとはいえず、個室的

多床室としては認められないものである。入居者へのサービス提供上必要と認められる

場合に２人部屋とするときは 21.3平方メートル以上とすること。なお、ユニットに属さ

ない居室を改修してユニットを造る場合に、居室がａの要件を満たしていれば、ユニッ

ト型個室に分類される。 

 

ロ 共同生活室 

⑴ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共

同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

⑵ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定

員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

⑶ 必要な設備及び備品を備えること。 

 

○ 共同生活室の要件 

イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、

共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものでなければならない。

このためには、次の２つの要件を満たす必要がある。 

(ｲ) 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移

動することができるようになっていること。 

(ﾛ) 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等

を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく

通行できる形状が確保されていること。 

ロ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブ

ル、椅子等の備品を備えなければならない。 

また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、

簡易な流し・調理設備を設けることが望ましい。 

 

ハ 洗面設備 

⑴ 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

⑵ 要介護者が使用するのに適したものとすること。 
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○ 洗面設備の設置 

洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けるこ

ととしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１か所に集中して設けるので

はなく、２か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同

生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。 

 

ニ 便所 

⑴ 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

⑵ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとす

ること。 
 

○ 便所の設置 

便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることと

しても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１か所に集中して設けるのではな

く、２か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活

室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。 
 
二 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

 

○ 浴室の設置 

浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。 

 
三 医務室 

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医

薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指

定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設について

は医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要

に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 

四 廊下幅 

１・５メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、１・８メートル以上とすること。なお、

廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認

められるときは、これによらないことができる。 

五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 
 
※ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備については、前記によるほか、第３の七の３

を準用する。 
 
２ 前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 
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⑶ 内容及び手続の説明及び同意（厚労省令34 第３条の７ (第169条により準用）) 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第166条に

規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なければならない。 
 

 
２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、
当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以
下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合にお
いて、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみ
なす。 
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 
イ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と利用申込者

又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受
信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又
はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨
の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、ユニット型指定地域密着型介護
老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法） 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確
実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項
を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによ

り文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第一号の「電子情報処理組織」とは、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２項の規定により第１項に規定する

重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾

を得なければならない。 

一 第２項各号に規定する方法のうちユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が使用

するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得たユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該利用

申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の

申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の

提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。   

○ 「その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」とは 

事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有

無、実施した)評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択する

ために必要な事項になります。 

わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設

からサービス提供を受けることについて文書により同意を得てください。 

 



62 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H14.3.28 事務連絡 運営基準等に係る Q&A】 

(問Ⅷ2)  利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出が

あった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。 

(答) 今般の運営基準改正は「電磁的方法により提供することができる」旨を規定したものであり、利

用申込者又は家族からの申出があった場合における電磁的方法による提供を義務づけるものでは

ない。したがって、事業者・施設は、当該申出に応じなくても運営基準違反とはならない。 

 

(問Ⅷ3)  重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得

ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。また、書面による承諾が必要か。 

(答) 事業者・施設は、重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合には、①あらかじめ、②利用

する電磁的方法の内容（電子メール、ウェブ等）及びファイルへの記録の方式を明示し、③書面又

は電磁的方法による承諾を得なければならないものである。 

 

(問Ⅷ4)  重認められる電磁的方法が運営基準に列挙されているが、具体的にはどのような方法を指

すのか。 

(答) 使用することが認められる電磁的方法は、次のとおりである。（以下、重要事項説明書の交付を

行う事業者・施設又は承諾書等の交付を行う利用申込者もしくは家族をＡとし、これらの書面の交

付を受ける者をＢとする。） 

① Ａの使用に係る電子計算機とＢの使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

（電子メール等を利用する方法を想定しているもの） 

② Ａの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項等を電

気通信回線を通じてＢの閲覧に供し、Ｂの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該

事項等を記録する方法（ウェブ（ホームページ）等を利用する方法を想定しているもの） 

③ 磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭその他これらに準ずる方法により一定の事項等を確実に記録し

ておくことができる物をもって調製するファイルに書面記載すべき事項等を記録したものを交

付する方法なお、①～③の電磁的方法は、それぞれＢがファイルへの記録を出力することによる

書面を作成する（印刷する）ことができるものでなければならない。 

 

⑷ 提供拒否の禁止（厚労省令34 第３条の８ (第169条により準用）) 

(ア) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供を拒んではならない。 
 

 

○ 提供を拒むことができる「正当な理由がある場合」とは 

① ① 当該施設の現員からは利用申込に応じきれない場合 

② ② 利用申込者の居住地が当該施設の実施地域外（市外）である場合 

2. ③ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 
⑸ サービス提供困難時の対応（厚労省令34 第133条(第169条により準用）） 

 
 
 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入

所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は

介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。  
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⑹ 受給資格等の確認（厚労省令34 第３条の10 (第169条により準用）) 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 
 

 
２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に、法第78条の３第

２項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮し

て、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければなら

ない。  

○ 厚木市の被保険者であることを必ず確認 

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は「地域密着型サービス」であるため、厚

木市の被保険者のみ利用可能です。本市以外の被保険者のまま利用した場合、保険給付は受け

られず、全額利用者負担になりますので、必ず被保険者証で確認を行ってください。(住所地

特例等を除く。) 

 

⑺ 要介護認定の申請に係る援助（厚労省令34 第３条の11 (第169条により準用）) 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所の際に、要介護認定を受けていな

い利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請

が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われる

よう必要な援助を行わなければならない。 
 

 
２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも

当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよ

う、必要な援助を行わなければならない。  

○ 要介護認定の申請が行われていれば認定の効力が申請時に遡る 

要介護認定の申請が行われていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、保険

給付を受けることができます。そのため、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確

認した場合には、要介護認定の申請が行われているかどうかを確認し、申請が行われていな

い場合には当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行ってください。 

 

⑻ 入退所（厚労省令34 第134条(第169条により準用）） 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時

の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差

し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所さ

せるよう努めなければならない。 

○ 入所を待っている申込者について 

入所を待っている申込者がいる場合には、入所して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護を受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努めなければならな

い。また、その際の勘案事項として、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が常時の介

護を要する者のうち居宅においてこれを受けることが困難な者を対象としていることにかんが

み、介護の必要の程度及び家族の状況等を挙げている。なお、こうした優先的な入所の取扱い

については、透明性及び公平性が求められることに留意すべきものである。 
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⑼ サービスの提供の記録（厚労省令34 第135条(第169条により準用）） 

 

⑽ 利用料等の受領（厚労省令34 第161条）＊第136条参照 

 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る指

定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービ

ス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

○ 居宅における生活への復帰が見込まれる場合 

入所者の家族等に対し、居宅における生活への復帰が見込まれる場合には、居宅での生活へ

移行する必要性があること、できるだけ面会に来ることが望ましいこと等の説明を行うととも

に、入所者に対して適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が提供されるよう

にするため、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、家族の状況等の把握に努めなければならな

い。また、質の高い指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に資することや入

所者の生活の継続性を重視するという観点から、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努

めなければならない 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等

に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しな

ければならない。 

５ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協

議しなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照

らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族

の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要

な援助を行わなければならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の

作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所してい

る介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載し

なければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

○ 記録の保存 

サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内容、入所者の心身の状況その他必要な事

項を記録しなければならないこととしたものである。なお、条例第４条第２項に基づき、当該

記録は、５年間保存しなければならない。 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、地域密着

型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域

密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、地域

密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を受けることができる。 
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⑾ 保険給付の請求のための証明書の交付（厚労省令34 第３条の20(第169条により準用）） 

 
⑿ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針（厚労省令34 第162条） 

 

一 食事の提供に要する費用（法第 51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居

者に支給された場合は、同条第２項第一号に規定する食費の基準費用額（同条第４項の規定によ

り当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設に支払われた場合は、同条第２項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 居住に要する費用（法第 51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支

給された場合は、同条第２項第二号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の規定により当

該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

に支払われた場合は、同条第２項第二号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 

五 理美容代 

六 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負

担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した

文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号ま

でに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。  
 
※ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の要介護旧措置入居者に係る利用料等の受領について

は、第136条を準用する。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサー

ビス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの

生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型

施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入

居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役

割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行

われなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基

本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に

把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行わなければならない。 
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６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

〇 身体的拘束等について 

当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあって

も、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならないこととしたものである。なお、条例第４条第２項に基づき、当該記録は、５年

間保存しなければならない。 

 

〇 緊急やむを得ない理由について 

緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすこと

について、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記録しておくことが必要である。 

 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

〇 身体的拘束等適正化検討委員会について 

「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束等適正化検討

委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広

い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）によ

り構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化

対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、同一施設内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務につい

ては、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業

所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者とし

ての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当

者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施す

るための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深

いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差

し支えない。身体的拘束等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ま

しい。また、身体的拘束等適正化検討委員会には、第３者や専門家を活用することが望ましく、

その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 
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また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底

する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につな

げるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが

必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとと

もに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生

原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

○ 身体的拘束等の適正化のための指針について 

指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指

針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

○ 従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修について 

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身

体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定ユニッ

ト型地域密着型介護老人福祉施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定ユニット型地域密着型介護老人福祉

施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するととも

に、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内

での研修で差し支えない。 

 

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 
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⒀ 地域密着型施設サービス計画の作成（厚労省令34 第138条(第169条により準用）） 

 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サー

ビス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援

専門員」という。）は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般

を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密

着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱え

る問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決す

べき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」とい

う。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、

計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得な

ければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、

入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、

生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成

時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作

成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集

して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はそ

の家族（以下この項において「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置

等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。）をいう。以下この章において同じ。）

の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、

担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその

家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施

設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計

画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて地

域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情の

ない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

一 定期的に入所者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に

対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的

な見地からの意見を求めるものとする。 

一 入所者が法第 28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

二 入所者が法第 29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について

準用する。 
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⒁ 利用者に関する市町村への通知（厚労省令34 第３条の26 (第169条により準用）) 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付し

てその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしにユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用に関する

指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。  
 

 
 

○ 利用者に関する市町村への通知 

偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過

失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、法第22条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限

を行うことができることに鑑み、指定認知症対応型共同生活介護事業者が、その利用者に関し、

保険給付の適正化の観点から市町村に通知してください。 

○ 利用者に関する市町村への通知の記録の保存期間は５年間 

条例第４条第２項の規定に基づき、５年間保存してください。 

 

⒂ 管理者の責務（厚労省令34 第28条(第169条により準用)） 

ア ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、当該地域密着型介護老人福祉施設の従

業者の管理及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用の申込みに係る

調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

イ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、当該地域密着型介護老人福祉施設の従

業者に第７章第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  

 
 

○ 管理者の責務について 

ユニット型指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務は、介護保険法の基本理念を踏ま

えた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を

適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、基準の第２章

の２第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 
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(16) 業務継続計画の策定等（厚労省令34 第３条の30の２(第169条により準用)） 
令和６年４月１日から義務化 

ア ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなりません。 

イ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。 

ウ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 
 

務継続計画の内容 

⑴ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用

者が継続してユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を受けられるよ

う、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、 ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設は、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならない。なお、

業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第３条の30の２に基づき事業所に実施

が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、

感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び

訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

⑵ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護

施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自

然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって

異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の

業務継続計画を一体的に策定することを妨げません。さらに、感染症に係る業務継続計画、感染

症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する

具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に

策定することとして差し支えありません。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

⑶ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、

新規採用時には別に研修を実施すること。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、

感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体

的に実施することも差し支えありません。 

⑷ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できる

よう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践す

るケアの演習等を定期的（年２回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係

る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支

えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実

施することも差し支えありません。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切です。 
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(17) 地域との連携等（厚労省令34 第34条(第169条により準用)） 

ア 施設は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、利用

者、利用者の家族、地域住民の代表者、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が所在する市町

村の職員又は当該施設が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者等により構成される協議会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下「運営推進会議」とい

う。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議に

よる評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなら

ない。 

 

イ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 
ウ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 
 

 
エ 施設は、その事業の運営に当たっては、提供したユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 
 
 

○ 運営推進会議とは 
運営推進会議は、施設が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供している

サービス内容等を明らかにすることにより、施設による利用者の「抱え込み」を防止し、地域
に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置すべきも
のです。 
この運営推進会議は、施設の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込ま

れることが必要となります。また、地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラ
ブの代表等が考えられます。 
なお、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設と他の地域密着型サ

ービス施設を併設している場合においては、１つの運営推進会議において、両施設の評価等を
行うことで差し支えありません。 

○ 運営推進会議の合同開催 
運営推進会議の効率化や、施設間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を

満たす場合においては、複数の施設の運営推進会議を合同で開催して差し支えありません。 
① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護するこ
と。 

② 同一の日常生活圏域内に所在する施設であること。ただし、施設間のネットワーク形成の
促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する施設であ
っても差し支えないこと。 

○ 記録の保存 
運営推進会議における報告等の記録は、条例第４条第２項の規定に基づき、５年間保存しな

ければなりません。 

○ 地域との交流 
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業が地域に開かれた事業と

して行われるよう、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交
流に努めてください。 

○ 市町村との連携 
介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めてくださ

い。なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラ
ブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれます。 
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(18)  掲示（厚労省令34 第３条の32(第169条により準用)） 

ア 施設は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければなりません。 

イ 施設は、アに規定する重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、アの規定による掲示に代えることができます。 

ウ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護従業者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければなりません。（令和７年３月 31日までの間「削除」）  

 
 

○ 重要事項等の掲示 

施設は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供す

るサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関

の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を次の点に留意した上で、事業所の見やすい場所に掲示する必要があります。また、ウは、

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護従業者は、原則として、重要事項

を当該事業者のウェブサイトに掲載しなければならないことを規定したものですが、ウェブサ

イトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいいます。 

⑴ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族に対して見やすい場所のことです。 

⑵ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲載する趣旨であ

り、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではありません。 

⑶ 介護保険法施行規則第140条の44各号に掲げる基準に該当するユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護従業者については、介護サービス情報制度における報告義

務の対象ではないことから、ウ(基準省令第３条の32第３項)の規定によるウェブサイトへの

掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、ア(同条第

１項)の規定による掲示は行う必要があるが、これをイ(同条第２項)や基準省令第183条第１

項の規定による措置に代えることができます。 

○ ファイル等による掲示も可 

重要事項を記載したファイル等を介護サービス利用申込者、利用者又はその家族等が自由に

閲覧可能な形で施設内に備え付けることも可能です。 

 

(19) 広告（厚労省令34 第３条の34(第169条により準用)） 

ア 事業者は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設について広告をする

場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 
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(20) 苦情処理（厚労省令34 第３条の36(第169条により準用)） 

ア 施設は、提供したユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者又は
その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置す
る等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 
イ 施設は、アの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

 
ウ 施設は、提供したユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関し、法第 23条
の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から
の質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力
するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要
な改善を行わなければならない。 

エ 施設は、市町村からの求めがあった場合には、ウの改善の内容を当該市町村に報告しなければなら
ない。 

オ 施設は、提供したユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者又は
その家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第 176 条第 1 項第 3 号の調査に協力
するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指
導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

カ 施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、オの改善の内容を当該国民健康
保険団体連合会に報告しなければならない。 

○ 必要な措置とは 
具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するため

に講ずる措置の概要について 明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明
する文書に苦情に対する対応の内容についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、か
つ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、
「（33）掲示」に準ずるものとする。 

○ 苦情の内容等の記録の保存期間は５年間 
利用者及びその家族からの苦情に対し、施設が組織として迅速かつ適切に対応するため、当

該苦情（施設が提供したサービスとは関係ないものを除く。）の受付日、その内容等を記録に
残してください。 
また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内

容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行うことが必要です。 
なお、条例第４条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、５年間保存してください。 

(21) 非常災害対策（厚労省令34 第32条(第169条により準用)） 

ア 施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整
備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わな
ければならない。 

イ 同条第２項は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者が前項に規定
する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努める
こととしたものであり、そのためには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用
し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づく
りに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を
仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

○ 非常災害に関する具体的計画 
消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む）及び風水。 害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。 

○ 地域住民の参加 
地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連

携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。訓練
の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるも
のにしてください。 
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(22) 事故発生の防止及び発生時の対応（厚労省令34 第155条） 

ア 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める

措置を講じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため

の指針を整備すること。 

 
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、そ

の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。 

 
三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 
 

○ 事故発生の防止のための指針の項目 

指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「事故発生の防止のための指針」には、次のよ

うな項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった

場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いも

の （以下「介護事故等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改

善のための方策に関する基本方針 

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

へ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

○ 従業者に対する周知徹底 

施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設

全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的

としたものではないことに留意することが必要です。具体的には、次のようなことを想定して

います。 

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、イの様式に従い、介護事故等について報告すること。 

ハ 三の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析す

ること。 

ニ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、

結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

○ 事故発生の防止検討委員会 

施設における「事故発生の防止のための検討委員会」（以下「事故防止検討委員会」という。）

は、介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例

えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成し、

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすることが必要です。 

事故防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 
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四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 
イ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。 
 

 
ウ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 
 

 
エ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが

必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を

設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。事故防止検討委

員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。 

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用すること

が望ましい。 

○ 従業者に対する研修 

介護職員その他の従業者に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、事故発生防

止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づき、

安全管理の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該施設が

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、

新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要です。また、研修の実施内容

についても記録することが必要です。研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えあり

ません。 

○ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

施設における事故発生を防止するための体制として、一から四までに掲げる措置を適切に実

施するため、専任の担当者を置くことが必要です。当該担当者としては、事故防止検討委員会

の安全対策担当者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一施設内での複数担当(※)

の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がな

ければ差し支えありません。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入

居者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障が

ないと考えられる者を選任してください。 
(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師
が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待
の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

○ 事故が発生したら 
当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じてください。 
また、本市に対しても「事故報告書」の提出が必要です。 
なお、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発防止のための具体的な対策を講じてく

ださい。 

○ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、条例第４条第２項の規定に基づ

き、５年間保存してください。 

○ 損害賠償への対応 
指定地域密着型介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなけ

ればならないので、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【H27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報 vol.454「平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A
（平成 27年４月 1日）」の送付について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業者における事故発生時の報告取扱いについて 
 

介護保険法に基づきサービスを提供している事業所は、各指定基準で事故発生時には市町村に報告しな

ければならないこととなっております。そのため、厚木市における事故発生時の報告取扱いについて次の

とおり定めます。 

 

１ 対 象 

厚木市内に所在する介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者（以下、「各事業者」という。）

が行う介護保険適用サービスとする。 

 

２ 報告の範囲 

各事業者は、次の⑴から⑷までの場合、関係市町村（厚木市及び被保険者の属する市町村）へ報告を

行うこととする。 

⑴ サービス提供中による、利用者のケガ又は死亡事故の発生。 

ア 「サービス提供中による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。 

在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サー

ビス提供中」に含まれるものとする。 

イ ケガの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とするが、それ以外でも家族

等に連絡しておいた方がよいと判断されるものについても報告すること。 

ウ 事業者側の過失の有無は問わない。（利用者の自己過失によるケガであっても、「イ」に該当する

場合は報告すること） 

エ 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性があるとき（トラ

ブルになる可能性があるとき）は報告すること。 

オ 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者は速やかに、連絡

もしくは報告書を再提出すること。 

⑵ 食中毒及び感染症、結核の発生 

注 食中毒・感染症・結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合は報告す

ること。なお、これらについて、関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。 

⑶ 職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

注 利用者の処遇に影響があるものについては報告すること。 

    （例：利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故など） 

⑷ その他、報告が必要と認められる事故の発生 

例えば、事業者と利用者との間でトラブルになる可能性があるときなど。 

(問64) 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供す

る事業所については、平成27年４月１日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかっ

た場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。  

(答)  （通所介護、療養通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護共通）届出及び事故

報告については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省

令第37号）を見直し規定したものであるため、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合

には、指定通所介護事業所の運営基準違反となる。 
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３ 報告の様式及び手順 

⑴ 報告の様式については、別添（P.46）の「介護保険事業者 事故報告書」とする。 

⑵ 事故後、各事業者は速やかに、FAX又はメールで報告すること。 

  （第１報） 

ア 電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、厚木市の受付者の名前を確認すること。また、

FAXの場合は、市へ到着したかどうかの確認を行うこと。 

イ FAXで報告する場合は、確認ができている項目について記入し報告する。 

 なお、誤送信の可能性もあるため、対象者情報など個人情報に該当する部分は、黒く塗りつぶすな

どしてから送信すること。 

 また、この場合はFAXが到着したか否かを電話で確認する際に、個人情報部分を口頭で補うこと。 

ウ 第１報は少なくとも別紙様式内の１から６の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速

やかに、遅くとも５日以内を目安に報告すること。 

⑶ 事故処理の経過及び未確認事項が確認できた場合においても、報告様式により、メール、ＦＡＸ又

は郵送で適宜追加記入して報告すること。（追加報告） 

⑷ 事故処理の区切りがついたところで、報告様式により第１報以降の経過をすべて記載して報告する

こと。（最終報告） 

 

４ 報告先 

各事業者は、「２ 報告の範囲」で定める事故が発生した場合、「３ 報告の様式及び手順」により、

次の両者に報告すること。 

⑴ 被保険者の属する保険者（関係市町村） 

⑵ 事業所・施設が所在する保険者（厚木市） 

       

〒２４３－８５１１ 

      厚木市中町３－１７－１７   介護福祉課 

      電話 （０４６）２２５－２３９０（直通） 

      FAX  （０４６）２２４－４５９９ 

      メールアドレス  2230@city.atsugi.kanagawa.jp 

  注 報告には利用者の個人情報が含まれるため、取扱いについては十分注意すること。
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(23) 虐待の防止（厚労省令34 第３条の38の２(第169条により準用)）令和６年４月１日から義務化 

ア ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。 
 

 

 

 
一 当該地域密着型介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。 
 
 

○ 虐待の未然防止 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に

心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、

研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防

止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重

要です。 

○ 虐待等の早期発見 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐

待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置

（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。 

また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、

適切な対応をしてください。 

○ 虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に

対する調査等に協力するよう努めることとします。 

○ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその

再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成す

る。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要です。

また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであること

が想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別

の状況に応じて慎重に対応することが重要です。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携により行うことも差し支えありません。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守し

てください。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討します。その際、そこで得

た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図

る必要があります。 
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 
ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に
関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 



79 

 

 

二 当該地域密着型介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 
 

 
三 当該地域密着型介護老人福祉施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。  
 

 
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
 
 

○ 虐待の防止のための指針 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「虐待の防止のための指針」には、次

のような項目を盛り込むこととします。 

イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

○ 虐待の防止のための従業者に対する研修 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等

の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定地域密着型介護老人福祉施設にお

ける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとします。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用

時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要です。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、施設内での研修

で差し支えありません。 

○ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における虐待を防止するための体制として、一か

ら三までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者として

は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内で

の複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務

に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利

用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障が

ないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看

護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担

当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 
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（24) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討
するための委員会の設置（厚労省令34 第86条の２(第169条により準用)） 

 

  

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者は、当該指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資

する取組の促進を図るため、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所における利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

なお、本条の適用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けてお

り、令和９年３月31日までの間は、努力義務とされている。 
 

○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会 

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職

種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。

なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであること。 

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会

の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決

めることが望ましい。 

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業に

おける生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい。 

また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止の

ための委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。

本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う

ことも差し支えない。委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたところであるが、他

方、従来から生産向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の

取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは

異なる委員会の名称を用いても差し支えない。 
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（25) 介護（厚労省令 34 第 163条） 

 

（26) 食事（厚労省令 34 第 164条）＊第 140条参照 

（27) 相談及び援助（厚労省令 34 第 141条(第 169条により準用）） 

（28) 社会生活上の便宜の提供等（厚労省令 34 第 165条）＊第 142条参照 

 

１ 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援

するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その

心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活

を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、

やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、

排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排

せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥
じょく

瘡
そ う

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、

着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければ

ならない。 

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した

食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、

食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提

供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必

要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよ

う、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言

その他の援助を行わなければならない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活

動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対

する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わっ

て行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければな

らない。 



82 

 

（29) 機能訓練（厚労省令34 第143条(第169条により準用）） 

 

（30) 栄養管理（厚労省令34 第143条の２(第169条により準用）） 

（31) 口腔
く う

衛生の管理（厚労省令34 第143条の３条(第169条により準用））令和６年４月１日から義務化 

(32) 健康管理（厚労省令34 第144条(第169条により準用）） 

(33) 入所者の入院期間中の取扱い（厚労省令34 第145条(第169条により準用）） 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常

生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立し

た日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければ（行

うよう努めなければ）ならない。   

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口立した日常生活を営むことができるよ

う、口腔
くう

衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行わなければな

らない。 
 

○ 計画的管理の手順 

① 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職

員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

② ①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に

係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生

の管理体制に係る計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合はそ

の記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。 

イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技

術的助言及び指導又は②の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診

療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注

意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。  

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要

が生じた場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その

者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情

がある場合を除き、退院後再び当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所するこ

とができるようにしなければならない。 
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(34) 緊急時等の対応（厚労省令34 第145条の２(第169条により準用）） 

(35) 管理者による管理（厚労省令34 第146条(第169条により準用）） 

 

○ 退院することが明らかに見込まれるとき 

上記に該当するか否かは、入所者の入院先の病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方

法により判断すること。 
 

○ 必要に応じて適切な便宜を供与とは 

入所者及びその家族の同意の上での入退院の手続きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図

ることを指すものである。 
 

○ やむを得ない事情がある場合とは 

単に当初予定の退院日に満床であることをもってやむを得ない事情として該当するものではな

く、例えば、入所者の退院が予定より早まるなどの理由により、ベッドの確保が間に合わない場合

等を指すものである。施設側の都合は、基本的には該当しないことに留意すること。なお、前記の

例示の場合であっても、再入所が可能なベッドの確保が出来るまでの間、短期入所生活介護の利用

を検討するなどにより、入所者の生活に支障を来さないよう努める必要がある。 

 

○ 短期入所生活介護事業の利用 

入所者の入院期間中のベッドは、短期入所生活介護事業等に利用しても差し支えないが、入所者

が退院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は計画的なものでなければならない。 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、現にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あ

らかじめ、第131条第１項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力

医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、

緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなけ

ればならない。 
 

○ 対応方針に定める規定 

入所者の病状の急変等に備えるため、施設は、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、あらかじ

め配置医師による対応その他の方法による対応又は方針を定めなければならない 

対応方針に定める規定としては、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、曜日や

時間帯ごとの医師や協力医療機関との連携方法、診察を依頼するタイミング等があげられる。 

また、当該対応方針については、１年に１回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直

しを行い、必要に応じて変更すること。見直しの検討に当たっては、施設内の急変対応の事例につ

いて関係者で振り返りを行うことなどが望ましい。なお、基準省令第 28条第２項において、１年

に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応の確認をすることとさ

れており、この確認について、当該対応方針の見直しとあわせて行うことも考えられる。 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務（本体施設

が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。）に従事することができる。 
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(36) 計画担当介護支援専門員の責務（厚労省令34 第147条(第169条により準用）） 

 

  

○ 管理者の兼務 

以下の場合であって、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がな

いときは、他の職務を兼ねることができます。 

① 当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者としての職務に従事する場合 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従

事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間

帯も、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者へのサービス提供の場面等で

生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じな

いときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合

の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると

個別に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定地域

密着型介護老人福祉施設に駆け付けることができない体制となっている場合などは、一般的に

は管理業務に支障があると考えられる。） 

③ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設がサテライト型居住施設である場合であって、当該サ

テライト型居住施設の本体施設の管理者又は従業者としての職務（本体施設が病院又は診療所

の場合は、管理者としての職務を除く。）に従事する場合 

 

１ 計画担当介護支援専門員は、第 169 条において準用する第 138 条に規定する業務のほか、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者

の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営む

ことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

三 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができる

と認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環

境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。 

四 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者

に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携する

こと。 

五 第 162 条第７項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録すること。 

六 第 169条において準用する第３条の 36第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

七 第 169 条において準用する第 155 条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録すること。 
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(37) 運営規程（厚労省令34 第166条） 

 

 

 

 

 

【運営規程の記載例】 

 

特別養護老人ホーム○○○○ユニット型運営規程 

（ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス） 

 

（事業の目的）  

第１条 社会福祉法人○○○が設置する特別養護老人ホーム○○○○ユニット型（以下「施設」という。）

において実施する指定介護老人福祉施設の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する

事項を定め、指定介護老人福祉施設の円滑な運営管理を図るとともに、入居者の意思及び人格を尊重し、

入居者の立場に立った適切な指定介護福祉施設サービスを提供することを目的とする。  
 
（運営の方針）  

第２条 施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入

居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入

居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものとする。  

２ 施設は、入居者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供

するよう努めるものとする。  

３ 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス

事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めるものとする。  

４ 施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。  

５ 施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の２第１項に規定す

る介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。  
 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

一 施設の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 入居定員 

四 ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

五 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用

の額 
 

○ その他の費用の額とは 

基準第161条第３項により支払を受けることが認められている費用の額を指すものであること。 

 
六 施設の利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他施設の運営に関する重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。） 
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（事業所の名称等）  

第３条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

⑴ 名称 特別養護老人ホーム○○○○ユニット型  

⑵ 所在地 厚木市中町○丁目○番○号  
 
（従業者の職種、員数及び職務の内容）  

第４条 施設には次の従業者を置く。  

⑴ 管理者 １名  

施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。管理者に事故があるとき

は、あらかじめ理事長が定めた従業者が管理者の職務を代行する。  

⑵ 医師 １名  

入居者の診療及び施設の保健衛生の管理指導に従事する。  

⑶ 生活相談員 ○名  

入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又は身元引受人（家族

等）の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。  

⑷ 看護職員 ○名  

医師の診療補助及び医師の指示を受けて入居者の看護、施設の保健衛生業務に従事する。  

⑸ 介護職員 ○名  

入居者の日常生活の介護、相談及び援助業務に従事する。  

⑹ 栄養士 ○名  

入居者に提供する食事の管理、入所者の栄養指導に従事する。  

⑺ 機能訓練指導員 ○名  

入居者の機能回復、機能維持及び予防に必要な訓練を行う。  

⑻ 介護支援専門員 ○名  

施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要に応じて変更を行う。  

⑼ 事務員 ○名  

施設の庶務及び会計事務に従事する。  

２ 前項に定めるものの他、必要がある場合はその他の従業者を置くことができる。  
 
（定員）  

第５条 施設の定員は21名とする。  

２ ユニット数及びユニットごとの入居定員は次の各号に掲げるとおりとする。  

⑴ ユニット数 ２ユニット  

⑵ ユニットごとの入居定員 ○○名   
 
（施設サービスの内容）  

第６条 施設で行う指定介護福祉施設サービスの内容は次のとおりとする。  

⑴ 施設サービス計画の作成 

⑵ 入浴 

⑶ 排泄 

⑷ 離床、着替え、静養等の日常生活上の世話 

⑸ 機能訓練 

⑹ 健康管理   

⑺ 相談、援助  

⑻ 栄養管理 

⑼ 口腔衛生の管理 
 
（利用料等）  

第７条 指定介護福祉施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービ

スが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各入居者の負担割合に応じた額の支払いを受ける

ものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額

の算定に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第126号）によるものとする。  

・兼務の場合は（○○と兼務）

と記載してください。 

＜例＞（施設長と兼務） 

・〇名以上の表記も可。 

・兼務がある場合は、（うち○名

×××と兼務）と記載してくだ

さい。 

・内容については、あくまで例示です

ので、事業所の実態に応じて記載して

ください。 

⑻ 栄養管理および 

⑼ 口腔衛生の管理については、令和６年３月 31日までの

間は努力義務とする経過措置が設けられています。 



87 

 

２ 施設は、前項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができるものとす

る。  

⑴ 食事の提供に要する費用 朝○○円 昼○○円 夕○○円  

⑵ 居住に要する費用 個室○○円／日 多床室○○円／日  

⑶ 特別な食事の提供に要する費用 実費 

⑷ 預り金管理料 ○○円／日  

⑸ 理美容代 ○○円／回 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活に

おいても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるものに

ついては実費を徴収する。  

３ 前項⑴及び⑵については、介護保険負担限度額認定証の交付を受けた者にあたっては、当該認定証に記

載された負担限度額を徴収する。  

４ 前３項の利用料等の支払いを受けたときは、入居者又はその家族に対して利用料とその他の利用料（個

別の費用ごとに区分）について記載した領収書を交付するものとする。  

５ 指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ入居者又はその家族に対し、当該サービス

の内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け

ることとする。  

６ 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払いを受けた場合は、そ

の提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を入居者に交付するものとする。  
 
（要介護認定に係る援助）  

第８条 施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によ

って、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめることとする。  

２ 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう、必要な援助を行うものとする。 

３ 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入居者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 

30 日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。  

 

（入退居に当たっての留意事項）  

第９条 施設は、入居申込者が入院治療を必要とする場合その他入居申込者に対し自ら適切な便宜を提供す

ることが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置

を速やかに講じることとする。  

２ 施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを

受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。  

３ 施設は、入居申込者の入居に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その

者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。  

４ 施設は、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営

むことができるかどうかについて、第４条に定める従業者の間で協議し、定期的に検討するものとする。  

５ 施設は、入居者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができ

ると認められる入所者に対し、入居者及びその家族の希望、入居者が退居後に置かれることとなる環境等

を勘案し、入居者の円滑な退所のために必要な援助を行うものとする。  

６ 施設は、入居に際しては入居の年月日並びに入居している介護保険施設の種類及び名称を、退居に際し

ては退居の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。  
 
（非常災害対策）  

第10条 施設は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理

者又は火気・消防等についての責任者を定め、年○回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものと

する。  

２ 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。  
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（衛生管理等）  

第11条 施設は、入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適切に行うこととする。  

２ 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる措置を講じるものとす

る。  

⑴ 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図る。  

⑵ 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。  

⑶ 施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

する。  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等

に関する手順」に沿った対応を行う。  
 
（協力病院等）  

第12条 施設は、入院治療を必要とする入居者のために、あらかじめ、協力病院を定める。  

２ 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。  
 
（個人情報の保護）  

第13条 施設は、入居者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策

定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取

り扱いに努めるものとする。  

２ 施設が得た入居者又は家族の個人情報については、施設での指定介護福祉施設サービスの提供以外の目

的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については入居者又は家族の同意を、あらかじめ

書面により得るものとする。  
 
（苦情処理）  

第14条 施設は、提供したサービスに係る入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じることとする。  

２ 施設は、提供したサービスに関し、介護保険法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の

提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入居者又はその家族

からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めるものとする。  

３ 施設は、提供したサービスに関する入居者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が

行う介護保険法第 176 条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの同号

の指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めるものとする。  
 
（地域との連携等）  

第15条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地

域との交流を図るものとする。  

２ 施設はその運営に当たっては提供したサービスに関する入居者又はその家族からの苦情に関して市町村

が派遣するものが相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めるものとする。  

３ 施設は、そのサービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、施設が所在す

る圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有す

る者等により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね２

月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営

推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 

４ 施設は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するもの

とする。 
 
（緊急時等における対応方法）  

第16条 施設は、サービス提供を行っているときに、入居者の病状の急変、その他緊急事態が生じたとき
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は、速やかに主治医又は施設が定めた協力医療機関に連絡するとともに、管理者に報告する。また、主治

医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。  
 
（事故発生の防止及び発生時の対応）  

第16条の２ 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとす

る。  

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針

を整備する。  

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分

析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。  

⑶ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）及び

従業者に対する研修を定期的に行う。  

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。  

２ 施設は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、入居者の家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。  

３ 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。  

４ 施設は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行うものとする。  
 
（虐待防止に関する事項）  

第17条 施設は、入居者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとす

る。  

⑴ 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図るものとする。  

⑵ 虐待防止のための指針を整備する。  

⑶ 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。  

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。  

２ 施設は、サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（入居者の家族等高齢者を現に養護する者）に

よる虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。  
 
（身体拘束）  

第18条 施設は、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入居者又

は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理

由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続

きにより身体等の拘束を行う。  

２ 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。  

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図るものとする。  

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。  

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。  
 
（業務継続計画の策定等）  

第19条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。  

２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

するものとする。  

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。  
 
（その他運営に関する留意事項）  

第20条 施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第２
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項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に

係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために

研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。  

２ 従業者は業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を保持する。  

３ 従業者であった者に、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなっ

た後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。  

４ 施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

５ 施設は、指定介護福祉施設サービスに関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低５年間

は保存するものとする。  

６ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人桔梗会と施設の管理者との協議

に基づいて定めるものとする。  

 

附 則  

この規程は令和３年４月１日より実施する。  

この規程は令和３年８月１日より実施する。  

この規程は令和４年10月１日より実施する。 

この規程は令和６年４月１日より実施する。 
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(38)  勤務体制の確保等（厚労省令34 第167条(第169条により準用）） 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができる

よう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなけ

ればならない。 

一 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の

勤務に従事する職員として配置すること。 

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 
 

 

○ ユニットリーダ 

施設において配置を義務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについて

は、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した従業者を各施設（一部ユニット型の施設も含

む。）に２名以上配置する（ただし、２ユニット以下の施設の場合には、１名。）ほか、研修受講

者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ（研修受

講者でなくても構わない。）従業者を決めてもらうことで足りるものとする。 

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講していないユニットの責任

者に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる。 

また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー

以外の研修受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等

を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができる者を含めて差し支

えない。 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設とユニット型又は一部ユニット型の指定短期入所

生活介護事業所が併設されている場合には、研修受講者をそれぞれに２名以上配置する必要はな

く、ユニット型施設及び併設するユニット型事業所を一体のものとみなして、合計２名以上の研

修受講者が配置されていればよいこととする（ただし、ユニット型施設及び併設するユニット型

事業所のユニット数の合計が２ユニット以下のときには、１名でよいこととする。）。 

また、今後の研修受講者の状況等を踏まえた上で、配置基準を再検討する予定であるので、この

当面の基準にかかわらず、多くの従業者について研修を受講していただくよう配慮をお願いしたい。 

○ 入居定員が10を超えるユニットの整備 

令和３年４月１日以降に、入居定員が10を超えるユニットを整備する場合においては、令和３

年改正省令附則第６条の経過措置に従い、夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までを含め

た連続する16時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。以下同じ。）を

含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案し、次のとおり職員を配置するよう努めるもの

とする。 

ａ 日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

ユニットごとに常時１人の配置に加えて、当該ユニットにおいて日勤時間帯（夜勤時間帯に

含まれない連続する８時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。以

下同じ。）に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者の数

が10を超えて１を増すごとに0.1以上となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努め

ること。 

ｂ 夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにおいて夜勤時間帯に勤務する別の

従業者の１日の勤務時間数の合計を16で除して得た数が、入居者の合計数が20を超えて２又は

その端数を増すごとに0.1以上となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努めること。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.5.17 介護保険最新情報 vol.1263「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）】 

 

(39) 定員の遵守（厚労省令34 第168条） 

 

(40)  衛生管理等（厚労省令34 第151条(第169条により準用）） 

 

なお、基準省令第167条第２項第１号及び第２号に規定する職員配置に加えて介護職員又は看

護職員を配置することを努める時間については、日勤時間帯又は夜勤時間帯に属していればい

ずれの時間でも構わず、連続する時間である必要はない。当該ユニットにおいて行われるケア

の内容、入居者の状態等に応じて最も配置が必要である時間に充てるよう努めること。 

 
３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただ
し、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない
業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機
会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての
従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める
者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受
講させるために必要な措置を講じなければ（講じるよう努めなければ）ならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受
講するよう努めなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした
言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止
するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。     

(問２) ユニット型施設において、昼間は１ユニットに１人配置とされているが、新規採用職員の指導に
当たる場合や、夜間に担当する他ユニットの入居者等の生活歴を把握する目的で、ユニットを超え
た勤務を含むケア体制としてよいか。 

(答) 引き続き入居者等との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、より良いケア
を提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤
務を行うことが可能である。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて

入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供
する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機
器の管理を適正に行わなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなけれ
ばならない。 
一 当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の
防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）
をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知
徹底を図ること。 

二 当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の
防止のための指針を整備すること。 

三 当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感
染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のため
の訓練を定期的に実施すること。令和６年４月１日から義務化 

四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等
に関する手順に沿った対応を行うこと。   
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(41)  協力医療機関等（厚労省令34 第152条(第169条により準用）） 

 

(42) 秘密保持等（厚労省令34 第153条(第169条により準用）） 

 

(43) 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止（厚労省令34 第154条(第169条により準用）） 

 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に

限る。）を定めておかなければ（＊定めておくよう努めなければ）ならない。ただし、複数の医療機関

を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保して

いること。 

二 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、

常時確保していること。 

三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医

療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として

受け入れる体制を確保していること。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施

設に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対

応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければ

ならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該

入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施

設に速やかに入所させることができるように努めなければならない 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければ

ならない。 

＊令和９年３月 31日までの間  

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関

する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。   

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

要介護被保険者に当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当

該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その

他の財産上の利益を収受してはならない。 
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(44) 会計の区分（厚労省令34 第３条の39(第169条により準用)） 

(45) 記録の整備（厚労省令34 第156条(第169条により準用）） 

 

(46)  電磁的記録等（厚労省令34 第183条） 

 

ア ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設ごとに経理を区分

するとともに、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならない。 

１ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対するユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない（条例第４条第２項）。 

一 地域密着型施設サービス計画 

二 第169条において準用する第135条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第162条第７項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録 

四 第169条において準用する第３条の26の規定による市町村への通知に係る記録 

五 第169条において準用する第３条の36第２項の規定による苦情の内容等の記録 

六 第169条において準用する前条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 

七 次条において準用する第34条第２項の規定による報告、評価、要望、助言等の記録 

ア 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他

これらに類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第３条の10

第１項（第18条、第37条、第37条の３、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第

169条及び第182条において準用する場合を含む。）、第95条第１項、第116条第１項及び第135条第１項

（第169条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 
 

○ 電磁的記録について 

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者等（以下「事業者

等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規定する書

面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことが

できます。 

⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

①  作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の

使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 
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⑶ その他、基準第183条第１項及び予防基準第90条第１項において電磁的記録により行うことが

できるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑸ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑹ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気

ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の

使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

⑺ その他、基準第183条第１項及び予防基準第90条第１項において電磁的記録により行うことが

できるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

⑻ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
 
イ 指定地域密着型サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類する行為（以下

この項において「交付等」という。）のうち、この省令において書面で行うことが規定されている又は

想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 
 

○ 電磁的方法について 

利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽

減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説

明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た

上で、次に掲げる電磁的方法によることができます。 

⑴ 電磁的方法による交付は、基準第３条の７第２項から第６項まで及び予防基準第11条第２項か

ら第６項までの規定に準じた方法によること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等 

が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19 日内閣府・法務省・経済

産業省）」を参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面に

おける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印に

ついてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑷ その他、基準第183条第２項及び予防基準第90条第２項において電磁的方法によることができ

るとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、基準若しくは予防基準

又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

⑸  また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告第126号）注９ 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護

老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。                              ※ 本市への届出が必要 

日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 

日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 
 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑽ 

① 日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、地域密着型介護老人福祉施設への入所の必要

性が高いと認められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに、介護

福祉士資格を有する職員を手厚く配置し、質の高い地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供

することにより、そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができ

るよう支援することを評価するものである。 

②  「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知

症である者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう。 

③ 算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所者の総数における要介護４又は５の者の

割合及び日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする

認知症である者の割合を算出する際には、対象となる新規入所者ごとのその入所の日における要介護度

及び日常生活自立度の判定結果を用いること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直

近６月間又は12月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合

については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を

提出しなければならない。 

➃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）第１条各号に掲げる行為を必要と

する者の占める割合については、届出日の属する月の前４月から前々月までの３月間のそれぞれの末日

時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において前４月

から前々月までの３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの

割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届

出を提出しなければならない。 

➄ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数については、第二

の１⑻② を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日前３月間における員数の平均を、

常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなければならない。さらに、届出を行

った月以降においても、毎月において直近３月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていること

が必要であり、必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

なお、介護福祉士については、その月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 
 

第二の１⑻② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年

４月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新

規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延

数（小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、１日ごとの同時に通いサー

ビスの提供を受けた者（短期利用居宅介護費を算定する者を含む。）の数の最大値を合計したもの）を

当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下

を切り上げるものとする 
 
⑥ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者の数が７又はその端数を増すごとに１以上である

場合については、７の⑹➄を準用する。 

Ⅱ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の加算 

１ 日常生活継続支援加算 
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 ７⑹➄ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が７又はその端数を増すごとに１以

上である場合においては、次の要件を満たすこと。 

イ 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を複数種類使用」とは、以下に掲

げる介護機器を使用することであり、少なくともａからｃまでに掲げる介護機器は使用することとす

る。その際、ａの機器は全ての居室に設置し、ｂの機器は全ての介護職員が使用すること。 
ａ 見守り機器（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサー
であり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに
資する機器をいう。以下同じ。） 

ｂ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器 
ｃ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するＩＣＴ機器 
ｄ 移乗支援機器 
ｅ その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器 

介護機器の選定にあたっては、事業所の現状の把握及び業務面において抱えている課題の洗い出
しを行い、業務内容を整理し、従業者それぞれの担うべき業務内容及び介護機器の活用方法を明確
化した上で、洗い出した課題の解決のために必要な種類の介護機器を選定すること。 

ロ 介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時間は、ケアの質の向上及び職

員の負担の軽減に資する取組に充てること。 

ケアの質の向上への取組については、幅広い職種の者が共同して、見守り機器やバイタルサイン等

の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参考にしながら、適切なアセスメントや入居者の身体

の状況等の評価等を行い、必要に応じ、業務体制を見直すこと。 

ハ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会（以下この⑤において「委員会」という。）は３月に１回以上行うこと。委員会は、テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む幅広い職種や役割の者が参画す

るものとし、実際にケアを行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。 

ニ 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。 

具体的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

ａ 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の状態把握に活用すること。 

ｂ 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状況を把握し、その原因を

分析して再発の防止策を検討すること。 

ホ 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的には、実際にケ

アを行う介護福祉士を含めた介護職員に対してアンケートやヒアリング等を行い、介護機器の導入後

における次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。 

ａ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

ｂ １日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

ｃ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ヘ 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないことを確認する等のチェックを行う

仕組みを設けること。また、介護機器のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

ト 介護機器の使用方法の講習や介護事故又はヒヤリ・ハット事例（介護事故には至らなかったが介護

事故が発生しそうになった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハット事例等」という。）の周知、その

事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 

この場合の要件で入居継続支援加算を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設けること

とする。入居者の安全及びケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から委員会を設置し、委員会

において、介護機器の使用後の人員体制とその際の職員の負担のバランスに配慮しながら、介護機器

の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られ

ていることを確認した上で、届出をすること。なお、試行期間中においては、通常の入居継続支援加

算の要件を満たすこととする。 

届出にあたり、市町村等が委員会における検討状況を確認できるよう、委員会の議事概要を提出す

ること。また、介護施設のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への

影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

 
⑦ 当該加算を算定する場合にあっては、サービス提供体制強化加算は算定できない。 
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⑶ 厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96号） 

41 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における日常生活継続支援加算に係る施設基準 

イ 日常生活継続支援加算(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護費を算定していること。 

⑵ 次のいずれかに該当すること。 

ａ 算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所者の総数のうち、要介護状態区分

が要介護４又は要介護５の者の占める割合が100分の70以上であること。 

ｂ 算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所者の総数のうち、日常生活に支障

を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占

める割合が100分の65以上であること。 

ｃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第１条各号に掲げる行為を

必要とする者の占める割合が入所者の100分の15以上であること。 

⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以上であるこ

と。ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、

入所者の数が７又はその端数を増すごとに１以上であること。 

㈠ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」という。）を

複数種類使用していること。 

㈡ 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、

アセスメント（入所者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援

する上で解決すべき課題を把握することをいう。）及び入所者の身体の状況等の評価を行い、職員

の配置の状況等の見直しを行っていること。 

㈢ 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲

げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種

の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認

すること。 

ａ 入所者の安全及びケアの質の確保 

ｂ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

ｃ 介護機器の定期的な点検 

ｄ 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修 

⑷ 通所介護費等の算定方法第10号に規定する基準に該当していないこと。 

ロ 日常生活継続支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

⑵ イ⑵から⑷までに該当するものであること。 
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⑷ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等

の算定方法（厚労告27号） 
 
十二 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護福祉施設サービス費

の算定方法 

イ 指定介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介

護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 
 

 
ロ 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数

の基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより

算定する。 
 

 
ハ 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数

の基準に該当する場合におけるユニット型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げると

ころにより算定する。 
 

 

  

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準 
厚生労働大臣が定める介護福祉施設

サービス費の算定方法 

施行規則第134条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規

程に定められている入所定員を超えること(老人福祉法第10条の

４第１項第３号又は第11条第１項第２号の規定による市町村が行

った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時

期が見込みより早い時期となったことにより、入所定員を超える

ことが、やむを得ない場合にあっては入所定員の数に100分の105

を乗じて得た数(入所定員が40を超える場合にあっては、入所定員

に２を加えて得た数)を、当該介護老人福祉施設に併設される指定

短期入所生活介護事業所の施設を利用して介護福祉施設サービス

を提供することにより、入所定員を超えることが、要介護被保険

者の緊急その他の事情を勘案してやむを得ない場合にあっては入

所定員の数に100分の105を乗じて得た数を超えること。)。 

指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する基準(平成

12年厚生省告示第21号)別表指定

施設サービス等介護給付費単位

数表(以下「指定施設サービス等

介護給付費単位数表」という。)の

所定単位数に100分の70を乗じて

得た単位数を用いて、指定施設サ

ービス等に要する費用の額の算

定に関する基準の例により算定

する。 

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又
は介護支援専門員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方
法 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運

営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。

以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)

第２条に定める員数を置いていないこと。 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び

看護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じ

て得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は
介護支援専門員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算
定方法 

常勤換算方法で、入居者の数の合計数が３又は

その端数を増すごとに１以上の介護職員又は

看護職員の数を置いておらず、又は指定介護老

人福祉施設基準第２条に定める員数の介護支

援専門員を置いていないこと。 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員

及び看護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70

を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に

要する費用の額の算定に関する基準の例により算定

する。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注10 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護

老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。 
 

看護体制加算(Ⅰ)イ    12単位 

看護体制加算(Ⅰ)ロ    ４単位 

看護体制加算(Ⅱ)イ    23単位 

看護体制加算(Ⅱ)ロ    ８単位 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑾ 

①  短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、短期入所生活介護事業所とは別に、それぞれ必要

な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には、以下のとおりとする。 

イ 看護体制加算（Ⅰ）については、併設の短期入所生活介護事業所における看護師の配置にかかわらず、

地域密着型介護老人福祉施設として別に１名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能で

ある。 

ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、併設の短期入所生活介護事業所における看護職員の配置にかかわら

ず、看護職員の地域密着型介護老人福祉施設における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除し

た数が、入所者の数が25又はその端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能である。 

②  特別養護老人ホームの空床を利用して短期入所生活介護を行っている場合にあっては、地域密着型介

護老人福祉施設の入所者と短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱い、

一体的に加算を行うこと。 

③  看護体制加算（Ⅰ）イ及び看護体制加算（Ⅱ）イ又は看護体制加算（Ⅰ）ロ及び看護体制加算（Ⅱ）ロは、それ

ぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあっては、看護体制加算（Ⅰ）イ又はロにおいて加算

の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算（Ⅱ）イ又はロにおける看護職員の配置数の計算に

含めることが可能である。 

④  「24時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設

から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的

には、 

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オン

コール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による入

所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。 

ハ 施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、イ及びロの内容が周知されていること。 

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により入所者の状

態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

といった体制を整備することを想定している。 
 

⑶ 厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96号） 
42 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看護体制加算に係る施設基準 

イ 看護体制加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護費を算定していること。 

⑵ 常勤の看護師を１名以上配置していること。 

⑶ 通所介護費等の算定方法第10号に規定する基準に該当していないこと。 

ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。 

２ 看護体制加算 
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ハ 看護体制加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

⑴ イ⑴に該当するものであること。 

⑵ 看護職員を常勤換算方法で２名以上配置していること。 

⑶ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定

訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。 

⑷ イ⑶に該当するものであること。 

ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

⑴ ロ⑴に該当するものであること。 

⑵ ハ⑵から⑷までに該当するものであること。 
 

⑷ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等

の算定方法（厚労告27号） 
 

十 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに地域密着型介護福祉施設

サービスの算定方法 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場

合における地域密着型介護福祉施設サービスについては、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

ロ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄

に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型介護福祉施設サービス費及び経過的地域密着

型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

ハ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄

に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費及びユニ

ット型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準 厚生労働大臣が定める地域密着型
介護福祉施設サービスの算定方法 

施行規則第131条の八の規定に基づき市町村長に提出した運営
規程に定められている入所定員を超えること(老人福祉法第10
条の４第１項第３号又は第11条第１項第２号の規定による市町
村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再
入所の時期が見込みより早い時期となったことにより、入所定
員を超えることが、やむを得ない場合にあっては入所定員の数
に100分の105を乗じて得た数を、当該地域密着型介護老人福祉
施設に併設される指定短期入所生活介護事業所の施設を利用し
て地域密着型介護福祉施設サービスを提供することにより、入
所定員を超えることが、要介護被保険者の緊急その他の事情を
勘案してやむを得ない場合にあっては入所定員の数に100分の
105を乗じて得た数を超えること。)。 

地域密着型サービス介護給付費単
位数表の所定単位数に100分の70を
乗じて得た単位数を用いて、指定地
域密着型サービスに要する費用の
額の算定に関する基準の例により
算定する。 

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職
員又は介護支援専門員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型介護福祉施設サービスの
算定方法 

指定地域密着型サービス基準第131条
に定める員数を置いていないこと。 

指定地域密着型サービス等介護給付費単位数表の介護職員
及び看護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じ
て得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費
用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又
は介護支援専門員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型介護福祉施設サー
ビスの算定方法 

常勤換算方法で、入居者の数の合計数が３又
はその端数を増すごとに１以上の介護職員又
は看護職員の数を置いておらず、又は指定地
域密着型サービス基準第131条に定める員数
の介護支援専門員を置いていないこと。 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の介護
職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に100分
の70を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準の例に
より算定する。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注11 
別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け

出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ    41単位 

⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ    13単位 

⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ    46単位 

⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ    18単位 

⑸ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ    56単位 

⑹ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ    16単位 

⑺ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ    61単位 

⑻ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ    21単位 

 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑿ 
①  夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯

（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう。）における延夜勤時間数を、

当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものと

する。 

②  短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床において短期入所生活

介護を行っている場合にあっては、短期入所生活介護の利用者数と地域密着型介護老人福祉施設の入所

者数を合算した人数を地域密着型介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に、夜勤職員基準に従

い必要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に、加算を行う。 

③  ユニット型地域密着型介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤職員については、必ずしも特定の

ユニットに配置する必要はないものとすること。 

④ 夜勤職員基準第一号ハの㈡ただし書に規定する見守り機器を使用する場合における基準については、

以下のとおり取り扱うこととする。 

イ 必要となる夜勤職員の数が0.9を加えた数以上である場合においては、次の要件を満たすこと。ａ 

ａ 利用者の10分の１以上の数の見守り機器を設置すること。 

ｂ 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会（以下この号において「委員会」という。）」は、３月に１回以上行うこと。委員会は、テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ロ 必要となる夜勤職員の数が0.6 を加えた数以上である場合（夜勤職員基準第第一号ロの⑴㈠ｆの規

定に該当する場合は0.8を加えた数以上である場合）においては、次の要件を満たすこと。 

ａ 入所者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

ｂ インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下同じ。）等の職員間の連絡調整の

迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフォンやタブレット端末等

の機器を、全ての夜勤職員が使用し、入所者の状況を常時把握すること 

ｃ 委員会は３月に１回以上行うこと。委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

また、委員会には、管理者だけでなく実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー

等の役割の者が参画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。 

３ 夜勤職員配置加算 
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ｄ 「入所者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施すること。具体的には次の事項等の実

施により入所者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

⑴ 見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡視等をとりやめることはせず、個々の

入所者の状態に応じて、個別に定時巡回を行うこと。 

⑵ 見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入所者の状態把握に活用す

ること 

⑶ 見守り機器等の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状況を把握し、その

原因を分析して再発の防止策を検討すること。 

ｅ 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的に

は、実際に夜勤を行う職員に対してアンケートやヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後にお

ける次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。 

⑴ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

⑵ 夜勤時間帯において、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

⑶ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ｆ 日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認する等のチェックを

行う仕組みを設けること。また、見守り機器等のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の

実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 

この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設けるこ

ととする。入所者の安全及びやケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から委員会を設置し、

当該委員会において、見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあたる職員の負担のバラ

ンスに配慮しながら、見守り機器等の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケア

の質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で、「テクノロジーの活用」に係る届

出をすること。なお、試行期間中においては、通常の夜勤配置加算の要件を満たすこととする。 

届出にあたり、市町村等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概

要を提出すること。また、介護施設のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職

員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

⑶ 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（厚労告29号）  
４ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施

設が指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス

基準第140条の４第１項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)

を除く。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準 

第１号ロ⑴㈠の規定を準用する。 
 

ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件

に関する基準 

㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第121条第２項の規定の適用を受

ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老

人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関す

る基準(平成11年厚生省令第46号)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以 
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下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 

ａ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数

が25以下の特別養護老人ホームにあっては、１以上 

ｂ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数

が26以上60以下の特別養護老人ホームにあっては、２以上 

ｃ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数

が61以上80以下の特別養護老人ホームにあっては、３以上 

ｄ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数

が81以上100以下の特別養護老人ホームにあっては、４以上 

ｅ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数

が101以上の特別養護老人ホームにあっては、４に、指定短期入所生活介護の利用者の数及

び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が100を超えて25又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

ｆ ｂからｅまでの規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、指定短

期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数に応じて

ｂからｅまでの規定に基づき算出される数に10分の８を乗じて得た数以上 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器（以下「見守り機器」とい

う。）を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用

し、職員同士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器及び情報通信機器（以下「見守り機器等」という。）を活用する際の安全体

制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利

用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会に

おいて必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 

⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利

用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

⑶ 夜勤時間帯における緊急時の体制整備 

⑷ 見守り機器等の定期的な点検 

⑸ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

ⅳ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計

数が、60以下の場合は１以上、61以上の場合は２以上の介護職員又は看護職員が、夜勤時

間帯を通じて常時配置されていること。 

 
㈡ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施

設がユニット型指定短期入所生活介護事業所を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施

設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑵㈠の規定を準用する。 
 

ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準 

㈠ 併設本体施設が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、ユニット型指定短期入所生活介護の利用者の数及

び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が20又はその端数を増すごとに１以上であ

ること。 
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㈢ ㈠又は㈡に規定する場合以外の場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の

勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑴㈠の規定を準用する。 

⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所を併設する場合のユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑴㈡ｂの規定を準用する。 
 

ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件

に関する基準 

㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第121条第４項に規

定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 

ｂ 併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜

勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該ユニット型特別養護老人ホームの入居者の

数の合計数が20又はその端数を増すごとに１以上であること。 
 

㈡ ㈠に規定する場合以外の場合のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職

員の勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑵㈡の規定を準用する。 
 

ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準 

㈡ ㈠以外の場合のユニット型指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。ただし、併

設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合は、当該ユニットの数は併設ユニット

型事業所(指定居宅サービス基準第140条の4第４項に規定する併設ユニット型事業所をいう。)

のユニットの数及び当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットの数の合計数を基礎とし

て算出することとする。 

 

ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤

を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施

設が指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)を併設する

場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑴㈠の規定を準用する。 

㈡ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型介護老人福祉施

設がユニット型指定短期入所生活介護事業所を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施

設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 
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第１号ロ⑵㈠の規定を準用する。 

㈢ ㈠又は㈡に規定する場合以外の場合の指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職員の

勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑴㈠の規定を準用する。 

⑵ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設が指定短期入所生活介護事業所を併設する場合のユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑴㈡ｂの規定を準用する。 

㈡ ㈠に規定する場合以外の場合のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の夜勤を行う職

員の勤務条件に関する基準 

第１号ロ⑵㈡の規定を準用する。 

ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若

しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第１号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護

職員の数に１を加えた数以上であること。ただし、次のａ又はｂに掲げる場合は、当該ａ又はｂ

に定める数以上であること。 

ａ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合第１号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員

又は看護職員の数に10分の９を加えた数 

ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の10分の１以上の数設

置していること。 

ⅱ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。 

ｂ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合第１号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員

又は看護職員の数に10分の６を加えた数（第１号ロ⑴㈠ｆの規定に基づき夜勤を行う介護職員

又は看護職員を配置している場合にあっては、第１号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は

看護職員の数に10分の８を加えた数） 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数以

上設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、

職員同士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関す

る次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種

の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に

確認していること。 

⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所

者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

⑶ 見守り機器等の定期的な点検 

⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

㈡ ⑴㈡に掲げる基準に該当するものであること。 
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⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第１号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護

職員の数に１を加えた数以上であること。ただし、次のａ又はｂに掲げる場合は、当該ａ又はｂ

に定める数以上であること。 

ａ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合第１号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員

又は看護職員の数に10分の９を加えた数 

ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の10分の１以上の数設

置していること。 

ⅱ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。 

ｂ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合第１号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員

又は看護職員の数に10分の６を加えた数 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数以

上設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、

職員同士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関す

る次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種

の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に

確認すること。 

⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所

者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

⑶ 見守り機器等の定期的な点検 

⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ 経過的ユニット型経過型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

㈡ ⑶㈡に掲げる基準に該当するものであること。 

⑸ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ ⑴㈠及び㈡に該当するものであること。 

㈡ 第１号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。 

⑹ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ ⑵㈠及び㈡に該当するものであること。 

㈡ 第１号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。 

⑺ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ ⑶㈠及び㈡に該当するものであること。 

㈡ 第１号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。 

⑻ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠ ⑷㈠及び㈡に該当するものであること。 

㈡ 第１号ハ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【21.2.23 事務連絡 平成 21年 4月改定関係 Q＆A(vol.1)】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【平成 21年 4月改定関係 Q＆A(vol.２)】 

 

 

(問19)  (夜勤職員配置加算）ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 

(答) 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞ

れで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加

算を算定するものであること。専門棟についても同様である。 
 
(問86) ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば６ユニットの施設では２ユニットに

つき２人＝６人の夜勤職員が必要ということではなく、２ユニットにつき１人＋１人＝４人以上の

夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。 

(答) そのとおりである。 
 
(問89) 夜勤基準を１人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の１人は同じ人

間が夜勤時間帯を通じて勤務しなければならないということか。   

(答) 夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までを含む連続し

た16時間）における１月の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×16時間で割った人数（１

日平均夜勤職員数）を元に判断する。このため、何人かが交代で勤務していても、延夜勤時間数が必

要な時間数を満たしていれば算定が可能である。 
 
(問90) １日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務

時間も含められるのか。   

(答) 本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含

む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤時間帯に

おいて勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含める

ことは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「22時から翌日14時ま

で」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定は、例えば「17 時から

翌朝９時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本としつつ、勤務実態等から見て

合理的と考えられる設定とすべきである。  

ただし、夜勤職員配置の最低基準が１人以上とされている入所者が 25人以下の施設については、い

わゆる「１人夜勤」の負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する（夜勤職員を

２人以上とする）ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。 
 
(問91) 延夜勤時間数には純粋な実働時間しか参入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばよい

のか。 

(答) 本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合については、夜勤職員の配置数の算定上も一体的

な取扱いがなされていないことから、本体施設とショートステイを兼務している職員について、勤務

実態、利用者数、ベッド数等により按分した上で、ショートステイについて加算要件を満たすかどう

かを本体施設とは別個に判断することとなる。 

(問33) 本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ（短期入所生活介護）について、夜

勤職員配置加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。   

(答) 本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合については、夜勤職員の配置数の算定上も一体的

な取扱いがなされていないことから、本体施設とショートステイを兼務している職員について、勤務

実態、利用者数、ベッド数等により按分した上で、ショートステイについて加算要件を満たすかどう

かを本体施設とは別個に判断することとなる。   
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【平成30年4月改定関係Q＆A(vol.４)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(問12) 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業

所として指定されることとなった場合について、  

➀ 常勤職員による専従が要件となっている加算  

➁ 入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算の算定について、それぞれどのように

考えればよいか。   

(答) 

（➀について）  

従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユ

ニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型

以外の介護老人福祉施設（又は地域密着型介護老人福祉施設）が併設されている場合については、「個

別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双

方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められない

ものとしてきたところである。  

しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理

学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設に

おいて、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双

方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の

算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。  

常勤医師配置加算については、同一建物内でユニット型施設と従来型施設を併設し、一体的に運営

されており、双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が実施されている場合には、加算の算定

要件を双方の施設で満たすものとする。  

（➁について）  

入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜勤職員配

置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものである。  

この点、夜勤職員配置加算については、「平成21年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1）」（平成21年３月

23日）では、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床室部分それぞれで要件を満たす必

要がある」としているところであるが、指定更新の際に別指定を受けることとなった旧・一部ユニッ

ト型施設を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設（介護老人福祉施設、地域密着

型介護老人福祉施設、介護老人保健施設）が併設されている場合については、双方の入所者及びユニ

ット数の合計数に基づいて職員数を算出するものとして差し支えないこととする。なお、この際、ユ

ニット型施設と従来型施設のそれぞれについて、１日平均夜勤職員数を算出するものとし、それらを

足し合わせたものが、施設全体として、１以上上回っている場合に夜勤職員配置加算が算定できるこ

ととする。ただし、ユニット型施設と従来型施設の入所者のそれぞれの基本サービス費について加算

が算定されることとなるため、双方の施設における夜勤職員の加配の状況が極端に偏りのあるものと

ならないよう配置されたい。  

※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。  
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【平成 30年 4月改定関係 Q＆A(vol.1)】 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H.30.8.6 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ.６）)】 

 

(問88) 最低基準を0.9人上回るとは、どのような換算をおこなうのか。   

(答) ・ 月全体の総夜勤時間数の90％について、夜勤職員の最低基準を１以上上回れば足りるという趣

旨の規定である。  

・ 具体的には、１ヶ月30日、夜勤時間帯は一日16時間であるとすると、合計480時間のうちの 432 

時間において最低基準を１以上上回っていれば、夜勤職員配置加算を算定可能とする。なお、90％

の計算において生じた小数点１位以下の端数は切り捨てる。 
 
(問89) 入所者数の15％以上設置ということだが、見守り機器を設置しているベッドが空床であってもよ

いのか。 

(答) 空床は含めない。 
 
(問90) 見守り機器は、どのようなものが該当するのか。    

(答)  

・ 個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。  

例えば、平成28年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った

機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる

機器が該当する。  

・ 介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとともに、

少なくとも９週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会におい

て、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府

県等に届出を行い、加算を算定すること。 

・ なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又

は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること。 

※ ９週間については、少なくとも３週間毎にヒヤリハット・介護事故の状況を確認することとする。 

(問４) １月のうち喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合は、夜勤職員配置 

加算（Ⅰ）、（Ⅱ）と夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）をどのように算定すればよいか。   

(答) 夜勤職員配置加算は、月ごとに（Ⅰ）～（Ⅳ）いずれかの加算を算定している場合、同一月においては

その他の加算は算定できないため、喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合

に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）を算定することは可能だが、配

置できない日に（Ⅰ）、（Ⅱ）の加算を算定することはできない。  

よって、喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置

加算（Ⅲ）、（Ⅳ）ではなく（Ⅰ）、（Ⅱ）を算定することが望ましい。 
 
(問５) 夜勤職員配置加算（Ⅰ）、（Ⅱ）については、勤務時間の合計数に基づいて算定するが、夜勤職員配置

加算（Ⅲ）、（Ⅳ）の場合も同様に考えてよいか。   

(答) 夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）については、延夜勤時間数による計算ではなく、夜勤時間帯を通じ職

員を配置することにより要件を満たすものである。なお、夜勤時における休憩時間の考え方について

は、平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)問91と同様に、通常の休憩時間は勤務時間に含まれるものと扱

って差し支えない。 
 
(問６) ユニット型と従来型の施設・事業所が併設されている場合、夜勤職員配置加算の要件を満たす職

員はそれぞれに配置する必要があるか。    

(答) 同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉

施設）が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を１人以上配置することで、

双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショートステイの併設で一方がユニット型で他方

が従来型であるような場合については、両施設の利用者数の合計で、20 人につき１人の要件を満たす夜

勤職員を配置することで、双方の施設における算定が可能である。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（ｖｏｌ.３）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

(問79) 夜勤職員配置加算における 0.6 人の配置要件について、夜勤職員全員が見守り機器のセンサ

ー情報を常時受信するためにスマートフォンやタブレット端末等を使用することとされている

が、0.9人の配置要件の取扱如何。 

(答) 見守り機器の使用にあたっては、当該機器のセンサー情報を受信する機器が必要となるが、0.9 

人の配置要件の場合は、機器を特定はせず、スマートフォンやタブレット端末等の携帯可能な機器

のほか、パソコン等の常時設置されている機器も使用して差し支えない。また、携帯可能な機器を

使用する場合においては、必ずしも夜勤職員全員が使用することまでは要しない。 

 

(問81) 介護機器を使用した業務効率化のイメージ如何。 

(答)  

・ 例えば、以下の取組が考えられる。  

－ 見守り機器を使用して常時見守りが可能となることによって、ケアが必要な入居者等への直接

処遇の時間を増やすことができる。  

－ インカムを使用して職員間の連絡調整に要する時間を効率化させる。  

－ バイタル情報等を介護記録システムに自動連携させることによって、記録作成業務に要する時

間を効率化させる。  

－ 入居者等の移乗支援にあたり、移乗支援機器を使用することによって、対応する職員の人数を

省人化させる。  

・ また、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン（パイロット事業改訂版）」

（厚生労働省老健局・令和２年３月発行）において、業務改善の取組の考え方や手順等をまとめ

ているので参考とされたい。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注12 

イ（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費）及びハ（経過的地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護費）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け

出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、１日につき５単位を所定

単位数に加算する。 

※ ユニット型介護老人福祉施設は算定できません。  

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑾ 

注 12の準ユニットケア加算は、施設基準第 43号において定める基準に適合しているものとして市町村

長に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。なお、施設の一部

のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニ

ットケア加算を算定して差し支えない。 

イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔てることまでを要す

るものではないが、視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテ

ンによる仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていることは認める。 

ロ １人当たりの面積基準については、４人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考えら

れることから、仕切られた空間についての１人当たり面積基準は設けず、多床室全体として１人当たり

の面積基準を満たしていれば足りることとする。 

⑶ 厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96号） 

52 指定介護老人福祉施設における準ユニットケア加算に係る施設基準第 43号の規定を準用する。 

イ 12人を標準とする単位(以下この号において「準ユニット」という。)において、指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を行っていること。 

ロ 入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備するとともに、準ユニットごとに利

用できる共同生活室(利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)を設けていること。 

ハ 次の⑴から⑶までに掲げる基準に従い人員を配置していること。 

⑴ 日中については、準ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

⑵ 夜間(午後６時から午後 10時までの時間をいう。以下同じ。)及び深夜(午後 10時から午前６時

までの時間をいう。以下同じ。)において、二準ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.9.4 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ.３）】 

  

(問７) 準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつら

えに改修していない多床室がある場合（準ユニットを構成する３多床室のうち、２多床室は個室的

なしつらえにしているが、１多床室は多床室のままの場合）、準ユニットケア加算は全体について

算定できないのか？  

(答) 準ユニットを構成する多床室は全て個室的なしつらえを整備していることが要件であり､準ユニッ

トケア加算は算定できない。 

(問８) 準ユニットケア加算について､個室的なしつらえとしてそれぞれ窓は必要か？ 

(答) 準ユニットケア加算を算定する場合の個室的なしつらえについては、必ずしも窓は必要とし ない。  

(問９) 準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえに

ついて、４人部屋を壁等で仕切る場合､廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるた

め、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか？ 

(答) 採光に配慮して､壁等にすりガラスの明り窓等を設ける場合でも､個室的なしつらえに該当すること

はあり得るが､視線の遮断が確保される構造かどうか個別に判断することが必要である｡ 

４ 準ユニットケア加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号）注13 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人

福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画

を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、入所者の急性増悪等により当該個別

機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、⑵については１月につき、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注14を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は１月

につき100単位を所定単位数に算定する。 
 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  100単位 

⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  200単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95 42の４） 

特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける生活機能向上連携加算の基準 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この号において

「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定特定施設（指定居宅サービス等基準第174条第

１項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サービ

ス基準第109条第１項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護老

人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第130条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施

設をいう。以下同じ。）又は指定介護老人福祉施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等

の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその

家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見

直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定

地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共

同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその

家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見

直し等を行っていること。 

  

５ 生活機能向上連携加算 
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⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⒂（３の２⑿準用） 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事

業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満

のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下こ

の⑽において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑿において「理学療

法士等」という。）の助言に基づき、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、

介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメン

ト、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法

士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リ

ハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者

のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、

買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通

所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握

し、又は、指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテ

レビ電話を用いて把握した上で、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行

うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ

及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能

訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなければな

らない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意

見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するな

ど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地

域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えるこ

とができるものとすること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供している

こと。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族

及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利

用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）の意向を確認の上、当該利用者のＡ

ＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機能訓練の進捗状況等

について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容

（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすること。

ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、

テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者
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における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事

業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り、算

定されるものである。なお、イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度

算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、

個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事

業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定地域密着型通

所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及

び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、

日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リ

ハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族

及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利

用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の

見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員

等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はそ

の家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、

必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計

画を作成する必要はないこと。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注14 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置しているものとして市町村長

に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に

基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については１日につき、

⑵及び⑶については１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)    →    12単位 

⑵ 個別機能訓練加算(Ⅱ)    →    20単位 

⑶ 個別機能訓練加算(Ⅲ)    →    20単位 

 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95 63の３の２） 

イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師に

ついては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に

限る。）（以下この号において「理学療法士等」という。）を１名以上配置しているものであること。 

ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していること。 

⑵ 入所者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。 

⑶ 必要に応じて個別機能訓練計画の内容を見直す等、機能訓練の実施に当たって、⑵の情報その他機

能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

ハ 個別機能訓練加算(Ⅲ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること。 

⑵ 口腔くう衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

⑶ 入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他機能訓練の適切かつ有効

な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情

報を相互に共有すること。 

⑷ ⑶で共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、当該見直しの内容に

ついて、理学療法士等の関係職種間で共有していること。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⒃ 

① 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し

て、個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算

定する。 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を１名以上配置して行うものであること。 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに

６ 個別機能訓練加算 
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基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。なお、介護福祉施設サービス

においては、個別機能訓練計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓練計画の

内容を説明し、記録する。利用者に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければならないこと。

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特

定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

⑥ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information 

system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の

状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該実施

内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

⑦ 個別機能訓練加算(Ⅲ)における個別機能訓練、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別

途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参考と

し、関係職種間で共有すべき情報は、同通知の様式１－４を参考とした上で、常に当該事業所の関係職

種により閲覧が可能であるようにすること。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.3.22 介護制度改革 information vol.78】 

(問76) 個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか､それとも実施した対象者のみの加算なのか。 

(答) 個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成す

るなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できない

が、原則として､全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。 

(問77)  個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。 

(答) 個別機能訓練を行うに当たっては､機能訓練指導員､看護職員､介護職員､生活相談員､その他の職種

が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定

できる。 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【18.4.21 介護制度改革 information vol.96】 

(問15) 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい 

(答) 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓

練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、

介護サービスにおいては実施日、（介護予防）特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施

設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能

である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメント

を行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行

い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏

況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を

計画されたい。 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【30.3.23 「平成 30年度介護報酬改定に関する Q&A（vol.1）」の送付について】 

(問32) はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時

間・日数や実務内容に規定はあるのか。  

(答)  要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師

が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の

管理者が判断できることは必要となる。 

(問33) はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員

を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認す

るのか。  

(答)  例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証

していることを確認すれば、確認として十分である。 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）】 

(問19) 個別機能訓練加算(Ⅱ)及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index（ＢＩ）のデ

ータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証され

ているＩＣＦステージングから読み替えたものを提出してもよいか。  

(答) ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め

客観的に検証された指標について、測定者が、 

－ ＢＩに係る研修を受け、 

－ ＢＩへの読み替え規則を理解し、 

－ 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確な BI を別途評価する 

等の対応を行い、提出することが必要である。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注15 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人

福祉施設において、入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、評

価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限

り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)    30単位 

⑵ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)    60単位 

 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告第95号）16の２ 

イ ADL維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（⑵において「評価対象利用期間」という。）が６

月を超える者をいう。以下この号において同じ。）の総数が10人以上であること。 

⑵ 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」という。）と、当

該月の翌月から起算して６月目（６目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用が

あった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」という。）を測定

し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

⑶ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象

利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以下「Ａ

ＤＬ利得」という。）の平均値が２以上であること。 

ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴及び⑵までの基準に適合するものであること。 

⑵ 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。 

 

⑶ 別に厚生労働大臣が定める基準（利用者等告示94）43の２ 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニ

までの注15の厚生労働大臣が定める期間 

第28号の３に規定する期間 

28の３ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注10の厚生労働大臣が定

める期間 

ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月までの期間 

 

⑷ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⒄ 

① ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。 

② 大臣基準告示第16号の２イ⑵における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の

状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、当該実施

内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

７ ＡＤＬ維持等加算 
 



120 

 

③ 大臣基準告示第16号の２イ⑶及びロ⑵におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算し

て６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、

次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加え

た値を平均して得た値とする。 
 

ＡＤＬ値が０以上  25以下 ２ 

ＡＤＬ値が30以上  50以下 ２ 

ＡＤＬ値が55以上  75以下 ３ 

ＡＤＬ値が80以上 100以下 ４ 
 
④ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位100

分の10に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）及び

下位100分の10に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。）を除く利用者（以下この⒂において「評価対象利用者」という。）とする。 

⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出ている場合は、

届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。 

⑥ 令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ＡＤＬ利得

に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続することができる。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

厚生労働省ＱＡ【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）】 

 

(問176) ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）について、ＡＤＬ利得が「２以上」から「３以上」へ見直されることとな
ったが、令和６年３月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ＡＤＬ維持等加
算（Ⅱ）の算定にはＡＤＬ利得３以上である必要があるか。 

 
(答) 令和５年４月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ＡＤＬ利得が３以上の場合に、ＡＤ

Ｌ維持等加算（Ⅱ）を算定することができる。 

(問19) 科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加

算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ若しくは(Ｂ)ロ、リハビリテーションマネジ

メント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、

Barthel Index（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精

度について検証されているＩＣＦステージングから読み替えたものを提出してもよいか。 

(答) ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め

客観的に検証された指標について、測定者が、 

－ ＢＩに係る研修を受け、 

－ ＢＩへの読み替え規則を理解し、 

－ 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確な BI を別途評価する 

等の対応を行い、提出することが必要である。 
 

(問34) ＬＩＦＥを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。  

(答) 令和３年度にＡＤＬ維持等加算を算定する場合に、ＬＩＦＥを用いて提出するBarthel Indexは合

計値でよいが、令和４年度以降にＡＤＬ維持等加算を算定することを目的として、Barthel Indexを

提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。 
 
(問35) 事業所又は施設において、評価対象利用期間が６月を超えるとは、どのような意味か。  

(答) サービスの利用に当たり、６月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合に

おいて、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて６月

以上利用していれば評価対象者に含まれる。 
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(問36) これまでＡＤＬ維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和３年度又は令和４年度

に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。  

(答)・ 令和３年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前月までに、

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２ あ

り」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、ＬＩＦＥ

上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。 

・ 令和４年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前年同月

に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２ 

あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、ＬＩＦ

Ｅ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。 

・ なお、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２ あり」と届け出たが、ＬＩＦＥでの

確認の結果、ＡＤＬ利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ＡＤＬ維持等加算を算定

する意思がなければ、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、届出を「１ なし」に変

更すること。 
 
(問37) これまでは、初めてＡＤＬ維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ＡＤＬ維持等加

算［申出］の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はあるのか。 

(答) 令和３年度については、算定を開始しようとする月の前月までに申出を行うこと。令和４年度以降

に算定を開始しようとする場合は、当該算定を開始しようとする月の前年同月に届出を行うこと。 
 

(問38) これまでＡＤＬ維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決定されてい

たが、このフローはどうなるのか。 

(答) 各事業者がＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得が基準を満たすかどうかを確認するため、従来のような国

保連合会からの審査結果は送付されない。 
 

(問39) これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して６月目の値で評価していたが、今回の改

正で評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目となったのは、後の月が１月ずれたということ

か。 

(答) 貴見のとおり。 
 
(問40) 令和２年度のＡＤＬ値を遡って入力する際に、過去分のＡＤＬ値については評価者がリハビリ担

当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。  

(答) 令和２年度分のＡＤＬ値については、適切に評価されていると事業所又は施設が考える値であれば

問題ない。令和３年度以降のＡＤＬ値は、一定の研修を受けた者が測定するものとする。 
 

(問41)  同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなる

のか。 

(答)  要支援から要介護になった方については、要介護になった初月が評価対象利用開始月となる。 
 

(問42) 指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護

支援）」をどのように記載すればよいか。 

(答) ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする事業所又は施設は、介護給付費算定に係る体制等状

況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」を「２ あり」、「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」を「１ な

し」とする。 
 
(問43) 令和４年度もＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制

等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」が「２ あり」、「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」が「２ 

あり」という記載することで良いか。  

(答) 貴見のとおり。  
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【【R3.4.9 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.4.15 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.4.30 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.９）】 

 

  

(問５) ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index（以下「ＢＩ」という。）を用い

て行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。  

(答)・ 一定の研修とは、様々な主体によって実施されるＢＩの測定方法に係る研修を受講することや、

厚生労働省において作成予定のＢＩに関するマニュアル（https://www.mhlw.go.jp/stf 

/shingi2/0000198094_00037.html）及びＢＩの測定についての動画等を用いて、ＢＩの測定 

方法を学習することなどが考えられる。 

・ また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりＢＩの測

定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでＢＩ による評価を実施したこと

がない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わ

ねばならない。  

(問３) 令和３年度介護報酬改定により、ＡＤＬ値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月か

ら起算して６月目」となったが、令和３年度にＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場

合においても、ＡＤＬ値の測定時期は改定後の基準に従うのか。  

 

(答) 令和３年度にＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合において、令和３年４月１日までに体制

届出を行っている場合については、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡ

ＤＬ値を、評価対象利用開始月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値を持って代替することと

して差し支えない。  

(問１) 令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、５月10日までにＬＩＦ

Ｅに令和２年度のデータを提出できず、ＬＩＦＥを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認

できないが、どのように算定することが可能か 

(答)・ 令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情

により、５月 10 日までにＬＩＦＥへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わな

い場合、以下の①又は②により、４月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、デ

ータ提出が遅れる場合、 

① 各事業所において、ＬＩＦＥ以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づ

いて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかに、ＬＩＦＥへのデータ提出を行い、

ＬＩＦＥを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。 

② ５月10日以降に、ＬＩＦＥへのデータ提出及びＬＩＦＥを用いて算定基準を満たすことを確認

し、 

― 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること又は 

― 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い（４月サービス提供分の他の加算や基本報酬にか

かる請求は通常通り実施）、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること等の取

り扱いを行うこと。 

・ なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。 

・ また、令和３年５月分及び６月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可

能である。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注16 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老

人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認

知症によって要介護者となった入所者をいう。)に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、１日につき120単位を所定単位数に加算する。

ただし、ムを算定している場合は、算定しない。 

＊ ム 認知症行動･心理状況緊急対応加算 
 

若年性認知症利用者受入加算    120単位／日 
 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 64 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介

護医療院サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準 

第18号の規定を準用する。 

18 受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知症

によって要介護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⒃ 

３の２⒃を準用する。 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニ

ーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【21.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.69】 

 

(問48) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護と通所介護及び通所リハビリテーションにお

ける若年性認知症ケア加算とは何が違うのか。 

(答) 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、認知症の者が自宅において日常生活を送る

ことができるよう、地域密着型サービスとして位置づけているものである。 

２ 一方、通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算は、通常の通所介護

及び通所リハビリテーションについて、若年性認知症利用者のみの単位でそれぞれにあった内容の

介護を行ったり、利用者又はその家族等の相談支援等を行う場合に加算されるものである。 

(問101) 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。  
 
(答) 65歳の誕生日の前々日までは対象である。  
 
問102) 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。  
 
(答) 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきた

い。人数や資格等の要件は問わない。  

８ 若年性認知症入所者受入加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注17 

専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を１名以上配置しているもの

として市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、１日につき25単位を所定単位

数に加算する。 
 

常勤専従医師配置加算    25単位／日 

 

 

 

 

 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注18 

認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占める指定地域密着型介護老人福祉施設において、

精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以上行われている場合は、１日につき５単位

を所定単位数に加算する。 
 

精神科医師定期的療養指導加算    ５単位／日 

 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⒅ 

①  注18に規定する「認知症である入所者」とは、次のいずれかに該当する者とすること。 

イ 医師が認知症と診断した者 

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老人福祉法による特別養護老人ホ

ームにおける痴呆性老人等介護加算制度について」（平成６年９月30日老計第131号）における認知症

老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必要としない。 

②  精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、認知症である入所者の数を的確

に把握する必要があること。 

③  注18において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼうしている医療機関において精神

科を担当している医師を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師

であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場

合は算定できる。 

④  精神科を担当する医師について、注17による常勤の医師に係る加算が算定されている場合は、注18の

規定にかかわらず、精神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること。 

⑤  健康管理を担当する地域密着型介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が１名であり、当該医師が精

神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月４回（１回あたりの勤務時

間３～４時間程度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例えば、月６回配置医師とし

て勤務している精神科を担当する医師の場合:６回－４回＝２回となるので、当該費用を算定できるこ

とになる。） 

⑥  入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 常勤専従医師配置加算 
 

10 精神科医師定期的療養指導加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 注19 

入所者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある

者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の占める割合が100分の30

以上である指定地域密着型介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を

有する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生

活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを１名以上配置しているものとして市町村長に

届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)として、１日につき

26単位を、入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である指定地域密着

型介護老人福祉施設において、障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事す

る常勤の職員であるものを２名以上配置しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設について

は、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)として、１日につき41単位を所定単位数に加算する。ただし、障害者生

活支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定しない。 
 

障害者生活支援体制加算(Ⅰ)    26単位 

障害者生活支援体制加算(Ⅱ)    41単位 
 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⒆ 

①  注19の「視覚障害者等」については、利用者等告示第44号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に

重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者」としたところであるが、より具体的に

は以下の者が該当するものであること。 

イ 視覚障害者 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳

（以下「身体障害者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに準ずる視覚障害の

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有

する者 

ロ 聴覚障害者 

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の状態にあり、日常生活におけるコ

ミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者 

ハ 言語機能障害者 

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障害等の状態にあり、日常生活にお

けるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者 

ニ 知的障害者 

｢療育手帳制度について」（昭和48年９月27日付厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長

あて厚生事務次官通知）第五の２の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が｢療育手帳制度

の実施について」（昭和48年９月27日児発第725号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家

庭局長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するＡ（重度）の障害を有する者又は知的障

害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知的障害

者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定する重度の障害を有する者 

ホ 精神障害者 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により交付

を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害等級（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭

和25年政令第155号）第６条第３項に規定する障害等級をいう。）が一級又は二級に該当する者であっ

て、65歳に達する日の前日までに同手帳の交付を受けた者 

②  注19の「視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上」又は「入所者のうち、視覚障害者

等である入所者の占める割合が100分の50以上」という障害者生活支援員に係る加算の算定要件は、視覚

11 障害者生活支援体制加算 
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障害者、聴覚障害者、言語機能障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数が入所者に占める割合が100

分の30以上又は100分の50以上であれば満たされるものであること。この場合の障害者生活支援員の配

置については、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例

えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害、知的障

害及び精神障害に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援

を行うことができれば、当該加算の要件を満たすものとする。 

③  知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（利用者等告示第45号ハ）としては、知的障害

者福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、同法第19条第１項に規定する知的障害

者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験５年以上の者とする。 
 

⑶ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（厚労告94号） 58 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注19の厚生労働大臣が定

める者 

第45号に規定する者 

45 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイか

らニまでの注19の厚生労働大臣が定める者 

次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者 

イ 視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 

ロ 聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者 

ハ 知的障害 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第14条各号に掲げる者又はこれらに準ずる

者+ 

ニ 精神障害 精神保健福祉又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

155号）第12条各号に掲げる者 
 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第12条各号に掲げる者 とは  

 ○ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課

程を修めて卒業した者（当該科目等を修めて専門職大学の前期課程を修了したものを含む。）であ

って、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの  

 ○ 医師  

 ○ 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であって、精神保健及び精神障害者の

福祉に関する経験を有するもの  

 ○ 上記に準ずるものであって、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H27.4.1 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H30.3.23 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 

 

(問139) 例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者

生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が15人以上いれば、障害者生活支援体制加

算を算定できるのか。  

 

(答) 貴見のとおりである。  

(問139) 50名以上の場合の具体的な計算はどうなるか。 

 

(答) 例えば、障害者を60名受け入れていた場合、60を50で除した1.2に１を加えた常勤換算2.2名以上障

害者生活支援員を配置している必要がある。  
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ホ 

入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、１日につき所定単位数を加算

する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定地域密着型介護老人福祉施設に再び入所した場

合も、同様とする。 

初期加算    30単位 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(22) 

①  入所者については、地域密着型介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために

様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、１日につき30単位を加算すること。 

②  「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できない

こと。 

③  当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係初期加算は、当該入所者が過去３月間

（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間とする）の間に、当

該地域密着型介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 

なお、当該地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護（単独型の場合であ

っても指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者

生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について（平成12年老企第40号）第二の１の⑵の② に該当する場合を含む。）を利用して

いた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施設

に入所した場合を含む。）については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控

除して得た日数に限り算定するものとする。 

④  30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③にかかわらず、初期加算が算定され

るものであること。 

 

 
 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） へ 

別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、

指定地域密着型介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師

の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設（以下この注

において「医療機関等」という。）に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意

を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、１月につき１回を限度とし

て所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注８又は栄養マネジメント強化加算を算定している場

合は算定しない。 
 

退所時栄養情報連携加算    70単位/月 
 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告94号） 46の２ 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヘの注及

びトの注の厚生労働大臣が定める特別食 

第12号に規定する特別食 

12 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のニの注１のイの厚生労働大臣が定める

特別食 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有す

る腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵
すい

臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥
の

下困難者

のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。） 

12 初期加算 
 

13 退所時栄養情報連携加算 
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⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(22) 

① 退所時栄養情報連携加算は、指定地域密着型介護老人福祉施設と医療機関等の有機的連携の強化等を

目的としたものであり、入所者の栄養に関する情報を相互に提供することにより、継続的な栄養管理の

確保等を図るものである。 

② 退所時栄養情報連携加算は、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態に

あると医師が判断した入所者が、指定地域密着型介護老人福祉施設からその居宅に退所する場合、当該

入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。また、当

該入所者が病院、診療所若しくは他の介護保険施設（以下、「医療機関等」という。）に入院若しくは入

所する場合、当該医療機関等に対して、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該入所

者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。 

なお、当該加算は、当該入所者が退所した日の属する月において、１月に１回を限度として算定できる。 

③ 栄養管理に関する情報とは、提供栄養量、必要栄養量、食事形態（嚥下食コード含む。）、禁止食品、

栄養管理に係る経過等をいう。 

④ 栄養管理に関する情報の提供については別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔

の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 

⑤ 退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食は、別に厚生労働大臣が定める特別食に加え、心臓疾患

等の入所者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の入所者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所

者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者に対する低

残渣食並びに高度肥満症（肥満度がプラス40％以上又はＢＭＩが30以上）の入所者に対する治療食をい

う。 

なお、高血圧の入所者に対する減塩食（食塩相当量の総量が60グラム未満のものに限る。）及び嚥下困

難者（そのために摂食不良となった者も含む。）のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施

設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合

と異なり、退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食に含まれる。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.19 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）Vol.1229】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.19 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）Vol.1245】 

 

 

 

 

 

 

 

  

(問18) 同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。 
 
(答) 同一月に再入院する場合は算定できず、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状

況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。 

(問２) 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退

居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 
 
(答) 算定可能。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ト 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設に入所している者が退所し、

当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定地域密着型介護老

人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等※を必要とする者であり、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄

養ケア計画を策定したときに、入所者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イか

らニまでの注８を算定している場合は、算定しない。   ※ 13⑵を参照 
 

再入所時栄養連携加算    200単位 
 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 65の２ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介

護医療院サービスにおける再入所時栄養連携加算の基準 

通所介護費等算定方法第10号、第12号、第13号及び第15号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

＊ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定

方法(厚生省告示第27号) 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(24) 

① 地域密着型介護老人福祉施設に入所していた者が、医療機関に入院し、当該者について、医師が別に

厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合であって、当該者が退院し

た後、直ちに再度当該地域密着型介護老人福祉施設に入所（以下「二次入所」という。）した場合を対象

とすること。 

② 嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーショ

ン学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する

潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸

管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度がプラス40％以上又はＢＭＩが

30以上）の者に対する治療食を含む。なお、高血圧の者に対する減塩食（食塩相当量の総量が6.0グラム

未満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も含む。）のための流動食は、介

護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。 

③ 当該地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機

関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入

所後の栄養ケア計画を作成すること。 

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。た

だし、当該者又はその家族（以下この②において「当該者等」という。）が参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用

に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

④ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定すること。 

 

  

14 再入所時栄養連携加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７チ 

１ 退所前訪問相談援助加算    460単位 

入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職

員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当

該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入所中１回(入所後早期に退所前訪問相談援助

の必要があると認められる入所者にあっては、２回)を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く。以下

同じ。)に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、

情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

２ 退所後訪問相談援助加算    460単位 

入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助

を行った場合に、退所後１回を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意

を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

３ 退所時相談援助加算      400単位 

入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを

利用する場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービ

ス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、

当該入所者の同意を得て、退所の日から２週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村(特

別区を含む。以下同じ。)及び老人介護支援センターに対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添え

て当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者１人

につき１回を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意

を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必

要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

４ 退所前連携加算        500単位 

入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを

利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事

業者(介護保険法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)に対して、当該

入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地

域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅

サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者１人につき１回を限度と

して算定する。 

５ 退所時情報提供加算      250単位 

入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得

て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入

所者１人につき１回に限り算定する。 

 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８（22） 

①  退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算 

イ 退所前訪問相談援助加算については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立っ

て、入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合

に、入所中１回に限り算定するものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要がある

と認められる場合については、２回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この場

合にあっては、１回目の訪問相談援助は退所を念頭においた地域密着型施設サービス計画の策定に当

15 退所時等相談援助加算 
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たって行われるものであり、２回目の訪問相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に

向けた最終調整を目的として行われるものであること。 

ロ 退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後30日以内に入所者の居宅を訪問して相談援助

を行った場合に、１回に限り算定するものである。 

ハ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助加算は訪問日に算定するものであ

ること。 

ニ 退所前訪問相談援助加算及び退所後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないものである

こと。 

ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

ｃ 死亡退所の場合 

ホ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓

練指導員又は医師が協力して行うこと。 

ヘ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

ト 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の

内容の要点に関する記録を行うこと。 

②  退所時相談援助加算 

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。 

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活に関する相談援助 

ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関す

る相談援助 

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 

ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

ロ ①のニからトまでは、退所時相談援助加算について準用する。 

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福祉法第20条の７の２に規定する老

人介護支援センターに替え、法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターに対して行った

場合についても、算定できるものとする。 

③  退所前連携加算 

イ 退所前連携加算については、入所期間が１月を超える入所者の退所に先立って、指定居宅介護支援

事業者の介護支援専門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った

場合に、入所者１人につき１回に限り退所日に加算を行うものであること。 

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

ハ ①のニ及びホは、退所前連携加算について準用する。 

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携加算を算定する場合には、最初に

在宅期間に移るときにのみ算定できるものとする。 

④ 退所時情報提供加算 

イ 入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入所者を紹介するに当たって

は、別紙様式 10 の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書

の写しを介護記録等 に添付すること。 

ロ 入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合に

は、本加算は算定できない。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.3.22 平成18年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 

 

(問68) 退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に

退所前連携加算が算定できるのか。 
 
(答) 算定可能である。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【H24.3.16 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 

   

(問185) 退所（院）前訪問指導加算（退所前相談援助加算）において､入所者が退所後に他の社会福祉施

設等に入所した場合の｢他の社会福祉施設等｣は、具体的には何を指すのか。 

 

(答) 他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。 

なお、退所（院）後訪問指導加算（退所後訪問相談援助加算）、退所（院）時情報提供加算、入所

前後訪問指導加算においても同様の取扱いである。 

(問89) 介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅サービスの

利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。 

 

(答) 例えば、退所後に福祉用具の利用が必要と見込まれる場合においては、福祉用具専門相談員や居宅

サービスを提供する作業療法士等と以下の連携を行うことが考えられる。 

－ 退所前から福祉用具専門相談員等と利用者の現状の動作能力や退所後に生じる生活課題等を共

有し、利用者の状態に適した福祉用具の選定を行う。 

－ 退所する利用者が在宅で円滑に福祉用具を利用することができるよう、利用者や家族等に対し

て、入所中から福祉用具の利用方法等の指導助言を行う。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７リ 

指定地域密着型介護老人福祉施設において、協力医療機関（指定地域密着型サービス基準第152条第１項

本文（指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。）に規定する協力医療機関をい

う。）との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している

場合は、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 
 

⑴ 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第152条第１項各号に掲げる要件を満たしている

場合                                      50単位 

⑵ ⑴以外の場合                                 ５単位 
 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(26) 

① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者の急

変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等にお

ける対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。 

② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所者や新規入所者

を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳

細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。 

③ 協力医療機関が指定地域密着型サービス基準第152条第１項第１号から第３号までに規定する要件（以

下、３要件という。）を満たしている場合には⑴の50単位、それ以外の場合には⑵の５単位を加算する。

⑴について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより３要件を満たす場合には、それぞ

れの医療機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、指定地域密着型サービス基準第152

条第２項に規定する届出として当該要件を満たす医療機関の情報を市町村長に届け出ていない場合には、

速やかに届け出ること。 

④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね３月に１回以上開催されている必要がある。ただし、電子的シス

テムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されてい

る場合には、概ね６月に１回以上開催することで差し支えないこととする。 

なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で情報

共有等を行う会議を実施することが望ましい。 

⑤ 会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。

以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑥ 本加算における会議は、指定地域密着型サービス基準第152条第２項に規定する、入所者の病状が急変

した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。 

⑦ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

(問127) 協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな

職種を想定しているか。 
 
(答) 職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急

変時等における当該協力医療機関との対応を確認できる者が出席すること。 

16 協力医療機関連携加算 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.19 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）Vol.1229】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.29 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）Vol.1245】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.6.7 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.7）Vol.1270】 

 

 

  

(問13) 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医

療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち１つの医療機関と行うこ

とで差し支えないか。 
 
(答) 差し支えない。 

(問３) 協力医療機関連携加算について、｢電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設

の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年３回以上開催すること

で差し支えない｣とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するか。 

 

(答) 例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用した地域医療ネットワー

ク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク（以下「地連ＮＷ」という。）に参

加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の

対応方針等の情報について当該地連ＮＷにアクセスして確認可能な場合が該当する。 

この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方

針等についてそれぞれの患者について１ヶ月に１回以上記録すること。 

なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により

介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月１回の頻度で提供すること。 

(問１) 協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する

会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力医療機関と共有することに同意

が得られない者に対して算定できるか。 
 
(答) 協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築すること

を目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、協力医療機関に対して病

歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者であっても、当該入所者の急変時等にお

いて協力医療機関による診療等が受けられるよう取り組むことが必要。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ヌ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉

施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算とし

て、１日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注８を算定している場合は、算定しない。 

栄養マネジメント強化加算   11単位 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 65の３ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における栄養マネジメント強化加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 管理栄養士を常勤換算方法（指定地域密着型サービス基準第２条第７号に規定する常勤換

算方法をいう。以下この号において同じ。）で、入所者の数を 50で除して得た数以上配置して

いること。ただし、常勤の栄養士を１名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合

にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を 70で除して得た数以上配置してい

ること。 

ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従

い、当該入所者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄養状

態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。 

ハ ロに規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題がある

と認められる場合は、早期に対応していること。 

ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たっ

て、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して

いること。 

ホ 通所介護費等算定方法＊第 10号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 
 
＊ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定

方法(厚生省告示第27号) 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(28) 

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第65 号の

３に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第65号の３イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりと

する。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含

むことはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置されている場合は、管理栄

養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士

１名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を70 で除して得た数以上配置していることを

要件とするが、この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管

理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている

場合が該当すること。なお、この場合においても、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給

食管理を行うことを妨げるものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することに

よって算出するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情によ

り、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、

職員数が減少しなかったものとみなすこととする。 

17 栄養マネジメント強化加算  
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ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日をもって

終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。

この場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。

この平均入所者の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口

腔
く う

管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月

16日老認発0316 第３号、老老発0316 第２号）第４に基づき行うこと。ただし、低栄養状態のリスクが

中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当しない

場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が以下の対応を行

うこと。 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が

共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際

に特に確認すべき点等を示すこと。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状態、食事摂取量、

摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方

法等の食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを基本とし、

必要に応じ、関連する職種と連携して行うこと。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施できな

い場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えないが、観察した結果については、

管理栄養士に報告すること。なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の

観察を兼ねても差し支えない。 

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行い、必要に応

じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、管理栄養士が

退所後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する

場合は、入所中の栄養管理に関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コ

ード）、食事上の留意事項等）を入所先（入院先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の際に、あわせて

食事の状況を把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄

養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

⑥ 大臣基準第65号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の

状態に応じた栄養ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価

（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサ

イクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

(問126) 「施設サービスにおける栄養ケア・マネジメントについて」において、「管理栄養士と医師、歯

科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種が共同して栄養ケア・マネジメントを行う体制

を整備すること」とされている。また、栄養マネジメント強化加算の留意事項通知においても、

「医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄

養ケア計画」となっているが、記載されている全ての職種の関与や配置は必要か。 
 
(答) 管理栄養士及びその他の必要な職種により多職種共同で栄養ケア計画の作成等の栄養管理を行う

必要があるが、記載されている全ての職種の関与及び配置は必須ではない。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）】 

 
 
 

 

 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ル 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、医師の指示に基

づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管に

より食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している

場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚

士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に

限り、１日につき所定単位数を加算する。ただし、ただし、イからニまでの注８を算定している場合は、

算定しない。 

また、経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養

管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期

間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続

して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当

該加算を算定できるものとする。 
 

経口移行加算    28単位 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 66 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービ

ス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口移行加算の基準 

通所介護費等算定方法第10号、第12号、第13号、第14号（看護職員の員数に対する看護師の配

置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって

医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。

第67号イ、第96の２及び第98号において読み替えて準用する第93号において同じ。）及び第15号

に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

（→利用定員超過、人員欠如などに該当しないこと。） 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(29) 

①  経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げ

るイからハまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及

(問16) 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれる

が、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 
 

(答)・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、

当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者につい

て情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により

提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目

である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の

利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

18 経口移行加算 
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び支援が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、

看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進める

ための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作

成すること。）。また、当該計画については、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援

の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護においては、経口移行計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記

載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実施すること。経口

移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日まで

の期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限

るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られた

日から起算して、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであっ

て、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要と

される場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、

医師の指示はおおむね２週間ごとに受けるものとすること。 

②  経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、

次のイからニまでについて確認した上で実施すること。 

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定しているこ

と。）。 

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔
くう

、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。）。 

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再

度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定できないものとす

ること。 

④  入所者の口腔
くう

の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定されることから、必要

に応じて、介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じ

ること。 

⑤ なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄

養、口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H17.9.7 平成17年10月改定関係Q&A】 

 

(問74) 経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。  

(答) 本加算の算定要件としては管理栄養士の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合

は、算定しない。 

(問75) 経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。  

(答)１ 経口移行加算については、経口移行計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得

た日から算定するものとする。 

２ なお、計画作成日が９月30日以前の場合、180日間の期間の算定は、当該加算に係る法令の施行が

10月１日であることから、10月１日から起算することとする。 

３ また、当該加算について、平成17年10月１日時点における既入所者については、平成17年10月分

に限り、平成17年10月中に同意がとれていれば、平成17年10月１日に遡り算定できることとする。 

(問76)  (経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について180日時点で経口摂取が一切認

められない場合、算定不可となるのか。  

(答) 御指摘のとおりであるが、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要として医師の指示を

受けた者に対して行うこととするため、経口移行がこれ以上進まないと医師が判断した方についても算

定することはできない。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ヲ 

経口維持加算(Ⅰ)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉

施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥
えん

が認められる入所

者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員

その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ご

とに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該

計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄

養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場

合に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注８又は経口移行加算を算定している

場合は算定しない。 

経口維持加算(Ⅱ) については、協力歯科医療機関を定めている指定地域密着型介護老人福祉施設が、経

口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための

食事の観察及び会議等に、医師(指定地域密着型サービス基準第131条第１項第１号に規定する医師を除

く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 
 

経口維持加算(Ⅰ)    400単位 

経口維持加算(Ⅱ)    100単位 
 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告 95号） 67 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護

療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口維持加算の基準 

イ 通所介護費等算定方法第10号、第12号、第13号、第14号及び第15号に規定する基準のいずれにも該当

しないこと。 

ロ 入所者の摂食又は嚥
えん

下機能が医師の判断により適切に評価されていること。 

ハ 誤嚥
えん

等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

ニ 食形態に係る配慮など誤嚥
えん

防止のための適切な配慮がされていること。 

ホ ロからニまでについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して実

施するための体制が整備されていること。 

(問77) 経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経

口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。

それとも、当該加算は入所者一人につき一度しか算定できないのか。  

(答)  入所者一人につき、一入所一度のみの算定となる。 
 
(問78) 経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていても算定は可能か。  

(答) 経口移行加算の算定期間は、経口からの食事が可能となり経管栄養を終了した日までの期間とする。 
 
(問79)  経口移行加算について、身体状態の変化により経口と経管摂取を繰り返すケースでは、毎回加

算は算定可能なのか。 

(答)１ 経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管栄養を終了した日までの期間

とするがその期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限る。 

２ 180日間にわたり算定した後、疾病等により、経口による食事の摂取に移行するための栄養管理を

中断しなければならなかった場合でも、病状が改善し、引き続き経口による食事の摂取を進めるため

の栄養管理が必要と医師が判断する場合には算定可能とする。 

(問80) 経口移行加算について、180日以降も一部経口摂取可能であり継続して栄養管理が必要な者は引

き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に算定可能なのか。 

(答) 経口移行が進むと医師が判断する期間中は算定可能である。 

19 経口維持加算 
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⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知  ８(30) 

①  経口維持加算（Ⅰ）については、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害（食事の摂取に関する認知機能の低

下を含む。以下同じ。）を有し、水飲みテスト（｢氷砕片飲み込み検査｣、｢食物テスト（food test）｣、

｢改訂水飲みテスト｣などを含む。以下同じ。）、頸部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造影

剤使用撮影」をいう。以下同じ。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」

をいう。以下同じ。）等により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する

認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ。）

ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師

又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、

当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行う

に当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種

の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による

食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に

応じた見直しを行うこと。また、当該経口維持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別

な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護においては、経口維持計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の

中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。 

入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止し

つつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のこ

とをいう。 

②  経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（指定地域密着型サービ

ス基準第131条第１項第１号に規定す る医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれ

か１名以上が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定

されるものであること。 

③  経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は、関係職種

が一堂に会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の参加が得

られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする。 

④  管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制

とすること。 

⑤ なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.3.22 平成18年４月改定関係Q＆A(vol.1)】 

 

(問73) 経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の中に含めることは可能

か。 

(答) 当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。 

 

(問74)  経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見等でよいか。 

(答) 医師の所見でよい。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は診療録等に記録しておくこと 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【H21.4.17 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2)】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H24.3.16 平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.3.31 令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 介護老人福祉施設等に関するQ&A】 

 

(問75)  経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための

食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具体的にどのようなことか。 

(答)１ 例えば、一律に刻み食を提供することにより、かえって咳き込みやその結果としての誤嚥が生じ

てしまうといった事例も見受けられることから、経□による食事摂取を進めるためには、入所者が、

食物を□の中で咀嚼することに障害があるのか､咀嚼後の食塊形成や移送に障害があるのか、とい

った個々の状況を把握し､これに応じた食物形態とすることが重要である｡ 

注) 刻み食は、程度にもよるが、咀嚼に障害があっても食塊形成・移送には問題ないといった方以

外には不適切。また、①食物は柔らかいか、②適度な粘度があってバラバラになりにくいか､③ロ

腔や咽頭を通過するときに変形しやすいか､④べたついていないか(粘膜につきにくくないか)、

などの観点を踏まえ、個々の利用者に応じた食物形態とすることが必要。 

２ また、誤嚥防止の観点のみならず、□から食べる楽しみを尊重し、見た目、香りやにおい、味付

け(味覚)、適切な温度、食感などの要素に配慮することも重要であり､複数の食材を混ぜてペース

ト状にして一律に提供することなどは適切でない。 

３ 摂取方法に関しては、それぞれの障害の状態に応じ、摂食・嚥下を行いやすい体位等があるため､

誤嚥を防止するよう利用者ごとの適切な体位に配慮するとともに、テーブル、スプーンの形状等の

食事環境や、摂取ペースなどにも配慮することが必要である。 

(問６) 経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担

となると考えてよろしいか。 

(答) 造影撮影（造影剤使用撮影）の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険施設に入所してい

る者については、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療保険で算定可能である。 

また、内視鏡検査（喉頭ファイバースコピー）の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施

設入所者については、医療保険で算定可能である。 

なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往診、通院についての施設

療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。 

(問131) 指示を行う歯科医師は、対象者の入所（入院）している施設の歯科医師でなければいけないか。 

(答) 対象者の入所（入院）している施設に勤務する歯科医師に限定していない。 

(問３) 経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 

(答) 本加算の算定要件としては管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に該

当する場合は、算定しない。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）（令和3年3月26日）問93で修正 

(問90) 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって

歯科医師の関与や配置は必要か。  

(答) 多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じ

て行うものである。 

※ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月23日）問71の修正。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 

 

 

 

 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ワ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対し、

歯科衛生士が口腔
くう

衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。 
  

口腔
くう

衛生管理加算(Ⅰ)    90単位 

口腔
くう

衛生管理加算(Ⅱ)   110単位 
 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告 95号） 69 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護

医療院サービスにおける口腔
くう

衛生管理加算の基準 

イ 口腔
くう

衛生管理加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔
くう

衛生

等の管理に係る計画が作成されていること。 

⑵ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔
くう

衛生等の管理を月２回以上行うこと。 

⑶ 歯科衛生士が、⑴における入所者に係る口腔
くう

衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術

的助言及び指導を行うこと。 

⑷ 歯科衛生士が、⑴における入所者の口腔
くう

に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。 

⑸ 通所介護費等算定方法第10号、第12号、第13号及び第15号に規定する基準のいずれにも該当しないこ

と。 

ロ 口腔
くう

衛生管理加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 入所者ごとの口腔
くう

衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔
くう

衛生の管理の実施に当たって、

当該情報その他口腔
くう

衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

(問92) 原則、６月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、６月を超えた場合の検査やおおむね１月ごと

の医師又は歯科医師の指示も不要となるか。 

(答) 原則、６月以内に限るとする算定要件の廃止に伴い、６月を超えた場合の水飲みテスト、頸部聴診

法、造影撮影、内視鏡検査等やおおむね１月ごとの医師又は歯科医師の指示に係る要件は廃止となっ

たものの、月１回以上行うこととされている食事の観察及び会議等において、検査や誤嚥防止のため

の食事の摂取を進めるための特別な管理を行う必要性について検討し、必要に応じて対応されたい。 

(問94) 水飲みテストとはどのようなものか。 

(答) 経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要で

ある。代表的な水飲みテスト法である窪田の方法（窪田俊夫他：脳血管障害における麻痺性嚥下障害

－スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10（2）：271－276、1982）をお示しす

る。 

※ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月23日）問72の修正。 

20 口腔
く う

衛生管理加算 
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⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知  ８(31) 

①  口腔
く う

衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔
く う

衛生体制加算を算定してい

る施設の入所者に対して口腔
くう

衛生の管理を行い、当該入所者に係る口腔
くう

清掃等について介護職員へ具体

的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。 

②  当該施設が口腔
く う

衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同

一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとと

もに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。 

③  歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔
くう

衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔
く う

に関す

る問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛

生士が入所者に対する口腔
くう

衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生士が実施

した口腔
くう

衛生の管理、当該入所者に係る口腔
くう

清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導

の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録（以下「口腔
く う

衛生管理に関する実施記録」という。）を

別紙様式１を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該口腔
く う

衛生管理に関する実

施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔
く う

に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、

当該入所者の口腔
く う

の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービス

が提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、入所者の

状態に応じた口腔
く う

衛生の管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容

の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪

問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上（令和６年６

月以降、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第２歯科診療報酬点数表の区分番

号Ｃ００１に掲げる訪問歯科衛生指導料の「注２」に規定する緩和ケアを実施するものの場合は、７回

以上）算定された場合には算定できない。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H 30.3.23 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 

 

(問77) 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合

も算定できるのか。 

(答) 利用者ごとに口腔ケアを行うことが必要である。 

(問78) 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定できることとされ

ているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月２回に満たない場合であっ

ても算定できるのか。満たない場合であっても算定できるのか。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）（令和3年3月26日）問97で修正 

(答) 月途中からの入所であっても、月２回以上口腔衛生等の管理が実施されていない場合には算定でき

ない。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）（令和3年3月26日）問97で修正 

(問79) 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定

できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は２回分の実施とするのか。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）（令和3年3月26日）問98で修正 

(答)  同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、１回分の実施となる。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）（令和3年3月26日）問98で修正 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 

 
 

 
 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７カ 

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市町村長に届け出て当該基準による食事の提供を行

う指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につ

き３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て行われていること。 
 

療養食加算    ６単位 

⑵ 別に厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  

35 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福

祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービス並びに介護予

防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費における療養食加算の基準 

通所介護費等算定方法第３号、第４号、第10号、第12号、第13号、第14号（看護職員の員数に対する

看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所

（指定居宅サービス等基準第142条第１項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。）

であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。

第118号において読み替えて準用する第40条において同じ。）に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

⑶ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（厚労告94号） 

47 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のカの注

の厚生労働大臣が定める療養食 

第23号に規定する療養食 

(問95) 口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施

計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。  

(答) 貴見のとおり。 

(問96) 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協

力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。 

(答) 施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤、非常勤を問わない）または協力歯科医療機関等に属

する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療

機関等の歯科医師の指示が必要である。 

※ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)(H30.３.23）問76の修正。 

(問98) 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場

合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は２回分の

実施とするのか。  

(答) 同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、１回分の実施となる。 

※ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（H.30.３.23）問79の修正。 

【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福

祉施設】 

※ 平成17年10月改定関係Ｑ＆Ａ（H17.９.７）問55から問73までは削除する。 

※ 平成17年10月改定関係Ｑ＆Ａ【追補版】（H17.10.27）問17、問18、問24は削除する。 

21 療養食加算 
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23 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のハの注の厚生労働大臣が定める療養食 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有す

る糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵すい臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別

な場合の検査食 
 

⑷ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(34) 

①  療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手

段として発行された食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。

なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。 

②  加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供さ

れる利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病 食、

胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食）をい

うものであること。 

③  経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行加

算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。 

④  前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。 

⑤  減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、

高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。 

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0ｇ未満の減塩

食をいうこと。 

⑥  肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の

場合を含む。）等をいうこと。 

⑦  胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食

は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下し

ている入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。 

⑧  貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10ｇ／dl以下であ

り、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

⑨  高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ（Body Mass Index）が35以上）に対して食事療法を行う

場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。 

⑩  特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少な

い調理済食品を使用した場合は「特別 、 な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。 

⑪  脂質異常症食の対象となる入所者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ―コ

レステロール値が140㎎／dl以上である者又はＨＤＬ―コレステロール値が40㎎／dl未満若しくは血清

中性脂肪値が150㎎／dl以上である者であること。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H17.9.7 全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 H17.10月改定関係Q&A 】 
 

 
 

(問89) ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。  

(答) 短期入所生活（療養）介護の利用毎に食事せんを発行することになる。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【H17.10.27 介護制度改革information vol.37 H17.10改定Q＆A(追補版)等について】 
 

 
厚生労働省Ｑ＆Ａ【21.4.17 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2)】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H30.3.23 「平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 

 

 

 

 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ヨ 

透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるも

のに対して、１月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 
 

特別通院送迎加算             594単位／１月 
 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(32) 

特別通院送迎加算は、施設外において透析が必要な入所者が、家族等による送迎ができない、送迎サー
ビスを実施していない病院又は診療所を利用している場合等のやむを得ない事情により、施設職員が送迎
を行った場合に算定できるものであり、透析以外の目的による通院送迎は当該加算の算定のための回数に
含めない。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

(問28) 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 

(答) 療養食加算においては、療養食の栄養管理、特別な調理及び食材料費の費用を評価しているところ

である。 

(問29) 短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期

入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると

思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業

所が主治医に交付を依頼するのか。 

(答)１ 短期入所を利用する者のうち療養食を必要とする者に対する食事せんについては、配置医師が交

付することとする。 

２ なお、設問のような場合については、運営基準において、「短期入所事業者は、指定短期入所生

活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を

通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めること」とされているところであり、療養食の可能性についてもサービス担

当者会議等を通じて把握するとともに、利用開始日に配置医師が不在の場合は、あらかじめ、食事

せんの発行を行っておくなど適宜工夫して行われたい。 

(問10) 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査

の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 

(答) 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなる

まで算定できる。 

(問82) 10時や15時に提供されたおやつは１食に含まれるか。 

(答) おやつは算定対象に含まれない。 

(問83) 濃厚流動食のみの提供の場合は、３食として理解してよいか。 

(答) １日給与量の指示があれば、２回で提供しても３回としてよい。 

(問135) 「１月につき12回以上、通院のため送迎を行った場合」とは往復で１回と考えてよいか。 
 
(答) 貴見のとおり。 

22 特別通院送迎加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７タ 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介

護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基

準第131条第１項第１号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外（配置医師と当該指定介護老人福祉施設の間

であらかじめ定められた配置医師が当該指定地域密着型介護老人福祉施設において勤務する時間以外の

時間をいい、早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下この注において同じ。）、夜間（午後６

時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。）及び深夜（午後10時から午前６時までの

時間をいう。以下この注において同じ。）を除く。以下この注において同じ。）、早朝(午前６時から午前８

時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後６時から午後10時までの時間をいう。以下

この注において同じ。)又は深夜(午後10時から午前６時までの時間をいう。以下この注において同じ。)

に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由

を記録した場合は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は１回につき325単位、早

朝又は夜間の場合は１回につき650単位、深夜の場合は１回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体

制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。 

 

早朝又は夜間  650単位／１回 

深夜     1,300単位／１回 

 

⑵ 厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96号）  

44の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における配置医師緊急時対応加算に係る施設基準 

イ 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診

療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間で、

具体的な取決めがなされていること。 

ロ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と指定地域密着型サービス基準第152条第１項本

文（指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。）に規定する協力医療機関の

医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること。 
 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(33) 

① 配置医師緊急時対応加算は、入所者の看護・介護に当たる者が、配置医師に対し電話等で直接施設へ

の訪問を依頼し、当該配置医師が診療の必要性を認めた場合に、可及的速やかに施設に赴き診療を行っ

た場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に施設に赴いて診療を行った場合には算定できな

い。ただし、医師が、死期が迫った状態であると判断し、施設の職員と家族等に説明したうえで、当該

入所者が死亡した場合について、早朝や日中の診療終了後の夜間に施設を訪問し死亡診断を行うことを

事前に決めている場合には、この限りでない。 

② 配置医師緊急時対応加算の算定については、事前に氏名等を届出た配置医師が実際に訪問し診察を行

ったときに限り算定できる。 

③ 施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容について記録を行わなければならな

い。 

 

23 配置医師緊急時対応加算 
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④ 配置医師の通常の勤務時間外とは、配置医師と施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該施設

において勤務する時間以外の時間（早朝・夜間及び深夜を除く）とし、早朝・夜間（深夜を除く）とは、

午後６時から午後10時まで又は午前６時から午前８時までとし、深夜とは、午後10時から午前６時まで

とする。なお、診療の開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定すること。診

療時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯における診療時間が全体の診療時間に占める

割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。 

➄ 算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、

曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に定め、

１年に１回以上見直しをすることにより、24時間配置医師による対応又はその他の医師の往診による対

応が可能な体制を整えることとする。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H30.3.23 「平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 
 

 

  

(問138) 配置医師の通常の勤務時間内であるが、出張や休暇等により施設内に不在であった時間帯にお

いて、当該配置医師が対応した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。 
 
(答) 算定できない。 

 

(問139) 配置医師の所属する医療機関の他の医師が、緊急の場合に施設の求めに応じて、配置医師に代

わり診療した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。 
 
(答)  算定できない。なお、配置医師の所属する保険医療機関かどうかに関わらず、緊急の場合に配置医

師以外の保険医が特別養護老人ホームの入所者を診療する場合の診療の費用の取扱いについては、

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」（平成18年３月31日保医発0331002 

号厚生労働省保険局医療課長通知）の３の⑵を参照されたい。 

 

※「「平成30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月23 日）」の送付について」の

問93 は削除する。 

(問91) 配置医師緊急時対応加算の趣旨如何。 

(答) 配置医師が行う健康管理等の対応については個別の契約により給与や委託費等を支払う形式が基

本になっていると思われるが、今回の配置医師緊急時対応加算については、これまで、配置医師が緊

急時の対応を行ったような場合について報酬上の上乗せの評価等が存在しなかったことや、施設の現

場において緊急時の対応を行った配置医師に対する謝金や交通費の負担についての課題が存在した

ことから、配置医師が深夜等に緊急時の対応を行う環境を整備し、こうした対応を推進するために、

新たな加算を設けることとしたものである。こうした趣旨を踏まえて、加算を活用されたい。 

 

(問92)  早朝・夜間又は深夜に診療を行う必要があった理由とは、具体的にはどのようなものか。 

(答)  例えば、入所者の体調に急変が生じ、緊急的にその対応を行う必要があったことが考えられ。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７レ 

１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介

護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行っ

た場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については１日につき72単

位を、死亡日以前４日以上30日以下については１日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日について

は１日につき680単位を、死亡日については１日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所し

た日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。 

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介

護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行っ

た場合においては、当該入所者が当該指定地域密着型介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取

り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については１日につき72単位を、死亡日以前４日以

上30日以下については１日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については１日につき780単位を、

死亡日については１日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定してい

る場合は、算定しない。 
 

看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日以前31日以上45日以下 72 単位／日 

死亡日以前４日以上30日以下 144 単位／日 

死亡日前日､前々日 680 単位／日 

死亡日 1280 単位／日 

看取り介護加算(Ⅱ) 死亡日以前31日以上45日以下 72 単位／日 

死亡日以前４日以上30日以下 144 単位／日 

死亡日前日､前々日 780 単位／日 

死亡日 1580 単位／日 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96） 

45 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算(Ⅰ)に係る施設基準 

⑴ 常勤の看護師を１名以上配置し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は

病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体

制を確保していること。 

⑵ 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説

明し、同意を得ていること。 

⑶ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者による

協議の上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取り

に関する指針の見直しを行うこと。 

⑷ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

⑸ 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。 

ロ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)に係る施設基準 

⑴ 第44号の２に該当するものであること。 

⑵ イ⑴から⑸までのいずれにも該当するものであること。 
 

⑶ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（厚労告94） 

48 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のカの注

の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者 

次のイからハまでのいずれにも適合している入所者 

24 看取り介護加算 
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イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ロ 医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号におい

て「医師等」という。）が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に

応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受けた上で、

同意している者を含む。）であること。 

ハ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の

下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護

を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。）であること。 

⑷ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(35) 

①  看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した

入所者について、その旨を入所者又はその家族等（以下「入所者等」という。）に対して説明し、その後

の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等とともに、医師、看護職員、

生活相談員、介護職員、介護支援専門員、管理栄養士等が共同して、随時、入所者等に対して十分な説

明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎

えられるよう支援することを主眼として設けたものである。 

②  施設は、入所者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評

価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）により、看取り介護を実施する体制を構築す

るとともに、それを強化していくことが重要であり、具体的には、次のような取組が求められる。 

イ 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにする（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計画に基

づいて、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う（Do）。 

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負

担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行う

（Action）。 

なお、施設は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看取り介護に関する報告会並びに

入所者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行うことが望ましい。 

③  質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、入所者等に対し、十分な説明を行い、

理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、施設は、看取り介護を実施するに当たり、終

末期にたどる経過、施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連

携体制などについて、入所者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて、

説明の際には、入所者等の理解を助けるため、入所者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その

写しを提供すること。 

④  看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援

専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、同指針に盛り込む

べき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 

イ 当該施設の看取りに関する考え方 

ロ 終末期の経過（時期、プロセスごと）の考え方 

ハ 施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

ホ 入所者等への情報提供及び意思確認の方法 

ヘ 入所者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

ト 家族への心理的支援に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取るべき具体的な対応の方法 

⑤  看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連携を図

るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員、管理栄養士等による適切な情報共有に努めるこ

と。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録 
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ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向と、それに基づくアセスメント及び対応

についての記録 

⑥  入所者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明

日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、入所者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見込まれないような場合も、医

師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介護について相談し、

共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。この場

合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容

等を記載するとともに、入所者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず施設への来所がなかった

旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が入所者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、施設は、連絡をしたにも

関わらず来所がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介

護を進めていくことが重要である。 

⑦  看取り介護加算は、利用者等告示第48号に定める基準に適合する看取り介護を受けた入所者が死亡し

た場合に、死亡日を含めて45日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院先で死亡した場合でも算定可能で

あるが、その際には、施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの

間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が45日以上あっ

た場合には、 看取り介護加算を算定することはできない。） 

なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生労働省「人生の最終段

階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重し

た医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努

めること。 

⑧  施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にま

とめて算定することから、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても自己負担を請求さ

れることになるため、入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護

加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑨  施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うこ

とが必要であり、入所者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認

することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、

当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、入所者等に対して

説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑩  入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前45日の範囲内

であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑪  入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単

位数を算定するかどうかによる。 

⑫ 「24時間連絡できる体制」については、⑼④を準用する。 

⑼④  「24時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても

施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。

具体的には、イ管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対

応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による

入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされてい

ること。 

ハ 施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、イ及びロの内容が周知されていること。 

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により入所者の

状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

といった体制を整備することを想定している。 

⑬ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又は静養室の利用により、プライバシー及
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び家族への配慮の確保が可能となるようにすることが必要である。 

⑭ 看取り介護加算Ⅱについては、入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できる。 

⑮ 看取り介護加算Ⅱの算定に当たっては、(33)⑤を準用する。 

(33)⑤ 算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方

法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に

定め、１年に１回以上見直しをすることにより、24時間配置医師による対応又はその他の医師の往診

による対応が可能な体制を整えることとする。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.9.4 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A】 
 

 
厚生労働省Ｑ＆Ａ【H27.4.1 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A」】 
 

 

(問４)  (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、

家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加

算が算定できるのか。 

(答) 本人や家族の希望により多床室での看取り介護を行った場合には､看取り介護加算の算定は可能で

あるが、多床室を望むのか、個室を望むのかは時期によって変わってくることもあるので､適宜本人

や家族の意思を確認する必要がある。 

(問５)  (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床

室から看取りのための個室(静養室）に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、

看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。  

(答) 看取りのための個室が静養室の場合は､看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定す

ることとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室

への入所の必要があると医師が判断した者であって､当該居室への入所期間が30日以内であるもの」

に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱い

となり、光熱水費のみが自己負担となる。 

(問142) 看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の入所者等に対し

て、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。 

(答) 「看取りに関する指針」の見直しにより、「当該施設の看取りに関する考え方」等の重要な変更が

あった場合には、改めて入所者及びその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある。なお、それ以

外の場合についても、入所者等への周知を行うことが適切である。 

(問143)  看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、

入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、

同意を得たとして算定はできないのか。 

(答)  少なくとも説明及び同意の有無を確認することは、原則入所時に行う必要がある。ただし、同意の

有無を確認することについては、入所者の意思に関わるものであることから、遅くとも看取り介護の

開始前に行う必要がある。 

(問144) 算定要件に「多職種の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護

についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者」とあるが、具体的にどのような記録を

活用して、何を説明するのか。また、何について同意を得るのか。 

(答)  詳細については、以下の通知を参照されたい。 

※ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者

生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について（平成12年３月８日付老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通

知）第２の５(24) 

※ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３

月31日付老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号厚生労働省老健局計画・振

興・老人保健課長連名通知）第２の８(24) 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ソ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設であって、次に掲げる基準

のいずれにも適合している場合にあっては、１日につき所定単位数を加算する。 

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報

の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 
 

在宅復帰支援機能加算    10単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  

70 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける在宅復帰支援機能
加算の基準 
イ 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者（在宅・入所相互利用加算を算定し
ているものを除く。以下この号において「退所者」という。）の総数のうち、当該期間内に退所し、在
宅において介護を受けることとなったもの（当該施設における入所期間が１月間を超えていた退所者
に限る。）の占める割合が100分の20を超えていること。 

ロ 退所者の退所後30日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介
護支援事業者（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）
第１条の２第３項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）から情報提供を受けること
により、当該退所者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであることを確認し、記録してい
ること。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(36) 

①  「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に
対して次に掲げる支援を行うこと。退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス
について相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市
町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を
添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。 

②  本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 
イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 
ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する
相談助言 

ハ 家屋の改善に関する相談援助 
ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

③  在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 
 
厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.3.22 平成18年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
 

(問68) 退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に
退所前連携加算が算定できるのか。 

(答) 算定可能である。 
(問69) 加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか 
(答) 各施設において加算の要件に該当するか否か毎月判断いただくこととなる。その算定の根拠となっ

た資料については、各施設に保管しておき、指導監査時等に確認することとなる。 
(問70) 平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定

は可能か。 
(答) 加算の要件に該当すれば、算定可能である。 
(問71) 在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や

居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなく
なるのか。 

(答) 御質問のようなケースについては、「在宅において介護を受けることとなった数」にカウントでき
ない。 

25 在宅復帰支援機能加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ツ 

別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護を行う場合においては、１日につき所定単位数を加算する。 
 

在宅・入所相互利用加算    40単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（厚労告94） 

49 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のツの注
の厚生労働大臣が定める者 
在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間（入所期間が３月を超え

るときは、３月を限度とする。）を定めて、当該施設の居室を計画的に利用している者 
 

⑶ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  
71 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける在宅・入所相互利
用加算の基準 
在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する地域密着型介護老人福祉施設又は介護

老人福祉施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関する目標及
び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

⑷ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(37) 
①  在宅・入所相互利用（ベッド・シェアリング）加算は、可能な限り対象者が在宅生活を継続できるよ
うにすることを主眼として設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運
動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員
に提供しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する
目標及び方針を定めることが必要である。 

②  具体的には、 
イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間（入所期間については３月を限度と
する）について、文書による同意を得ることが必要である。 

ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点から、施設の介護支援専門員、
施設の介護職員等、在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等によ
る支援チームをつくること。 

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前及び施設から退所して在宅に戻る
前においては必須とし、おおむね１月に１回）カンファレンスを開くこと。 

ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期間における対象者の心身の状況を
報告し、目標及び方針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における
介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。 

ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担については、支援チームの中
で協議して適切な形態を定めること。 

 
厚生労働省Ｑ＆Ａ【H19.2.19 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A】 

 
厚生労働省Ｑ＆Ａ【H18.9.4 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A】 

 

(問３) 在宅・入所相互利用加算を算定している入所者が、特別養護老人ホームに入所している間に、看
取り介護加算の基準に該当することとなった場合、看取り介護加算も算定することは可能か。 

(答) 在宅・入所相互利用加算の対象者が、看取り介護加算の対象となるような状態になったときには、
看取り介護加算も算定して差し支えない。 

(問11) (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算につ
いて、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用す
る予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入
所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。
この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。  

(答) ＡさんとＢさんの在宅期間と入所期間を定めた当初の計画を変更した上で、Ｂさんが同一の個室を
利用するのであれば、在宅・入所相互利用加算を算定することは可能である。  

26 在宅・入所相互利用加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ネ 

同一敷地内に複数の居住単位を設けて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行っている施

設において、５人以下の居住単位に入所している入所者については、１日につき所定単位数を加算する。 
 

小規模拠点集合型施設加算    50単位 
 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(38) 

小規模拠点集合型施設加算は、同一敷地内で、例えば民家の母屋、離れ、倉庫等を活用し、「19人＋５人

＋５人」「10人＋９人＋５人＋５人」といった居住単位（棟）に分けて指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護を行っている場合に、５人以下の居住単位（棟）に入所している入所者について、所定単位

数を加算するものである。 

 

 

 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ナ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人

福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している

場合においては、次に掲げる加算は算定しない。 
 

認知症専門ケア加算(Ⅰ)   ３単位 

認知症専門ケア加算(Ⅱ)   ４単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（厚労告94） 

50 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のナの注

の厚生労働大臣が定める者 

第23号の２に規定する者 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

⑶ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  

３の５ (略)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、(略)における認知症専門ケア加算の基準 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症

状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下この号において「対象者」と

いう。）の占める割合が２分の１以上であること。 

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所又は施設における対象者の数が20人

未満である場合にあっては１以上、対象者の数が20人以上である場合にあっては１に対象者の数が

19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知

症ケアを実施していること。 

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る

会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所又は施設全体

27 小規模拠点集合型施設加算 

28 認知症専門ケア加算 
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の認知症ケアの指導等を実施していること。 

⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、

当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

⑷ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(39) 

認知症専門ケア加算について 

６の⒂準用する。 

６⒂ 認知症専門ケア加算について 

①  「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする

認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

②  「認知症介護 に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成

18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

な運営について」（平成18年３月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知

症介護実践リーダー研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

④  「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研

修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

(問17) 認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに（看護）小規

模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定要件について、「認知症介護に係る専門

的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、

どのようなものがあるか。 

(答) 現時点では、以下のいずれかの研修である。 

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程 

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

ただし、③については認定証が発行されている者に限る。  
 

(問18) 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 

(答)  

・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居

宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、

最も新しい判定を用いる。 

・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知

中「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」７の「認知症高齢者の日

常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

・ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立

度も含めて情報を共有することとなる。 

（注）指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及

び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

う実施上の留意事項について(平成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第

二１⑺「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」、指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び 
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指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正について（平成18年３月17日老計発0317001号、老振発0317001号、老老発0317001号厚

生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）別紙１第二１⑹「「認知症高齢者の日常生活

自立度」の決定方法について」及び指定地域密着型介護サービスに要する費用の額の算定に関する

基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について（平成18年３月31日老計発0331005号、老振発0331005号、老老発0331018号

厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）第二１⑿「「認知症高齢者の日常生活自立

度」の決定方法について」の記載を確認すること。 
 
(問19) 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤

要件等はあるか。 

(答)・ 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知

症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する

必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。 

・ なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所１

か所のみである。 
 
(問20)  認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）の認知症

介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 

(答)  認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合

であれば、その者の職務や資格等については問わない。 
 
(問21) 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を

有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加

算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに（看護）小規模多機能型居宅介護

における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはで

きないか。 

(答)   

・ 認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認知症介護実

践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であること

がその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研

修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても

当該研修を修了したものとみなすこととする。 

・ 従って、認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅱ）につ

いては、加算対象となる者が20名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修

を修了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講者）１名の配置で算定できることとし、通所介護、

地域密着型通所介護における認知症加算については、当該者を指定通所介護を行う時間帯を通じて１名

の配置で算定できることとなる。 
 
(問22) 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福

祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 

(答) 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修

としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 
 
(問23) 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成12年９月５

日老発第623号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成12年10月25日老計第43号）

において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

(答) 含むものとする。 
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 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課長通知（令和７年４月16日） 

認知症専門ケア加算等算定に係る介護福祉士ファーストステップ研修修了者を対象とした追加研修の実

施について（通知） 

本県の高齢福祉施策の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力をいただき厚くお礼申し

上げます。 

さて、標記研修については 、 令和６年３月15日付け厚生労働省老健局発事務連絡 「令和６年度介護

報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」17頁の問22）において、認知症専門ケア加

算等の算定について、「介護福祉士ファーストステップ研修」が認知症介護実践リーダー研修相当と認

められるかの問いに対し、認知症介護実践リーダー研修実施自治体が、研修カリキュラム、講師等を審

査し、適当と判断された場合に認められることが示されました 。 

神奈川県においては、県内の介護保険事業所等に勤務する介護福祉士ファーストステップ研修修了者

が、県が指定する事業者による「認知症介護実践リーダー相当研修」を修了することで、認知症専門ケ

ア加算、認知症加算、認知症チームケア推進加算の算定要件における「認知症介護実践リーダー研修」

を修了した者と認められることとし、別に指定要綱及び実施要領を定め、県が指定する事業者が実施す

る研修の修了者に対し、「認知症介護実践リーダー相当研修」の研修修了証を交付することとしまし

た。 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出事務を御担当されている部署等におかれましては、上記に

ついて御承知おき下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

  

(問26) 認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）を算定す

るためには、認知症専門ケア加算（Ⅰ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅱ）

の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修

修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 

(答) 必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、 

・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者 

のいずれかが１名配置されていれば、算定することができる。 
 
（研修修了者の人員配置例） 

 加算対象者数 

～19 20～29 30～39 ‥ 

必要な研修 

修了者の 

配置数 

「認知症介護に係る専門的な研修」 

1 2 3 ‥  認知症介護実践リーダー研修 

認知症看護に係る適切な研修 

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 

1 1 1 ‥  認知症介護指導者養成研修 

認知症看護に係る適切な研修 

 

（注） 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護

に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認知

症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.19 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）Vol.1229】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.29 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）Vol.1245】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.5.17 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.6）Vol.1245】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H21.3.23 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
 

 

  

(問８) 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年３月14日厚生労働

省告示第126号）、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平

成18年３月14日厚生労働省告示第128号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する

基準」(平成12年２月10日厚生省告示第21号)において、認知症チームケア推進加算を算定している

場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているところ、同一施設内

で、入所者等Ａに対しては認知症専門ケア加算、入所者等Ｂに対しては認知症チームケア進加算を

算定することは可能か。 

(答) 可能である。 
 
(問９) 問８にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加

算を算定することができるのは、どのような趣旨か。 

(答)  認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものではある

が、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は、様々であることが想定される。そのため、例えば、

認知症専門ケア加算を算定している対象者が施設・事業所内に居る場合でも、認知症の症状が不安定

で、認知症チームケア推進加算に基づくケア提供が、より望ましいと認められる場合は、認知症専門

ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えていただくことは、差し支えない。 

各施設・事業所においては、各加算趣旨及び各入所者等の認知症の症状に鑑み、適切な対応をお願

いしたい。 

(問４) 「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービス

を利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、か

つ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主

体の長が認めた者については、令和９年３月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」

とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にど

のような者なのか。 
 
(答) 同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士として７年以上サ

ービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの３年以上、サービス提供責任者としても従事す

る者を研修対象者として認めていただくことは差し支えない。 

(問６)  同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り

替える場合に、どのような算定方法となるのか。 
 
(答) 当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサービスを提供し

ているのであれば、当該月については、認知症チームケア推進加算を算定することが可能である。た

だし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することができない。 

(問114) 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 

(答) 届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ラ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚

生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケア（複数人の介護者がチ

ームを組み、入所者の情報を共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介

護を提供することをいう。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。 
 
⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)               150単位 

⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)               120単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（厚労告94） 

50の２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のラ

の注の厚生労働大臣が定める者 

第41号の二に規定する者 

周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者 
 

⑶ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95） 

58の５の２ 認知症対応型共同生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施

設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護費に

おける認知症チームケア推進加算の基準 

イ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意

を必要とする認知症の者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上で

あること。 

⑵ 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資する認知症

介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症

の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者を１名以上配置

し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

⑶ 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測

定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。 

⑷ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の

作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の

見直し等を行っていること。 

ロ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴、⑶及び⑷に掲げる基準に適合すること。 

⑵ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１

名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組ん

でいること。 
 

⑷ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(40) 

６の⒃を準用する。 
認知症チームケア推進加算の内容については、別途通知（「認知症チームケア推進加算に関する実施上の

留意事項等について」介護保険最新情報 令和６年３月18日 Vol.1228）を参照すること。 
 

29 認知症チームケア推進加算 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.19 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）Vol.1229】 

 

(問１) 「認知症チームケア推進研修（認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・

重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をい

う）」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。 

(答) 研修内容は、以下に示す認知症の人へのケアに関する内容を含むものとする。 

・ BPSDのとらえかた 
・ 重要なアセスメント項目 
・ 評価尺度の理解と活用方法 
・ ケア計画の基本的考え方 
・ チームケアにおけるPDCAサイクルの重要性 
・ チームケアにおけるチームアプローチの重要性 

また、研修の実施主体は、認知症介護研究・研修センター（仙台、東京、大府）であり、全国の介

護職員を対象として研修を実施する予定としているが、各都道府県・指定都市が実施主体となること

や、各都道府県・指定都市が実施している認知症介護実践リーダー研修に上記の研修内容を追加して

実施することは差し支えない。 

なお、各都道府県・指定都市において上記の研修を認知症介護実践リーダー研修に追加して実施す

る場合には、認知症チームケア推進研修の研修内容が含まれた研修を修了した旨を修了証に記載する

など明確になるよう配慮されたい。 
 
(問２) 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満た

さないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算（Ⅱ）は、同様に認知症介護実践リー

ダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識で良いか。 

(答) 貴見のとおり。 

本加算（Ⅰ）では、現行の認知症介護指導者養成研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を

修了する必要がある。同様に、本加算（Ⅱ）では、認知症介護実践リーダー研修の修了とともに、認知

症チームケア推進研修を修了する必要がある。 
 
(問３) 本加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。 

(答) 本加算は、BPSDの予防等に資する取組を日頃から実施していることを評価する加算であるため、本

加算の対象者である「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」に対し、BPSD 

の予防等に資するチームケアを実施していれば、算定が可能である。 
 
(問４) 本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参

加可能と考えてよいか。 

(答) 貴見のとおり。 

ただし、配置要件となっている者が複数のチームに参加する場合であっても、各々のチームにおい

て、本加算において求められる計画の作成、BPSDの評価、カンファレンスへの参加等、一定の関与が

求められる。 
 
(問５) 「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること」とあ

るが、介護職員とはどのような者を指すか。 

(答) 本加算の対象である入所者等に対して、本加算の対象となるサービスを直接提供する職員を指す。

なお、職種については介護福祉士以外であっても差し支えない。 
 
(問６)  対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状（BPSD)の評価は、認知症チームケア推進研

修において示された評価指標を用いなければならないのか。 

(答) 貴見のとおり。 
 
(問７) 認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認知症日常生活自立度

Ⅱ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、届出日の属する月の前３月の各月末

時点の入所者等数の平均で算定するということで良いか。 

(答) 貴見のとおり。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.5.17 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.6）Vol.1245】 

 

(問８) 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年３月14日厚生労働

省告示第126号）、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平

成18年３月14日厚生労働省告示第128号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する

基準」(平成12年２月10日厚生省告示第21号)において、認知症チームケア推進加算を算定している

場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているところ、同一施設内

で、入所者等A に対しては認知症専門ケア加算、入所者等B に対しては認知症チームケア推進加算

を算定することは可能か。 

(答) 可能である。  
 
(問９) 問８にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加

算を算定することができるのは、どのような趣旨か。 

(答) 認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものではある

が、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は、様々であることが想定される。そのため、例えば、

認知症専門ケア加算を算定している対象者が施設・事業所内に居る場合でも、認知症の症状が不安定

で、認知症チームケア推進加算に基づくケア提供が、より望ましいと認められる場合は、認知症専門

ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えていただくことは、差し支えない。 

各施設・事業所においては、各加算趣旨及び各入所者等の認知症の症状に鑑み、適切な対応をお願

いしたい。 
 
(問10) 「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。 

(答) 具体的には、下記のとおりであり、認知症チームケア推進加算算定にあたり、必ず作成が求められる。 

・ 別紙様式：認知症チームケア推進加算に係るワークシート 

・ 介護記録等：介護日誌や施設サービス計画書、認知症対応型共同生活介護計画書等を示す。 

なお、介護記録等については、入所者等の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返り等を丁

寧に記載されることが重要であり、例示した介護記録等以外のものを使用しても差し支えないほか、

この加算のみのために、新たな書式を定めることは必要ない。 

(問４) 厚生労働省の令和３～５年度老人保健健康増進等事業※において、研修を修了した者は、認知症

チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。 

※ 令和３年度BPSDの軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究、令和４～５

年度BPSDの予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究（実施主体：社

会福祉法人浴風会） 
 
(答) 貴見のとおり。なお、令和５年度BPSDケア体制づくり研修修了者でない者については、令和６年度

中に速やかに、認知症チームケア推進ケア研修で用いる研修動画を視聴することが望ましい。 
 
(問５) 認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件として、認知症介護実践リーダー研修と認知症チームケ

ア推進研修の双方の研修を修了した者の配置が必要とされるが、認知症介護実践リーダー研修の受

講が予定されている者について、認知症介護実践リーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研

修を受講することは可能か。 

(答) 可能である。配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成するチームを組む

ことが、本加算の要件となっていることから、チームケアのリーダーを養成するための認知症介護実践

リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研修の受講対象者になるものと考える。 
 
(問６) 同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替

える場合に、どのような算定方法となるのか。 

(答) 当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサービスを提供し

ているのであれば、当該月については、認知症チームケア推進加算を算定することが可能である。た

だし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することができない。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R7.4.18 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.14）最新情報 vol.1376】 

(問３) 全国の介護職員を対象として認知症介護研究・研修センター（仙台、東京、大府）が、オンデマ

ンド形式で実施する「認知症チームケア推進研修」を受講するための申込み方法如何。 

  

(答) 認知症チームケア推進研修（※1）の研修の受講申込みは、認知症介護研究・研修センターが運営する

ホームページ（※2）から行うことができる。 

（※１） 認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケア

の基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修 

（※２） 認知症チームケア推進研修のホームページ：https://www.dcnet.gr.jp/teamcare/ 

（参考） 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月19日）問１ 
 

(問４) 認知症チームケア推進加算算定にあたっては、認知症チームケア推進加算に係るワークシートの

作成が必要とされている。当該ワークシートでは、チェックリストを用いたインタビューを行うこ

とになっているが、チェックリストはどこで確認・入手することができるのか。 

(答) 認知症チームケア推進研修のホームページで確認することができる。 

具体的には、研修動画視聴ページに、テキスト、ワークシート、BPSD25Qのシート、チェックリスト

が掲載されており、ダウンロードが可能となっている。 
 

(問５) 東京都が開発した日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修を修了した者は、

認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。 

(答) 貴見のとおり。  

なお、日本版BPSDケアプログラム（以下「ケアプログラム」という。）の利用に当たっては、道府

県はケアプログラムを導入する必要があり、その具体的な導入方法については、東京都（※）にお尋ね

いただきたい。 

（※）担当部署：福祉局高齢者施策推進部在宅支援課認知症支援担当 電話03-5320-4276 

 

(問６) 日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修修了者が、日本版BPSDケアプログラ

ムにおける評価指標を用いてBPSD の出現予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを実施す

る場合、認知症チームケア推進加算算定にあたり作成が必要となる「認知症チームケア推進加算に

係るワークシート」については、日本版BPSD ケアプログラムの「DEMBASE」への記録及び【利用者

一覧】タブ内で出力される【入力履歴】から入力を完了したPDFを出力したもの及びそれに紐付く打

合せ記録をもって代えることができるか。  

(答) 貴見のとおり。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ム 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所すること

が適当であると判断した者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、入

所した日から起算して７日を限度として、１日につき所定単位数を加算する。 
 

認知症行動・心理症状緊急対応加算    200単位 
 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(41) 

①  「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の

症状を指すものである。 

②  本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に、地域密

着型介護老人福祉施設に一時的に入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続されることを

評価するものである。 

③  本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急

に地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、

受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することが

できる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものと

する。この際、当該施設への入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあ

っては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように

配慮する必要がある。 

④  本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、入所後速やかに

退所に向けた地域密着型施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定

した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにすること。 

⑤  次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないものであること。 

ａ  病院又は診療所に入院中の者 

ｂ  介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ  短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介

護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用中の者 

⑥  判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断を行った

医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑦  本加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を

整備すること。 

⑧  本加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該地域密着型介護老人福祉施設に入所したことがない

場合及び過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定できるこ

ととする。６の⑷を準用する。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H24.3.16 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 
 

(問183) 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、

本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算定できるのか。 

(答)  当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日間以内で算

定できる。 

(問184) 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できる

のか。 

(答) 本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どお

りの入所の場合、算定できない。 

30 認知症行動・心理症状緊急対応加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ウ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人

福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準算に掲げる区分に従い、１月

につき次に掲げる所定単位数を加算する。する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)    ３単位 

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)    13単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  

71の２ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設

サービス及び介護保健施設サービスにおける褥瘡マネジメント加算の基準 

イ 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の

発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に

一回評価すること。 

⑵ ⑴の確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報

その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑶ ⑴の確認の結果、褥瘡が認められ、又は⑴の評価の結果、発生するリスクがあるとされた入所者

又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共

同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

⑷ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入

所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。 

⑸ ⑴の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直してい

ること。 

ロ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 次のいずれかに適合すること。 

ａ イ⑴の確認の結果、褥瘡が認められた入所者又は利用者について、当該褥瘡が治癒したこと。 

ｂ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者

又は利用者について、褥瘡発生のないこと。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(42) 

① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が褥瘡

管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく褥瘡管理の実施（Do）、

当該実施内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計画の見直し（Action）といったサイクル（以

下この(36)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った

場合に加算するものである。 

② 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の２

イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定す

る者を除く。）に対して算定できるものであること。 

③ 大臣基準第71号の２イ⑴の評価は、別紙様式５を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリ

スクについて実施すること。 

④ 大臣基準第71号の２イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第71号の２イ⑴から⑷までの要件に適合し

ているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者

31 褥
じょく

瘡
そう

マネジメント加算 
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の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において既に入所している者（以下、「既

入所者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑤ 大臣基準第71条の２イ⑶の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

⑥ 大臣基準第71号の２イ⑵の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、

入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を

考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式５を用いて、作成すること。なお、地域密着型介護福祉

施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、そ

の記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、

他の記載と区別できるようにすること。 

⑦ 大臣基準第71号の２イ⑷において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネ

ジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第71号の２イ⑸における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題（褥瘡管理

の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施する

こと。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフ

ィードバック情報を活用すること。 

⑨ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、④の評価

の結果、施設入所時に褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施

設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式５を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式５に示す持続す

る発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。 

ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場合に

算定できるものとする。 

⑩ 褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整

備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

(問171) 月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来な

い等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利用開

始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月

の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

(答) 事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を

開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌

月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の10

日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の

10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。当該

月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデ

ータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記

しておく必要がある。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 
 

 

 

 

  

(問172) 事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者

がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については

算定可能か。  

(答)  原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサ

ービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できな

い場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合※を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出

していない場合は、加算を算定することができない。 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月26日)問16 参照。 

(問16) 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれる

が、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

(答) やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、

当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について

情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出

ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目で

ある体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用

者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

 

(問99) 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごと

に、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管

理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加でき

ない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定

看護師が参加することにして差し支えないか。 

(答) 差し支えない。 

(問104) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、加

算の算定は可能か。 

(答) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の

発生がない場合に算定可能である。施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、入

所後に褥瘡が発生した場合はその期間褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できず、褥瘡の治癒後に再発が

ない場合は褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できる。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７イ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老

人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
 

排せつ支援加算(Ⅰ)    10単位 

排せつ支援加算(Ⅱ)    15単位 

排せつ支援加算(Ⅲ)    20単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  

71の３ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設

サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける排せつ支援加算の基準 

イ 排せつ支援加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師

が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも３月に一回評価するとともに、その評価

結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑵ ⑴の評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行うことによ

り、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の

者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援

計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直しているこ

と。 

ロ 排せつ支援加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ イ⑴の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又は利用開始時と

比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がないこと。 

㈡ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者であって要介護状態

の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこと。 

㈢ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者であって

要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道カテーテルが抜去されたこと。 

ハ 排せつ支援加算(Ⅲ) イ⑴から⑶まで並びにロ⑵㈠及び㈡に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(43) 

① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介護

を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、

当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイクル

（以下この(37)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行っ

た場合に加算するものである。 

② 排せつ支援加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の３に掲げ

る要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。）に

対して算定できるものであること。 

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さ

らに特別な支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価したもの

32 排せつ支援加算 
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である。したがって、例えば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができる

にもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排

せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。 

④ 大臣基準第71号の３イ⑴の評価は、別紙様式６を用いて、以下の(ア)から(ウ)について実施する。 

(ア) 排尿の状態 

(イ) 排便の状態 

(ウ) おむつの使用 

(エ) 尿道カテーテルの留置 

⑤ 大臣基準第71号の３イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第71号の３イ⑴から⑶までの要件に適合し

ているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該

者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者（以下

「既入所者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑤ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった

場合には、当該排尿又は排便にかかる状態の評価が不変又は悪化することが見込まれるが、特別な対応

を行った場合には、当該評価が６月以内に「全介助」から「一部介助」以上、又は「一部介助」から「見

守り等」以上に改善すると見込まれることをいう。 

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告する

こととする。また、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要

がある場合等は、医師へ相談することとする。 

⑦ 大臣基準第71号の３イ⑴の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

⑧ 大臣基準第71号の３イ⑵の「排せつに介護を要する入所者」とは、④の(ア)若しくは(イ)が「一部介助」

若しくは「全介助」と評価される者又(ウ)若しくは(エ)が「あり」の者をいう。 

⑨ 大臣基準第71号の３イ⑵の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、

特別な支援を行わなかった場合には、④の(ア)から(エ)の評価が不変又は低下となることが見込まれるもの

の、適切な対応を行った場合には、④の(ア)から(エ)の評価が改善することが見込まれることをいう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する

要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用いて支援計画を作成する。要

因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び

支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、

食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、

地域密着型介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載

する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う

等により、他の記載と区別できるようにすること。 

⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配慮

しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入

所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。 

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者又はその家族に対し、排せつ

の状態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者又はその

家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後

であってもいつでも入所者又はその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、

入所者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

⑬ 大臣基準第71号の３イ⑶における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支援計画の

変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施するこ

と。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィ

ードバック情報を活用すること。 



170 

 

⑭ 排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、

④に掲げる(ア)若しくは(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又は(ウ)若

しくは(エ)の評価が改善した場合に、算定できることとする。 

⑮ 排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、

④に掲げる(ア)又は(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、(ウ)が改善した場

合に、算定できることとする。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H30.3.23 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)】 
 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 
 

 

 

(問84) 排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成する際に参考にする、失禁

に対するガイドラインに、以下のものは含まれるか。 

・ EBMに基づく尿失禁診療ガイドライン（平成16年 泌尿器科領域の治療標準化に関する研究班） 

・ 男性下部尿路症状診療ガイドライン（平成25年 日本排尿機能学会） 

・ 女性下部尿路症状診療ガイドライン（平成25年 日本排尿機能学会） 

・ 便失禁診療ガイドライン（平成29年 日本大腸肛門病学会） 

(答) いずれも含まれる。 

(問85) 排せつ支援加算について、「支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した

日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を算定する。ただし、同

一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」とされているが、１）「支援を

継続して実施」を満たすためには、毎日必ず何らかの支援を行っている必要があるのか。２）支援

を開始した日の属する月から起算して６月の期間が経過する前に、支援が終了することも想定され

るか。その場合、加算の算定はいつまで可能か。３）「同一入所期間中に排せつ支援加算を算定し

ている場合は算定しない」とは、入所１月分しか当該加算を算定できないという意味ではなく、加

算が算定できる６月の期間を経過する等によって加算の算定を終了した場合は、支援を継続した

り、新たに支援計画を立てたりしても加算を算定することはできないという意味か。 

(答) 

１） 排せつに関して必要な支援が日常的に行われていれば、必ずしも毎日何らかの支援を行っているこ

とを求めるものではない。 

２） 想定される。例えば、６月の期間の経過より前に当初見込んだ改善を達成し、その後は支援なしで

も維持できると判断された場合や、利用者の希望によって支援を中止した場合等で、日常的な支援が

行われない月が発生した際には、当該の月以降、加算は算定できない。 

３） 貴見のとおりである。 

(問101) 排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定

が可能なのか。 

(答) 排せつ支援加算(Ⅰ)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を行い、Ｌ

ＩＦＥを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。 

(問102) 排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、お

むつの使用に含まれるのか。 

(答) 使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提としてい

る場合は、おむつに該当する。 

(問103) 排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみ

のおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。 

(答)  おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの使用が終

日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない 



171 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

 

 

 

 

 

 

  

(問171) 月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来な

い等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利用開

始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月

の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

(答) 事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を

開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌

月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の10

日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の

10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。当該

月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデ

ータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記

しておく必要がある。 
 
(問172) 事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者

がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については

算定可能か。  

(答)  原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサ

ービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できな

い場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合※を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出

していない場合は、加算を算定することができない。 
 

※ 令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月26日)問16 参照。 
 
(問177) 排尿又は排便状態が一部介助から見守り等に変わった場合は、排せつの状態の改善と評価して

よいか。 

(答) よい。 

なお、見守り等については、様式に記載されている「評価時点の排せつの状態」の項目において、

「見守りや声かけ等のみで『排尿・排便』が可能」で「はい」が選択されている場合、見守り等とみ

なす。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ノ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、

継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 
 

自立支援促進加算      280単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  

71の４ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス

及び介護医療院サービスにおける自立支援促進加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも３月に１

回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立

支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用し

ていること。 

ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介

護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画

に従ったケアを実施していること。 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(44) 

① 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種共

同による、入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計

画に基づく自立支援の促進（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の

見直し（Action）といったサイクル（以下この(33)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継

続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援に係る質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを前提としつつ、

介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、特に必要な支援を実施していることを評価するものである。 

このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過

ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員そ

の他の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要と

された者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の

入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝たきり防止に資

する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自立支

援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるものである。なお、本加算は、画一的・集団

的な介護又は個別的ではあっても画一的な支援計画による取組を評価するものではないこと、また、リ

ハビリテーションや機能訓練の実施を評価するものではないことから、個別のリハビリテーションや機

能訓練を実施することのみでは、加算の対象とはならないこと。 

③ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の４に掲げる要件を満た

した場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

④ 大臣基準第71号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に応じて関連職種と連携し、別紙

様式７を用いて、当該時点における自立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施することによる入所

者の状態の改善可能性等について、実施すること。 

⑤ 大臣基準第71号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７を用いて、訓練の提供に係る事

項（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々の過ごし方及び訓練時間等）の全ての項目について作成するこ

と。作成にあたっては、④の医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性に配慮しながら

33 自立支援促進加算 
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個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意すること。 

⑥ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者及びその家族の希望

も確認し、入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意すること。 

ａ 寝たきりによる廃用性機能障害の防止や改善へ向けて、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に

支援する。 

ｂ 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる、本人が長年親しんだ

食器や箸を施設に持ち込み使用する等、施設においても、本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれ

までの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個

人の習慣や希望を尊重する。 

ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用するこ

ととし、特に多床室においては、ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはならな

い。 

ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や

希望を尊重すること。 

ｅ 生活全般において、画一的・集団的な介護ではなく個別ケアの実践のため、入所者本人や家族と相

談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする。 

ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価をするものではないが、

④の評価に基づき、必要な場合は、入所者本人や家族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを

行う。 

ｇ 入所者の社会参加につなげるために、入所者と地域住民等とが交流する機会を定期的に設ける等、

地域や社会とのつながりを維持する。 

⑦ 大臣基準第71号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象となる入所者又は

その家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第71号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上に当たっての課題（入所者の

自立に係る状態の変化、支援の実施時における医学的観点からの留意事項に関する大きな変更、関連職

種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、必要に応じた見直しを行うこと。 

その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報とフィードバック情

報を活用すること。 

⑨ 大臣基準第第71 号の４ニの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

 
厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.23 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.2）】 
 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 
 

 

 

(問41) 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣

や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は

要件を満たすことになるのか。 

(答) 本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮すべ

き事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必要と

判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。 

(問100) 加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要

な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 

(答) 既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録等にて評価が可能であれば、施設入

所時の情報を提出していただきたいが、やむを得ず仮に提出ができない場合であっても、加算の算定

ができなくなるものではない。 



174 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.6.9 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.10）】 

 

(問４) 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とは

どのような趣旨か。 

(答) 

・ これまで、 

－ 寝たきりや不活発等に伴う廃用性機能障害は、適切なケアを行うことにより、回復や重度化防止が

期待できること 

－ 中重度の要介護者においても、離床時間や座位保持時間が長い程、ＡＤＬが改善すること 

等が示されており（※）さらに、日中の過ごし方を充実したものとすることで、本人の生きがいを支

援し、生活の質を高めていくこと、さらには、機能障害があってもＡＤＬおよびＩＡＤＬを高め、社会

参加につなげていくことが重要である。 

・ 介護保険は、尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必

要なサービス提供することを目的とするものであり、本加算は、これらの取組を強化し行っている施設

を評価することとし、多職種で連携し、「尊厳の保持」、「本人を尊重する個別ケア」、「寝たきり防

止」、「自立生活の支援」等の観点から作成した支援計画に基づき、適切なケアを行うことを評価する

こととしたものである。 

※ 第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページ等を参照 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf 

(問５)  「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。ま

た、希望の確認にあたっては、どのようなことが求められるか。 

(答) 具体的には、要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、個々の入所者や

家族の希望を聴取し、支援計画を作成し、計画に基づく取組を行うなど本人を尊重する個別ケア等に

より、入所者や家族の願いや希望に沿った、人生の最期までの尊厳の保持に資する取組を求めるもの

である。 

なお、個々の入所者の希望の確認にあたっては、改善の可能性等を詳細に説明する必要があり、例

えば、入所者がおむつを使用している状態に慣れて、改善の可能性があるにも関わらず、おむつの使

用継続を希望しているような場合は、本加算で求める入所者や家族の希望とはいえないことに留意が

必要である。 

(問６) 支援計画の実施（「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス

及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年３月８日老企第40号）第２の５(37)⑥ａ

～ｆ等に基づくものをいう。以下同じ。）にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能

障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的

にはどのような取組が求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。 

(答) 

・ 具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを踏まえ、いわゆる「寝

たきり」となることを防止する取組を実施するにあたり、計画的に行う離床等の支援を一定時間実施す

ることを求めるものである。 

・ したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行っていることなど医学

的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行うべきではない場合を除き、原則として、全

ての入所者がベッド離床や座位保持を行っていることが必要である。 

・ なお、 

－ 具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動作は有意に関連し、離床時間

が少ない人ほど日常生活動作の自立度が低い傾向にある（※）とのデータ等もあることを参考に、一

定の時間を確保すること 

－ 本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていく観点から、離床中行う内容を具体的に検討して取

り組むことも重要である。 

※ 第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページを参照 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf 

(問７)  支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的では

なく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるの

か。 
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(答) 具体的には、入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、 

－ 個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定 

－ 慣れ親しんだ食器等の使用 

－ 管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等に配慮した食事の提供 

など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行うことを想定している。 

また、 

－ 経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきではない場合を除き、ベッド上

で食事をとる入所者がいないようすること 

－ 入所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮することといった取組

を想定している。 

なお、衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食まで120分以内の範囲にで

きるように配膳することが望ましいが、結果的に喫食出来なかった場合に、レトルト食品の常備食を

提供すること等も考えられること。 

(問８) 支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、

プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求

められるのか。 

(答) 排せつは、プライバシーへの配慮等の観点から本来はトイレで行うものであり、要介護状態であっ

ても、適切な介助により、トイレで排せつを行える場合も多いことから、多床室におけるポータブル

トイレの使用は避けることが望ましい。 

このため、本加算は、日中の通常のケア※において、多床室でポータブルトイレを使用している利

用者がいないことを想定している。 

※ 通常のケアではないものとして、特定の入所者について、在宅復帰の際にポータブルトイレを使

用するため、可能な限り多床室以外での訓練を実施した上で、本人や家族等も同意の上で、やむを

得ず、プライバシー等にも十分に配慮して一時的にポータブルトイレを使用した訓練を実施する場

合が想定される 

なお、「入所者ごとの排せつリズムを考慮」とは、 

－ トイレで排せつするためには、生理的な排便のタイミングや推定される膀胱内の残尿量の想定に

基づき、入所者ごとの排せつリズムを考慮したケアを提供することが必要であり、全ての入所者に

ついて、個々の利用者の排せつケアに関連する情報等を把握し、支援計画を作成し定期的に見直す

ことや、 

－ 入所者に対して、例えば、おむつ交換にあたって、排せつリズムや、本人のQOL、本人が希望する

時間等に沿って実施するものであり、こうした入所者の希望等を踏まえず、夜間、定時に一斉に巡

回してすべての入所者のおむつ交換を一律に実施するような対応が行われていないことを想定し

ている。 

(問９)  支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴と

し、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはど

のような取組が求められるのか。 

(答) 尊厳の保持の観点から、すべての入所者が、特別浴槽でなく、個人浴槽等の一般浴槽で入浴してい

ることが原則である。やむを得ず、特別浴槽（個人浴槽を除く。）を利用している入所者がいる場合

についても、一般浴槽を利用する入所者と同様であるが、 

－ 入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定することや 

－ 本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツーマン入浴ケア

のように、同一の職員が居室から浴室までの利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の一連の行為に

携わること 

－ 脱衣所や浴室において、プライバシーの配慮に十分留意すること 

等の個人の尊厳の保持をより重視したケアを行うことが必要である。 

また、自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力に着目したケアを行うこ

とが重要である。 

なお、重度の要介護者に対して職員１人で個浴介助を行う場合には技術の習得が必要であり、事業

所において組織的に研修等を行う取組が重要である。なお、両側四肢麻痺等の重度の利用者に対する

浴室での入浴ケアは２人以上の複数の職員で行うことを想定している。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

 

 

 

 

  

(問10) 支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可

能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのよう

な取組を行うことが求められるのか。 

(答) 個々の入所者や家族の希望等を叶えるといった視点が重要であり、例えば、 

－ 起床後着替えを行い、利用者や職員、家族や来訪者とコミュニケーションをとること 

－ 趣味活動に興じることや、本人の希望に応じた外出をすること 

等、本人の希望等を踏まえた、過ごし方に対する支援を行うことを求めるものである。 

例えば、認知症の利用者においても、進行に応じて、その時点で出来る能力により社会参加するこ

とが本人の暮らしの支援につながると考えられる。 

なお、利用者の居室について、本人の愛着ある物（仏壇や家具、家族の写真等）を持ち込むことに

より、本人の安心できる環境づくりを行うとの視点も重要であり、特に、認知症の利用者には有効な

取組であると考えられる。 

(問171) 月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来な

い等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利用開

始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月

の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

(答) 事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を

開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌

月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の10

日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の

10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。当該

月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデ

ータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記

しておく必要がある。 
 
(問172) 事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者

がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については

算定可能か。  

(答)  原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサ

ービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できな

い場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合※を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出

していない場合は、加算を算定することができない。 
 

※ 令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月26日)問16 参照。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７オ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者

に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)    40単位 

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)    50単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号）  

71の５ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける科学的介護推
進体制加算の基準 
イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔
くう

機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係

る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、⑴に規定する情報そ
の他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

ロ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ イ⑴に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出している
こと。 

⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ⑴に規定する情報、
⑴に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用しているこ
と。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(45) 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣基準第71 号の５

に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第71号の５イ⑴及びロ⑴の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩ

ＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基

本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、

評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する

体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の

取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならな

い。 

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための施設サービ

ス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重度化防止に資

する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設の特性やサー

ビス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サービスの質の

更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

 

 

34 科学的介護推進体制加算 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.6.9 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.10）】 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

 

  

(問３) サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要

件である情報提出の取扱い如何。 

(答) 当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はある

が、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。 

(問171) 月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来な

い等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利用開

始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月

の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

(答) 事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を

開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌

月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の10

日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の

10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。当該

月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデ

ータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記

しておく必要がある。 
 
(問172) 事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者

がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については

算定可能か。  

(答)  原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサ

ービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できな

い場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合※を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出

していない場合は、加算を算定することができない。 
 

※ 令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月26日)問16 参照。 
 
(問175) 科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも６か月に１回から３か月に１

回に見直されたが、令和６年４月又は６月以降のいつから少なくとも３か月に１回提出すればよ

いか。 

(答)・ 科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和６年４月又

は６月以降は、少なくとも３か月に１回提出することが必要である。 

・ 例えば、令和６年２月に提出した場合は、６か月後の令和６年８月までに少なくとも１回データ

提出し、それ以降は３か月後の令和６年11月までに少なくとも１回のデータ提出が必要である。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ク 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入
所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合、安全対策体制加算として、
入所初日に限り所定単位数を加算する。 
 

安全対策体制加算      20単位 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96号） 

54の３ 指定介護福祉施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準 
イ 指定介護老人福祉施設基準第35条第１項に規定する基準に適合していること。 
ロ 指定介護老人福祉施設基準第35条第１項第４号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研
修を受けていること。 

ハ 当該指定介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備さ
れていること。 

 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 
（事故発生の防止及び発生時の対応） 
第35条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の第一号から第三号までに定める措
置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ（次の各号に定める措置を講じなければ）
ならない。 
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備す
ること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じ
た改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）及び従業者に
対する研修を定期的に行うこと。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(46) 

安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施
及びこれらを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外
部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行うものである。 
また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設置し、事故の

防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備して
いることが必要であること。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.23 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.2）】 
 

(問39) 安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けているこ

とが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。 

(答)・ 本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部における研修

において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制を

より一層高める場合に評価することとしている。 

・ 外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジ

メント等の内容を含むものであり、関係団体（公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全

国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等）等が開催する研修を想定している。 

(問40)  安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所

初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者

に対して算定することは可能か。 

(答)  安全対策体制加算の算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場合に、入所時に

限り算定するものであるため、算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者に対してのみ算定可

能である。 

35 安全対策体制加算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ヤ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者

に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)     10単位 

⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)     ５単位 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 

71の６ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における高齢者施設等感染対策向上加算の基準 

イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 

⑵ 指定地域密着型サービス基準第152条第１項本文（指定地域密着型サービス基準第169条において

準用する場合を含む。）に規定する協力医療機関その他の医療機関（以下この号において「協力医療

機関等」という。）との間で、感染症（新興感染症を除く。以下この号において同じ。）の発生時等

の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応している

こと。 

⑶ 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策

に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していること。 

ロ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上、施設内で感染者が発生した

場合の対応に係る実地指導を受けていること。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(47)・(48)（６(22)・(23)準用） 

イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について 

① 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症

発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであること。 

② 高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は

訓練に少なくとも１年に１回以上参加し、指導及び助言を受けること。院内感染対策に関する研修又

は訓練については、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点

数表の区分番号Ａ２３４－２に規定する感染対策向上加算（以下、感染対策向上加算という。）又は医

科診療報酬点数表の区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注11及び再診料の注15に規定する外来感染対

策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンスや職員向け

に実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカン

ファレンスを対象とする。 

③ 指定地域密着型サービス基準第108条により準用する第33条第２項に基づき、介護職員その他の従

業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の

医療機関等における研修又は訓練の内容を含めたものとすること。 

④ 指定地域密着型サービス基準第105条第４項において、指定認知症対応型共同生活介護事業所は、入

居者が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感

染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしており、加算の算定に当たっては、第二

種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。新興感

染症発生時等の対応としては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求

められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に限る。

なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるもの

ではない。 

 

36 高齢者施設等感染対策向上加算 
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⑤ 季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に高齢者施設等に

おいて流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入所者に対して適切

に医療が提供される体制が構築されていること。特に新型コロナウイルス感染症については、「高齢者

施設等における医療機関との連携体制等にかかる調査の結果について（令和５年12月７日付事務連絡）」

のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続き

感染者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保していること。 

ロ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について 

① 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なく

とも３年に１回以上、事業所内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場

合に、月１回算定するもの。 

② 実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御

チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。 

③ 指定地域密着型サービス基準第108条により準用する第33条第２項に基づき、介護職員その他の従

業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の

医療機関による実地指導の内容を含めたものとすること。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

(問128) 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向

上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や

職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に

関するカンファレンス及び訓練とは具体的にどのようなものであるか。 

また、これらのカンファレンス等はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ

通話）が可能な機器を用いて参加することでもよいか。  

(答) 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。 

・ 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム（外

来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。）により、職員を対象として、定期的に行う研修 

・ 感染対策向上加算１に係る届出を行った保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染

対策向上加算２又は３に係る届出を行った保険医療機関と合同で、定期的に行う院内感染対策に関す

るカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練・ 地域の医師会が定期的に主催する院内

感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練 

・ 感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスについては、その内容

として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬の使用状況などの情報の共有及び意見交換を行う場合もあ

るため、カンファレンスの内容として、高齢者施設等における感染対策に資するものであることを事

前に確認の上、参加すること。 

・ また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加しても差し支えない。 
 

(問131) 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係

る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加して

いることとあるが、令和７年３月31日までの間にあっては、３月31日までに研修又は訓練に参加

予定であれば算定してよいか。 

(答) 医療機関等に研修又は訓練の実施予定日を確認し、高齢者施設等の職員の参加の可否を確認した上

で令和７年３月31日までに当該研修又は訓練に参加できる目処があれば算定してよい。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R7.10.1 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.17）Vol.1425】 

 

 

 

  

(問132) 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が

行う実地指導の具体的な内容について示されたい。 

(答) 実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 

・ 施設等の感染対策の現状の把握、確認（施設等の建物内の巡回等） 

・ 施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答 

・ 個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等 

・ 感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法(ゾーニング等)に関する説明、助言及び質疑応答 

・ その他、施設等のニーズに応じた内容 

単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。 

 

(問133)  高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、令和６年４月以前に新型コロナウイルス感染症

等に対する感染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の

事業※において実施された実地研修を受けている場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から

起算して３年間算定してよいか。 

※ 令和３年度、令和４年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」

における感染症の専門家による実地での研修、令和５年度「感染症の感染対策及び業務継続（BCP）

策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地

での研修 

(答) 算定可能である。ただし、感染対策向上加算に係る届出を行っている医療機関の医師若しくは看護

師等による実地指導又は厚生労働省の事業において実施された実地研修であること。 

(問) 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感

染対策に関する研修又は訓練に少なくとも １年に１回以上参加し、指導及び助言を受けることを要

件として定めているが、高齢者施設等は各年度で１回以上研修又は訓練に参加すればよく、前回の参

加日から１年以上経過して参加した場合でも、各年度で１回は参加する予定があれば算定可能か。 

 

(答) 貴見のとおり。当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に

感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであり、研修又は訓練について、前回の参

加から長い期間を空けることは望ましくないが、前回の参加日から１年以内に研修等に参加すること

ができない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実施予定日を把握し、前

回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対

策向上加算（Ⅰ）の算定は可能である。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７マ 

指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相

談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な

感染対策を行った上で、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合に、１月に１回、

連続する５日を限度として算定する。 
 

新興感染症等施設療養費      240単位／１日 
 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(49)（６(42)準用） 

① 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、事業所内で感染した高齢

者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な

感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者の療養を施設内で行うことを評価する

ものである。 

② 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する。令

和６年４月時点においては、指定している感染症はない。 

③ 適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタンダード・プリコーション）

の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染

対策の方法については、「介護現場における感染対策の手引き（第３版）」を参考とすること。 

 

 

 

  

37 新興感染症等施設療養費 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７ケ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、

入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
 

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)       100単位／月 

⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)       10単位／月 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 

71の７ 第 37号の３の規定を準用する。 

イ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認して

いること。 

㈠ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」という。）を活

用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

㈡ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

㈢ 介護機器の定期的な点検 

㈣ 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

⑵ ⑴の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関す

る実績があること。 

⑶ 介護機器を複数種類活用していること。 

⑷ ⑴の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並びに負

担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を

定期的に確認すること。 

⑸ 事業年度ごとに⑴、⑶及び⑷の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

ロ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴に適合していること。 

⑵ 介護機器を活用していること。 

⑶ 事業年度ごとに⑵及びイ⑴の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(50)（５(19)準用） 

生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」）を参照すること。 

介護保険最新情報 令和６年３月 29日 Vol.1236 「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並

びに事務処理手順及び様式例等の提示について」及び「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点につ

いて」の改正について 

 

 

 

 

 

 

38 生産性向上推進体制加算 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.4.30 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.5）Vol.1261】 

 

 

 

 

 

 

  

(問12) 加算（Ⅰ）（※100単位/月）の算定開始に当たっては、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入前後

の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は新規に

介護施設を開設し、開設当初より、加算（Ⅰ）の要件となる介護機器を全て導入しているような場合

については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないなど、比較が困

難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。  

(答) 介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組

の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。 
 
【利用者の満足度等の評価について】 

介護サービスを利用する利用者（５名程度）に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全や

ケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い（※）、その結果に基づき、利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介護機器の

導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。 
 

（※） 介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、介護サービ

スを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等についてヒアリングを実施すること

を想定している。 

また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、別添１の利

用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。 

 

【総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について】 

加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月（利用者の受入れを開始した月）を事前調査の実施時期

（※）とし、介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査する

こと。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以上継続した以降の月における

介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査し、事前調査の

勤務状況と比較すること。 

 

（※） 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡大するよう

な場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考えられる時点を事前調査の対象月

とすること。この場合、利用者数の変化が一定程度落ち着いた考えられる時点とは、事前調査及

び事後調査時点における利用者数と介護職員数の比に大きな差がないことをいう。 

（例） 例えば、令和６年１月に介護施設（定員50名とする）を新たに開設し、同年１月に15人受け入

れ、同年２月に15人受け入れ（合計30名）、同年３月に15人受け入れ（合計45名）、同年４月に

２名受け入れ（合計47名）、のように、利用者の数を段階的に増加していく場合については、利

用者の増加が落ち着いたと考えられる同年４月を事前調査の実施時期とすること。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７フ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所

者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合

は、算定しない。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示・52）  

72 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分

の80以上であること。 

㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の

占める割合が100分の35以上であること。 

⑵ 提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取組を実施してい

ること。 

⑶ 通所介護費等算定方法第10号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の

60以上であること。 

⑵ イ⑶に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分

の50以上であること。 

㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100

分の75以上であること。 

㈢ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職員の総数のうち、

勤続年数７年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 

⑵ イ⑶に該当するものであること。 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(51) 

①  ２⒇④から⑦まで、４⒇②及び５⒇②並びに７(24)③を準用する。 

②  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職

員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

２⒇ サービス提供体制強化加算について 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用い

ることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した

事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均

を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以

降届出が可能となるものであること。 

39 サービス提供体制強化加算 
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なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の

前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、

毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するもの

とし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護

サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務し

た年数を含めることができるものとする。 

４⒇ サービス提供体制強化加算について 

② 同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合においては、本加

算の計算も一体的に行うこととする。 

５⒇ サービス提供体制強化加算の取扱い 

②  なお、この場合の小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務

（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除

く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

７(24) サービス提供体制強化加算の取扱い 

③ 提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組については、サービスの

質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。 

（例）・ ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども

含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針

を立てて取組を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや

職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組む

ものでなければならない。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【21.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
 

 

(問６) 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

(答) 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることがで

きる。 

(問10) 「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされ

ている平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所につ

いて、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

(答) サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下のように

規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなく

なることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が

算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

具体的には、平成21年４月に算定するためには、平成20年12月から平成21年２月までの実績に基づ

いて３月に届出を行うが、その後平成21年１月から３月までの実績が基準を下回っていた場合は、そ

の事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年４月分の算定はできない取

扱いとなる。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(問77) 介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる

職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方

に寄せてカウントすることは可能か。 

(答) 本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数

等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振

った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断する

ことが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場

合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両

方について用いても差し支えない。  

また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支え

ないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいず

れか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。 

(問126) 「10年以上介護福祉士が30％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算す

るのか。 

(答)・ サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、 

－ 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件

としたものであり、 

－ 介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

－ 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直接

処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

－ 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更が

ないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算すること

ができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員

の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

・ なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の

「勤続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７コ 

① 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指

定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)  所定単位数※の1000分の140に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)  所定単位数※の1000分の136に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)  所定単位数※の1000分の113に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)  所定単位数※の1000分の 90に相当する単位数 

※ 介護報酬総単位数＝基本サービス費＋各種加算減算 
 

② 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を

実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設（①の加算を算定しているものを除く。）

が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
 
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴   所定単位数※の1000分の124に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵   所定単位数※の1000分の117に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶   所定単位数※の1000分の120に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷   所定単位数※の1000分の113に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸   所定単位数※の1000分の101に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹   所定単位数※の1000分の 97に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺   所定単位数※の1000分の 90に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻   所定単位数※の1000分の 97に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼   所定単位数※の1000分の 86に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽   所定単位数※の1000分の 74に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾   所定単位数※の1000分の 74に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿   所定単位数※の1000分の 70に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀   所定単位数※の1000分の 63に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁   所定単位数※の1000分の 47に相当する単位数 

※ 介護報酬総単位数＝基本サービス費＋各種加算減算 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示・52）  

73 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準 

第48号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費に

おけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは、「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護費における日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しく

は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。 

48 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準 

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改

善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計

画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

40 介護職員等処遇改善加算 
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㈠ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算

(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支

払われる手当に充てるものであること。 

＊令和７年３月31日までの間は、適用しない。 

㈡ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所において、経験・技能のある介護

職員のうち１人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。ただし、介護職員

等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である

場合はこの限りでないこと。 

＊令和７年３月31日までの間は、規定中「賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること」

とあるのは、「賃金改善に要する費用の見込額が月額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額

が年額440万円以上であること」とする。 

⑵ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、

当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した

介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長（特別区の区長を含む。以下

同じ。）に届け出ていること。 

⑶ 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等に

より事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算

による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出る

こと。 

⑷ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の

職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

⑸ 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働

安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこ

と。 

⑹ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正

に行われていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機

会を確保していること。 

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。 

㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給

を判定する仕組みを設けていること。 

㈥ ㈤について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）

及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 

⑼ ⑻の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表している

こと。 

⑽ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又

はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 

ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴㈠及び⑵から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴㈠、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

ホ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部

を改正する告示による改正前の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成18年厚生労働省告示第126号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表（以下「旧指定地
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域密着型サービス介護給付費単位数表」という。）の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護

職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴㈡及び⑵から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ヘ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

ト 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加

算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴㈡及び⑵から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

リ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加

算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

ヌ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加

算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ル 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ヲ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員

等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴（㈠及び㈡に係る部分を除く。）及び⑵から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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ワ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善

加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ヨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員

等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴（㈠及び㈡に係る部分を除く。）、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のいず

れにも適合すること。 

タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加

算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

レ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護
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老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等

支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴（㈠及び㈡に係る部分を除く。）、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 令和６年５月31日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員

等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

⑵ イ⑴（㈠及び㈡に係る部分を除く。）、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 
 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８(52) 

２(21)を準用する。 

２(21) 介護職員等処遇改善加算について 

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

 

＊ 詳細については下記通知を参照してください。 

介護保険最新情報 

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て（令和７年度分）」 Vol.1353 R7.2.10 

「介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第１版）」の送付について Vol.1353 R7.2.10 

「介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第２版）」の送付について Vol.1367 R7.3.17 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ【R7.3.17 介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第２版）Vol.1367】 

 

【賃金改善方法・対象経費】 
(問1-1) 賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。  
(答) 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（老

発0207第５号令和７年２月７日厚生労働省老健局長通知）（以下「通知」という。）において、介護職
員等処遇改善加算（以下単に「処遇改善加算」という。）、介護職員処遇改善加算（以下「旧処遇改善
加算」という。）、介護職員等特定処遇改善加算（以下「旧特定加算」という。）及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算（以下「旧ベースアップ等加算」という。）（以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、
旧ベースアップ等加算を合わせて「旧３加算」という。）を算定する介護サービス事業者又は介護保険
施設（介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。）は、
処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金（基本給、手当、賞与等（退職手当を除
く。以下同じ。）を含む。）の改善（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むこ
とができる。以下「賃金改善」という。）を実施しなければならないとしている。 
賃金改善の額は、処遇改善加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、処遇改善加

算を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。その際、
処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて処遇改善加算若しくは旧３加算又は
交付金等（平成21年度補正予算による介護職員支援交付金、令和３年度及び令和５年度補正予算による
介護職員処遇改善支援補助金並びに令和６年度補正予算による介護人材確保・職場環境改善等事業にお
ける補助額のうち人件費として充てた分をいう。以下同じ。）を算定した年度の前年度における賃金水
準とする。 
ただし、介護サービス事業者等における職員構成の変動等により、初めて処遇改善加算若しくは旧３

加算又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計することが困難な場合又は現在の
賃金水準と比較することが適切でない場合は、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善
加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適
切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。 
また、介護サービス事業所等（介護サービス事業所又は介護保険施設（介護予防・日常生活支援総合

事業の事業所を含む）。以下同じ。）を新規に開設した場合については、処遇改善加算を算定しない場
合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策
定する等の適切な方法により算出した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出す
ることとしても差し支えない。 

 
(問1-2) 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。 
(答) 実績報告書における①「令和７年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和６年度の加算及び独

自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧３加算並びに交付金等による賃
金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。 
一方で、賃金水準のベースダウン（賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ）等を行ったわけ

ではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり（勤続年数が長く給
与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等）といった事情により、上記①の額が②の額を
下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。 
この場合の②の額の調整方法については、例えば、 
－ 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃
金総額を推計する 

－ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍し
たものと仮定した場合における賃金総額を推計する等の方法が想定される。 

例： 

 勤続10年 
（賃金35万円/月） 

勤続５年 
（賃金30万円/月） 

勤続１年 
（賃金25万円/月） 

賃金総額 
※処遇改善加算及び旧３
加算を除く 

令和 
６年度 

実際の
人数 

10人 
（計4200 万円） 

５人 
（計1800万円） 

５人 
（計1500万円） 

7500 万円 

調整後 ５人 
（計2100万円） 
※上記の10人のうち５人は
在籍しなかったものと仮定 

５人 
（計1800万円） 
※調整なし 

10 人 
（計3000万円） 
※上記の５人に加え５人
在籍したものと仮定 

6900 万円 

令和 
７年度 

実際の
人数 

５人 
（計2100 万円） 

５人 
（計1800 万円） 

10 人 
（計3000 万円） 

6900 万円 
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(問1-3) 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。 

(答)  「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは

関係なく支給される手当を指す。 
また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。手当の名称

は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等の名称であ
っても差し支えない。 
ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支

えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。 

－ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当 

－ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当（通勤手当、扶養手

当等） 
 
(問1-4) 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。 

(答) 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその

日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支え

ない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手

当」と同等のものと取り扱って差し支えない。 
 
(問1-5) キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含

めてもよいか。 

(答) 処遇改善加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるため、キャリアパス

要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、処遇改善加算の算定に当たり、賃

金改善額に含めてはならない。 
 
(問1-6) 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金

額と比較する賃金に含めることとなるのか。 

(答) 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通

常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する

賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上

げを行っていただくことが望ましい。 
 
(問1-7) 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。 

(答) 賃金改善額には次の額を含むものとする。 

・ 法定福利費（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保

険料等）における、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分 

・ 法人事業税における処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分 

また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。 

なお、任意加入とされている制度に係る増加分（例えば、退職手当共済制度等における掛金等）は

含まないものとする。 

 

(問1-8-1) 賃金改善実施期間の設定について。 

(答) 賃金改善の実施月（以下「支給時期」という。）については、必ずしも算定対象月と同一ではなく

ても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。なお、

配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。 

（例：６月に算定する処遇改善加算の配分について） 

① ６月の労働時間に基づき、６月中に見込額で職員に支払うパターン 

② ６月の労働時間に基づき、７月中に職員に支払うパターン 

③ ６月サービス提供分の介護報酬が、７月の国保連の審査を経て、８月に各事業所に振り込まれる

ため、８月中に職員に支払うパターン 

 

(問1-8-2)  サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後（通常の審査スケジュールでは２

か月後）に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業所が廃止になった場合、最終月

の支払で３か月分の賃金改善を行う必要があるか。 
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(答)  

・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善

を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後（通常の審査ス

ケジュールでは２か月後。問１－８－１における③のパターンで支払っている場合。）に賃金改善を実

施していた事業所が令和７年５月で廃止になる場合、５月に３～５月分の３か月分の賃金改善を行う必

要がある（一時金による精算で可。）。 

・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象と

なる。 
 

賃金改善実施月 令和７年３月 ４月 ５月 

何月分の賃金改善か １月分 ２月分 ３月分・４月分・５月分 

 

(問1-9) 実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があ

るのか。 

(答) 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善額が加

算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。 

ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分することで、

返還を求めない取扱いとしても差し支えない。 
 

(問1-10) 「令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではな

く、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。 

(答) 貴見のとおり、令和６年度の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み合わ

せることにより、令和６年度に＋2.5%、令和７年度に＋2.0%のベースアップを実現いただきたい。 

なお、処遇改善加算の加算額については、令和６・７年度の２か年で全額が賃金改善に充てられて

いればよいこととしている。令和６年度に措置された加算額には令和７年度のベースアップに充当す

る分の一部が含まれており、令和６年度の加算額の一部を、令和７年度に繰り越して賃金改善に充て

ることも可能としていたところ。 

 

(問1-11) 通知上、「令和７年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場

合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならな

いこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止になった場合に、同一法人内の他の

事業所の職員に対し「令和７年度の繰越分」を用いた賃金改善を行ってよいか。 

(答) 一時金等により、休止又は廃止となった事業所の職員に配分することを基本とするが、処遇改善加

算を一括して申請する同一法人内の事業所の職員に限り、「令和７年度の繰越分」を用いた賃金改善

の対象としてもよい。 

 

(問1-12) 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。 

(答) 処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ～Ⅲを満たすことの書類については全ての介護職

員に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるような場合にあっては、合

理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。 

 

(問1-13) 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。 

(答) サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると

認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労

使の合意を得る必要がある。 

また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動す

ることを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されて

いる必要がある。 
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(問1-14) 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の

介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の

提出が必要となるのか。 

(答) 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の

継続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引き下げられた場合については、特別事情

届出書を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引き下げられていなければ、個々の賃金項

目の水準が低下した場合であっても、特別事情届出書を提出する必要はない。 

特別事情届出書を提出する場合には、以下の内容を記載すること。 

・ 処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に限る。）

について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字

である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 

・ 介護職員（その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他

の職種の職員を含む。この問において同じ。）の賃金水準の引下げの内容 

・ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

・ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手

続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等 

なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能

な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。 
 
(問1-15) 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施

設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。 

(答) 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水準が低下し

ていない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 

ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるため、そのよ

うな変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。 
 
【対象者・対象事業者】 

(問2-1) 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。 

(答) 処遇改善加算の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技

能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとす

る。 
 
(問2-1-2) 処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には、全職種が含まれるのか。 

(答) 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問２－１にあるとおり、介護職員への配分を

基本としつつ、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており、対象には介護職以外の全職

種（※）が含まれる。 

※ 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員（看護師、准看護師、柔道整復師、

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等）、精神保健福祉士等、介護支援専門員、計画作成担

当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の

事務職等が想定される。 
 
(問2-2) 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であっても、処遇改善

加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。 

(答) 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和６年度以降は、処遇改善加算による賃金改善以前の

賃金が年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることが

できることとしている。 

 

(問2-3) ＥＰＡによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、

処遇改善加算の対象となるのか。 
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(答) ＥＰＡによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に

受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、ＥＰＡによる介護福祉士候

補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。 

また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である

こと」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、処遇改善加算の対象と

なる。 

なお、介護分野の１号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。 
 
(問2-4) 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。 

(答) 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等につ

いて派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成する

こと。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給

与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。 
 
(問2-5-1) 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよいか。 

(答) 貴見のとおり。 
 
(問2-5-2) 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、処

遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。 

(答) 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めることができる。 

その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明示するととも

に、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成すること。 
 
(問2-6) 賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。 

(答) 処遇改善加算の算定要件は、事業所（法人）全体での賃金改善に要する額が加算による収入以上と

なることである。 

その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一 法人内の一

部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態 に見合わない著しく偏

った配分は行わないこと。 

また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法

等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があ

った場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。 
 
(問2-7) 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合にお

ける介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。 

(答) 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するに当たり、加算の算定対象サービス事業所における賃金

については、原則として常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において介護サービ

スと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、介護サービス事業

所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。 

一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支え

ない。 
 
 (問2-8) 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していな

い職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。 

処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等（加算の対象外サービスの事業所等を含

む。）及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。 
 
(答) 法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を

行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。 

処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等（加算の対象外サービスの事業所等を含

む。）及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、処遇改善加算を原資とする賃金改善の

対象に含めることはできない。 
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【月額賃金改善要件】 
(問3-1) 月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の

一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」
としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。 

(答) 事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約や就業規則
等に基づき、労使で協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、月額賃金改善要件Ⅰ
を満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだけでなく、各
職員の賃金水準が低下しないよう努めること。 

 
【キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ】 

(問4-1) キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とは

どのようなものが考えられるのか。 

(答) 法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場（常時雇用する者が１０人未

満）における内規等を想定している。 

なお、令和７年度の処遇改善計画書等の様式の中で、別紙様式７の参考２として、キャリアパスや

賃金規程のモデル例を掲載しているため、就業規則作成義務のない事業場においては特に参考にされ

たい。 
 
(問4-2) キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられ

るか。  
(答) 様々な方法により、可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会（例えば、対面に加え、労働組合

がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う等）を設けるように配
慮することが望ましい。  

 
(問4-3) キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。  
(答) 「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向等を

踏まえ適切に設定されたい。 
なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。 

① 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術･能力 
（例：介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等）の向上に
努めること 

② 事業所全体での資格等（例：介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等）の取得率の向上 
 
(問4-4) キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会

の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」
とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。  

(答) 「資質向上のための計画」については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事
業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 
また、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくともよい。 
その運用については適切に取り組んでいただくとともに、無理な計画を立てて、かえって業務の妨

げにならないよう配慮されたい。 
例示するとすれば次のようなものが考えられるが、これに捉われず、様々な計画の策定をしていた

だき、介護職員の資質向上に努められたい。 
 

研修計画 

研修テーマ 対象者 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月 

ヒヤリハット事例への対応 全職員             

基本的な接遇・マナーの理解 初任職員             

認知症の方への理解 中堅職員             

介護保険でできること、できないこと 全職員             

基本的な防火対策の理解 全職員             

感染症への理解 全職員             

法令遵守の理解 リーダー職員             

サービス計画の策定 リーダー職員             

その他の計画 
〇 採用１～２年目の介護職員に対し、３年以上の経験者を担当者として定め、日常業務の中での技術指導・業務に対する相談を
実施する。 

〇 月１回のケアカンファレンス、ケース検討の実施（希望者） 
〇 他事業者との交流の実施（年３回） 
〇 都道府県が実施する研修会への参加（希望者） 

実施予定時期にチェックを入れる 
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(問4-5) キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。  

(答) 個別面談等を通して、例えば、職員の自己評価に対し、先輩職員・サービス担当責任者・ユニット

リーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。 

なお、こうした機会を適切に設けているのであれば、必ずしも全ての介護職員に対して評価を行う

必要はないが、介護職員が業務や能力に対する自己認識をし、その認識が事業者全体の方向性の中で

どのように認められているのかを確認しあうことは重要であり、趣旨を踏まえ適切に運用していただ

きたい。 

法人本部の職員については、新加算等の算定対象となるサービス事業所等における業務を行ってい

ると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。 

新加算等を算定していない介護サービス事業所等（加算の対象外サービスの事業所等を含む。）及

び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、新加算等を原資とする賃金改善の対象に含めること

はできない。  
 

(問4-6) キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。 

(答) キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備する

ことを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、キ

ャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件として

いる。 
 
(問4-7) キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいか。 

(答) キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、

手当、賞与等を問わない。 
 
(問4-8) 非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。 

(答) キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用

される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。 

また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、処遇改善加算の対象とし、

派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を

含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある場合であって、派遣労働者

を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣職員についてもキャリアパス要件Ⅲに該当する昇給

の仕組みが整備されていることを要する。 
 

(問4-9) 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのよ

うな内容を指すのか。 

(答) 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、

判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されてい

ることが必要である。 
 

(問4-10) キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲについて、令和６年度中に要件整備を誓約した上で、令和６年度に処

遇改善加算を取得している場合であって、令和６年度中に要件を整備できなかった場合は返還対

象となるのか。 

(答) 原則として、キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲの要件整備を誓約した上で、令和６年度に処遇改善加算を取

得した介護サービス事業所等については、令和６年度の実績報告書において要件の整備について報告

しなければ返還対象となる。 

ただし、当該介護サービス事業所等が、令和７年度の処遇改善計画書において再度要件整備の誓約

を行い、令和７年４月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和６年度の処遇改善加算の算定額に

ついて返還を求めない取扱いとする。 

なお、令和７年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った介護サービス事業所等

においては、令和７年度中に当該要件の整備を行い、令和７年度の実績報告書でその旨を報告するこ

ととするが、令和６年度の実績報告書については、「計画書で記載した内容から変更がない」ものと

して届け出ることとする。 
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【キャリアパス要件Ⅳ】 

(問5-1) 処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上かを判断するにあたっての賃金に含める

範囲はどこまでか。 

(答) 「処遇改善後の賃金が 440万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、

手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等

の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。 
 

(問5-2) 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについ

ても法人単位での取扱いが認められるのか。 

(答) 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、年額440万円の要件を満たす者の設定・確保を行うに当

たっては、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよ

い。例えば、５事業所について一括して申請する場合、５事業所のそれぞれに要件を満たす職員を配

置する必要はなく、全体で５人以上要件を満たす職員が在籍していればよい。 
 

(問5-2-2) 新加算等については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについて

も法人単位での取扱いが認められるのか。 

(答) 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、月額８万円又は年額440万円の要件を満たす者の設定・

確保を行う場合、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されてい

ればよい。例えば、５事業所について一括して申請する場合、５事業所のそれぞれに要件を満たす職

員を配置する必要はなく、全体で５人以上要件を満たす職員が在籍していればよい。 

その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、処遇改

善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが可能である。  
 
(問5-3) キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はあるか。 

(答) 貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とし

つつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所であって、介護福祉士の

資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない者を「経験・技能のある介護職員」

としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差し支えない。 

なお、「勤続10年の考え方」については、勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、

他法人や医療機関等での経験等も通算する 

すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を

有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可

能である。 
 

(問5-4) 「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、

年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わな

くてはならないか。 

(答) 処遇改善加算Ⅱの算定に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介護職員のう

ち、年収440万円となる者を１人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、賃金改善実施

期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件を満た

したものと扱うことが可能である。 
 

(問5-5) 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であって

も、処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を２人設定する必要があるの

か。 

(答) 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的

に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業

所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で１人以上設定することにより、キャリアパス要件

Ⅳを満たすこととする。 
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(問5-6) 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人

保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算による賃金改善後の年収が 

440万円以上となる者を２人設定する必要があるのか。 

(答)・介護給付のサービスと介護予防給付のサービス（通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリ

テーションなど）については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440

万円以上となる者を合計で１人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。 

・ 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施

設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。 

・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、それぞれで、

年収440万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員の設定については、

処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満たしていればよいことから、例えば、介

護老人保健施設において２人年収440万円となる者を設定することとしても差し支えない。（問５－

２を参照） 
 
(問5-7) 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収440万円となる

者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。 

(答) 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の共生

型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる者について、１人以上設定する必要がある。ま

た、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。ただし、

小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。 
 
(問5-8) キャリアパス要件Ⅳの改善後の年額賃金要件について、「例外的に当該賃金改善が困難な場合

であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない」との記載があるが、「合理的な説明」と

はどのようなものを想定しているのか。 

(答) 合理的な説明の例としては、 

・小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要、 

・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金

を引き上げることが困難、 

・ 年額440万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する

等の理由が考えられ、指定権者の判断により、幅広く認められるものである。 
 
【キャリアパス要件Ⅴ】 

(問6-1) 介護福祉士等の配置要件について、（地域密着型）（介護予防）特定施設入居者生活介護及び（地

域密着型）介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居

継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。 

これについて、通知５⑴④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満

たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、３

か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、３か月間以上継続しなければ、

変更届出は不要ということか。 

(答) 貴見のとおり。 

・ 処遇改善加算Ⅰについては、キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件）を満たす必要があり、

その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要と

する利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない」場

合は、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、３か月間を超えて継続しない

限りは、処遇改善加算の加算区分を変更する必要はない。 

・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、４か月以上継続した場合には、

４ヶ月目以降、処遇改善加算の加算区分の変更が必要となる。 

・ 例えば、７月まで入居継続支援加算等を算定し、処遇改善加算Ⅰを算定していたが、喀痰吸引を必要

とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより８月、９月、10月と入居継続支援加算等を

算定できず、11月も同様の状況が継続すると分かった場合には、11月分の算定から、処遇改善加算Ⅰで

はなく、処遇改善加算Ⅱへの加算区分の変更が必要となる。 
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ただし、処遇改善加算Ⅰの算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳上でサービス

提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定可能となっ

ていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、８月から 10 月までの間も入居

継続支援加算等の算定を可能としておく必要があることに留意すること。 

 

(問6-2) 要件を満たさない状態が３か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を

必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。 

(答) 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関す

る要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要件が

含まれる。 

これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない

場合については、その状態が３か月間以上継続しなければ、継続してキャリパス要件Ⅴを満たしたこ

ととして差し支えない。 

 

【職場環境等要件】 

(問7-1) 職場環境等要件の28項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。 

(答) 処遇改善加算を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組については

従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要まではない。 

 

(問7-2) 各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組の全てを満た

さなければならないのか。 

(答) それぞれの項目を満たすためには、項目内に列挙されている取組のうち、１つ以上満たせばよい。

例えば、「入職促進に向けた取組」区分の「事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修の

ための制度構築」という項目の場合、「事業者の共同による採用」のみを実施することで、本取組を

満たしたことになる。 

 

(問7-3) 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分において、「研修の受講やキャリア段位制

度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは何か。 

(答) 介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、介護職員が保有している介護の実践スキルについ

て、どのレベルまで保有している（できる）のか、所属する事業所・施設で実践スキルの「できる」・

「できていない」評価を行い、その評価結果をもとに全国共通のレベルにて認定する制度である。詳

細については、介護プロフェッショナルキャリア段位制度のウェブサイトをご参照いただきたい。 

https://careprofessional.org/careproweb/jsp/ 

 

(問7-4) 「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」と

あるが、具体的な取組事例はあるか。 

(答) 例えば、以下の取組を想定している。 

－ 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上の休暇

を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近

な上司等からの積極的な声かけを行う 

－ 情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行う 

 

(問7-5) 「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組について、参考にできるものはあるか。 

(答) 厚生労働省の「介護分野における生産性向上ポータルサイト」をご参照いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.html 
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【その他】 
 
(問8-1) 地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数

に含めてよいか。 

(答)  処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる 

 

(問8-2) 処遇改善加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいか。 

(答)  移行先の検討を補助する移行ガイドを厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」のペー

ジに掲載しているため、活用いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html 

 

(問8-3) 処遇改善加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいか。 

(答) 移行先の検討を補助する移行ガイドを厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」のページ

に掲載しているため、活用いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html 
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及

び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（老企第40号） 

２の１⑶ 

定員超過利用減算 入所者全員について所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数 

 

ア 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養

施設サービス及び介護医療院サービスについては、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利

用者等を入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介

護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところで

あるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努

めるものとする。 

② この場合の利用者等の数は、１月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、１月間の

利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均

利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。 

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった

事業所又は施設については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全

員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過

利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 

④ 都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」

という。）又は同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は

中核市の市長。３の⑹ルｃ及びｄを除き、以下同じ。）は、定員超過利用が行われている事業所又は施

設に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続

する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。 

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始

した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ない

と認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由

がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の

翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。 
 

イ やむを得ない措置等による定員の超過（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指

定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ８⑶） 

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。）が入所定員を超える場合

は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定すること

となるが、①及び②の場合においては、入所定員に100分の105を乗じて得た数（入所定員が40人を超え

る場合にあっては、利用定員に２を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に100分の105

を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（通所介護費等の算定方法第12号イ）。なお、こ

の取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必

要があること。 

Ⅲ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の減算 

１ 定員超過利用による減算 
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① 老人福祉法第11条第１項第２号の規定による市町村が行った措置による入所（同法第10条の４第１

項第３号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短

期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを得ず入所定員を超える場合 

② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第19条の規定による入院をしていた

場合に、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が

満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る 

③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者がその家族が急遽入院したこ

とにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所

をすることが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に

入所し、併設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受け

ることにより、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合 
 
◎ 基準では、指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合については、特別な事情がある場

合を除き、指定の取り消しを検討すること、とされています。  

◎ 減算要件に当てはまらなくても、１日でも定員超過があれば運営基準違反です。「減算にならなけれ

ば定員超過しても構わない」といった考えで運営を行わないようご注意ください。  

◎ 短期入所生活介護において満床である場合、利用者の入退所について、利用時間が重ならない形で

あれば、運営基準違反とはなりませんが、利用時間が重複してしまう場合については、災害、虐待そ

の他やむを得ない事情がある場合を除き、重複した時間帯について定員超過となり、運営基準違反と

なります。  

例）  

・ ５月１日の午前10時に１名退所、午後３時に１名入所の場合 ⇒ 問題なし  

・ ５月１日の午後３時に１名退所、午前10時に１名入所の場合 ⇒ 重複した時間帯（午前10時から

午後３時）について運営基準違反 

 

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(厚告第27号) 

十 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに地域密着型介護福祉施設

サービスの算定方法 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場

合における地域密着型介護福祉施設サービスについては、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

 

 

 

  

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準 
厚生労働大臣が定める地域密着型介護

福祉施設サービスの算定方法 

施行規則第131条の八の規定に基づき市町村長に提出した

運営規程に定められている入所定員を超えること(老人福祉

法第10条の４第１項第３号又は第11条第１項第２号の規定

による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院

中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となった

ことにより、入所定員を超えることが、やむを得ない場合に

あっては入所定員の数に100分の105を乗じて得た数を、当該

地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生

活介護事業所の施設を利用して地域密着型介護福祉施設サ

ービスを提供することにより、入所定員を超えることが、要

介護被保険者の緊急その他の事情を勘案してやむを得ない

場合にあっては入所定員の数に100分の105を乗じて得た数

を超えること。)。 

地域密着型サービス介護給付費単位

数表の所定単位数に100分の70を乗じ

て得た単位数を用いて、指定地域密着

型サービスに要する費用の額の算定に

関する基準の例により算定する。 
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及

び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（老企第40号） 

人員基準欠如減算 入所者全員について所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数 

第２ 

１⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保

健施設サービス及び介護医療院サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等の配置数が、人

員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこと

とし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにして

いるところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の

未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月

１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開

設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を

当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以

下を切り上げるものとする。 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が

解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定

する算定方法に従って減算され、 

ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、

利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算

される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至っ

た月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従っ

て減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合に

はじめて人員基準欠如となるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること

（したがって、例えば看護６:１、介護４:１の職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護

療養型医療施設において、看護６:１、介護４:１を満たさなくなったが、看護６:１、介護５:１は満

たすという状態になった場合は、看護６:１、介護４:１の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数

ではなく、看護６:１、介護５:１の所定単位数を算定するものであり、看護６:１、介護６:１を下回

ってはじめて人員基準欠如となるもの であること）。なお、届け出ていた看護・介護職員の職員配置

を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県

知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、③の例によるも

のとすること。 

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所については、看護６:１、介護４:１を下回る職員配置

は認められていないため、看護６:１、介護５:１、看護６:１、介護６:１の職員配置に応じた所定単

位数を定めておらず、職員配置が看護６:１、介護４:１を満たさない場合は人員基準欠如となるもの

であり、看護６:１、介護４:１の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定する。 

⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事

業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は

許可の取消しを検討するものとする。 

 

 

 

２ 人員基準欠如による減算 
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厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(厚告第27号) 

十二 

ロ 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数

の基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより

算定する。 

 

ハ 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数

の基準に該当する場合におけるユニット型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げると

ころにより算定する。 

 

 

◎ 減算要件に当てはまらなくても、１日でも人員欠如があれば運営基準違反です。「減算にな らなければ

人員欠如しても構わない」といった考えで運営を行わないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は

介護支援専門員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定

方法 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営

に関する基準第２条に定める員数を置いてい

ないこと。 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員

及び看護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を

乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要す

る費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は

介護支援専門員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定

方法 

常勤換算方法で、入居者の数の合計数が３又

はその端数を増すごとに１以上の介護職員又は

看護職員の数を置いておらず、又は指定介護老

人福祉施設基準第２条に定める員数の介護支援

専門員を置いていないこと。 

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員

及び看護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を

乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要す

る費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７注１・２ 

イ（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費）及びロ（ユニット型地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護費）については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣

が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法

により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設に

おいて、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及

び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定

単位数を算定する。 

ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相

当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別

に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

夜勤体制による減算 入所者全員について所定の単位数の100分の97 
 

ユニット以外の部分（従来型） ユニット部分 

入所者数・利用者 夜勤を行う介護職員又は看護職員 

25 人以下  １人以上 

２ユニット毎に  

１人以上 

26 人 ～  60 人まで  ２人以上 

61 人 ～  80 人まで  ３人以上 

81 人 ～ 100 人まで  ４人以上 

101 人 以上  
４＋（利用者数＋入居者数－100）÷25 以上 
（小数点以下を切り上げた数以上） 

 

⑵ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）

及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（老企第40号） 

第２ 

１⑹ 夜勤体制による減算について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養

施設サービス及び介護医療院サービスについては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所

定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成12

年厚生省告示第29号。以下「夜勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規定

は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定

であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において以下のい

ずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算され

ることとする。 

イ 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則とし

て事業所又は施設ごとに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定め

る員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合 

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４日以上発

生した場合 

 

３ 夜勤体制に係る減算 
 



210 

 

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、⑸②を準用すること。この場合に

おいて「小数点第２位以下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

④ 夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通じて配置されるべき職員の員

数であり、複数の職員が交代で勤務することにより当該基準を満たして構わないものとする。 

また、夜勤職員基準に定められる員数に小数が生じる場合においては、整数部分の員数の職員の配

置に加えて、夜勤時間帯に勤務する別の職員の勤務時間数の合計を16で除して得た数が、小数部分の

数以上となるように職員を配置することとする。 

なお、この場合において、整数部分の員数の職員に加えて別の職員を配置する時間帯は、夜勤時間

帯に属していればいずれの時間でも構わず、連続する時間帯である必要はない。当該夜勤時間帯にお

いて最も配置が必要である時間に充てるよう努めることとする。 

⑤ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当

該指導に従わない場合は、指定の取消しを検討すること。 

※ 以降、入所者・利用者合わせ25又はその端数を増すごとに１を加えた数以上の夜勤職員が必要です。 

◎ 減算要件に当てはまらなくても、１日でも人員欠如があれば運営基準違反です。「減算にならなけれ

ば人員欠如しても構わない」といった考えで運営を行わないようご注意ください。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(問178) 特別養護老人ホームにおいて、夜勤職員とは別に、宿直者を配置する必要があるか。  

 

(答) 社会福祉施設等において面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられるなど、消防

用設備等の基準が強化されてきたことや、他の施設系サービスにおいて宿直員の配置が求められてい

ないこと、人手不足により施設における職員確保が困難である状況等を踏まえ、夜勤職員基準を満た

す夜勤職員を配置している場合には、夜勤職員と別に宿直者を配置しなくても差し支えない。ただし、

入所者等の安全のため、宿直員の配置の有無にかかわらず、夜間を想定した消防訓練等を通じて、各

施設において必要な火災予防体制を整えるよう改めてお願いする。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７注４ 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の

100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

身体拘束廃止未実施減算  所定の単位数の100分の90 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑸ 

５⑶を準用する。 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、指定

地域密着型サービス基準第73条第６項の記録（同条第５項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を

行っていない場合及び同条第７項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数

から減算することとなる。 

具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化の

ための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事

実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の

翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 
 

⑶ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）

及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（老企第40号） 

第２ 

５⑸ 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、指

定介護老人福祉施設基準第11条第５項又は第42条第７項の記録（指定介護老人福祉施設基準第11条第

４項又は第42条第６項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び指定介護

老人福祉施設基準第11条第６項又は第42条第８項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員

について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適

正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のため

の指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生

じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に

基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月

までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H30.3.23 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.１)】 

 
厚生労働省Ｑ＆Ａ【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）】 

  

(問87) 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から

減算を適用するか 

(答) 施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針等を整備する必要

があるため、それ以降の減算になる。 

(問88) 身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速や

かに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３か月後に改善計画に基づく改善状況

を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について

減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことは

できないのか。 

(答) 改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。

当該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づく改善

が認められた月まで継続する。 

４ 身体拘束廃止未実施減算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７注５ 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、１日につき５

単位を所定単位数から減算する。 

安全管理体制未実施減算  １日につき５単位を所定単位数から減算 

⑵ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑻ 

安全管理体制未実施減算については、介護老人福祉施設基準第35条第１項に規定する基準を満たさない

事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員につい

て、所定単位数から減算することとする。 
 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 
（事故発生の防止及び発生時の対応） 
第35条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の第一号から第三号まで
に定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ（次の各号に定め
る措置を講じなければ）ならない。 
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指
針を整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その
分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）及
び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 
 

 

⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７注６ 
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単

位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

高齢者虐待防止措置未実施減算  所定の単位数の100分の99 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 
86の２の２ 介護福祉施設サービスにおける高齢者虐待防止措置未実施減算の基準 

指定介護老人福祉施設基準第35条の２（指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含
む。）に規定する基準に適合していること。 

 

（虐待の防止）  
第35条の２ 指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる
措置を講じなければならない。  
一 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装
置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい
て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。  

二 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。  
三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研
修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。     

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑸ 
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、地域

密着型サービス基準第３条の38の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位
数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年２回以上の研修
を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場
合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況

５ 安全管理体制未実施減算 
 

６ 高齢者虐待防止措置未実施減算 
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を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用
者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

（虐待の防止） （第157条準用） 

第３条の38の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するた

め、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定地域密着型介護老人福祉施設事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について、地域密着型介護老人福祉施設従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定地域密着型介護老人福祉施設事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定地域密着型介護老人福祉施設事業所において、指定地域密着型介護老人福祉施設従業者

に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。     

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

 
厚生労働省Ｑ＆Ａ 高齢者虐待防止措置未実施減算の取扱いに係るＱ＆Ａ 

【R7.1.20 介護保険最新情報vol.1345】 

(問１)  高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか。 
(答) 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年９月17日老

企第25号）」等、各サービスの指定基準の解釈通知にてお示ししている虐待の防止に係る事項の規
定を参照されたい。 
なお、研修の回数については、サービスによって回数が異なっており、以下の通り。 

・ 年に２回以上 
（介護予防）特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保
健施設、介護医療院 

・ 年に１回以上 
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、
通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防）短期入
所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介
護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介
護、居宅介護支援、介護予防支援 

 

  

(問167) 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全
ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされて
いなければ減算の適用となるのか。 

(答) 減算の適用となる。 
 
(問168) 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した

日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 
(答) 過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」

となる。 
 
(問169) 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全て

の措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされてい
ない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月か
ら３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の
翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算する
こととする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の
措置を行うことはできないのか。  

(答)  改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えな
い。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計
画に基づく改善が認められた月まで継続する。 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７注７ 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の

100分の３に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

業務継続計画未策定減算  所定の単位数の100分の97 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 

63の２の３ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における業務継続計画未策定減算の基準 

指定地域密着型サービス基準第157条又は第169条において準用する指定地域密着型サービス基準第３

条の30の２第１項に規定する基準に適合していること。 
 

（業務継続計画の策定等）（第157条準用） 

第３条の30の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時に

おいて、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑺ 

３の２⑶を準用する。 

業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第37条、第37条の３又は第40条の16

において準用する指定地域密着型サービス基準第３条の30の２第１項に規定する基準を満たさない事実が

生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準に

満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算する

こととする。 

なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び

非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていること

を踏まえ、速やかに作成すること。 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【R6.3.15 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）Vol.1225】 

  

(問164) 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

(答) 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に

従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続

計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定

減算の算定要件ではない。 

(問165) 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

(答) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における業務継続計画未策定減算の施行時期は、令

和６年４月となる。 

ただし、令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非

常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。（対象サービス抜粋） 

(問166) 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事

実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

(答) 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点

ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

例えば、通所介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明

した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の

策定を行っていない場合）、令和７年10月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。 

また、訪問介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明し

た場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

７ 業務継続計画未策定減算 
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⑴ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） ７注８ 

栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき14単位を所定単

位数から減算する。 
 

栄養管理に係る減算  １日につき14単位を所定単位数から減算 
 

⑵ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95号） 

63の3 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の

注８の厚生労働大臣が定める基準 

指定地域密着型サービス基準第131条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び指

定地域密着型サービス基準第143条の２（指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を

含む。）に規定する基準のいずれにも適合していること。 

 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（従業者の員数） 

第131条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、他

の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四

号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 

一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

二 生活相談員 １以上 

三 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 

イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以

上とすること。 

ロ 看護職員の数は、１以上とすること。 

四 栄養士又は管理栄養士 １以上 

五 機能訓練指導員 １以上 

六 介護支援専門員 １以上 
 
（栄養管理） 

第143条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した

日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならな

い。 

 

⑶ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 ８⑼ 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、指定地域密着型サービス基準第131条に定める栄

養士又は管理栄養士の員数若しくは指定地域密着型サービス基準第143条の２（指定地域密着型サービス

基準第169条において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々

月から基準に満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算され

ることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 
 
  

８ 栄養管理に係る減算 
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事業所の指定後に、次の各項目に変更があった場合には、原則として、変更があった日から10日以内に

変更届の提出が必要となります。 
 

変更内容 添付書類 留意事項 

事業所・施設の名称 
及び所在地（開設の場所） 

 【関連して変更となる可能性がある事項】 

・運営規程 

・事業所の平面図等 

申請者（開設者）の名称及び主たる事
務所の所在地並びに代表者の氏名、生
年月日、住所及び職名 

・登記事項証明書 

・誓約書（参考様式６） 

 

申請者（開設者）の登記事項証明書又
は条例等 

・登記事項証明書又は条例等  

本体施設がある場合、当該本体施設の

概要並びに施設と当該本体施設との

間の移動の経路及び方法並びにその

移動に要する時間 

・左記の変更内容がわかるもの 写真は変更部分のみ 

併設する施設がある場合にあっては、

当該併設する施設の概要 

・左記の変更内容がわかるもの  

建物の構造概要及び平面図並びに 

設備の概要 

・建物の構造概要及び平面図並びに設

備の概要(参考様式３、参考様式４) 

 

事業所（施設）の管理者の氏名、 

生年月日及び住所 

 ・管理者が「常勤」であること 

・管理者が兼務する職種がある場合は、

「管理者が当該事業所の他の職務に従

事し、又は他の事業所、施設等の職務

に従事する職種・勤務時間等」を変更

届出書に明記すること。 

（管理者の勤務状況がわかる資料（従業

者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

等）の添付でも可とする。） 

運営規程 

【変更事項が以下の①～③のいずれ

かの場合】 

①従業者(職員)の職種、員数及び職務

の内容 

②営業日及び営業時間 

③利用定員／入居定員及び居室数／

入所定員 

・変更後の運営規程 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一

覧表（参考様式１） 

・（必要に応じて）資格証の写し 

 

運営規程 

【変更事項が上記の①～③以外の場合】 

・変更後の運営規程  

協力医療機関等の名称、診療科目名、

契約の内容等 

・左記の変更内容がわかるもの  

介護支援専門員の氏名及びその登録

番号 

・介護支援専門員一覧（参考様式７） 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一

覧表（参考様式１） 

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧

表」は、介護支援専門員の人員配置基準

を確認できる情報のみの記載で可。 
 
※ 図面・写真は、指定基準上必要とされている設備〔事務室、相談室（個室またはパーテーションでプライバシ
ーに考慮されたもの）、会議室〕及び外観、事業所入口（写真）を明記・添付すること（変更部分のみ）。  

Ⅳ 事業所の変更届について 
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介護保険法等の規定に基づき、事業所指定については６年間の有効期限で指定をしています。有効期限

の満了する１か月前までに、指定更新の申請書を提出してください。 

なお、厚木市からは有効期限満了に伴う指定更新のお知らせはしませんので、各事業所において、指定

の有効期限の確認を行い、期日までに必要な書類の提出をお願いします。期日までに、書類の提出が無い

場合には、指定の更新を行うことが出来なくなりますので、十分注意してください。 

指定の更新に係る必要な書類については、次のとおりで、各様式については、厚木市のホームページに

掲載しています。 
 

提出書類 様式 

指定地域密着型サービス事業所指定申請書 別紙様式第二号㈡ 

申請書付表 付表第二号㈧ 

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式１ 

経歴書及び研修受講修了証の写し 

代表者 

参考様式２ 管理者 

計画作成担当者 

平面図（建築図面等でも可）及び居室面積一覧表 参考様式３ 

誓約書 参考様式６ 

介護支援専門員の氏名及びその登録番号 参考様式７ 

事業運営実績表 参考様式８ 

運営規程   

利用料金表、食費の積算根拠が分かる書類(食事を提供する事業所のみ)   

介護保険法及び厚木市暴力団排除条例の規定に該当しない旨の誓約書及び役員名簿 様式あり 

給付費算定に係る体制等に関する届出書及び誓約書 様式あり 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 様式あり 

 
備考 

⑴ 参考様式については、様式に記載されている内容が含まれていれば独自様式での提出ができます。 

⑵ 記入欄が不足する場合は、「別添のとおり」と記載し、別に記載した書類を添付してください。 

⑶ 指定基準等を満たしているか確認するために、追加で書類提出を求める事がありますのでご了承くださ

い。 

 

Ⅴ 事業所の指定の更新について 


